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］

　
近代
の
博
多
に
お
い
て
、
大
祭
祇
園
山
笠
に
参
加
で
き
た
諸
町
の
う
ち
、
古
漢
町
と
い
う
町
の
社
　
　
　
　
両
組
織
の
役
員
の
選
挙
に
準
世
帯
の
世
帯
主
は
参
加
で
き
な
か
っ
た
。

会
構
造
と
祇
園
山
笠
経
営
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
詳
細
に
叙
述
し
た
。
同
町
に
は
と
り
わ
け
昭
和
一
　
　
　
　
表
店
の
優
越
は
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
の
祇
園
山
笠
に
お
い
て
古
漢
町
が
山
笠
当
番
と
い
う

○
年
代
の
史
料
が
豊
富
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
聞
き
取
り
調
査
で
得
ら
れ
た
情
報
も
交
え
つ
つ
、
と
　
　
　
　
役
を
勤
め
た
と
き
に
も
明
瞭
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
同
町
の
当
番
役
員
は
表
店
の
世
帯
主
ま
た

く
に
こ
の
時
期
を
中
心
に
叙
述
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
そ
の
子
弟
だ
け
で
占
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
祭
礼
で
最
も
名
誉
が
あ
る
と
さ
れ
る
「
台
上
が

　古
漢
町
で
は
道
路
に
面
し
た
表
店
に
居
住
す
る
世
帯
と
そ
れ
以
外
の
場
所
（
裏
店
ま
た
は
表
店
内
　
　
　
　
り
」
と
呼
ば
れ
る
役
割
を
勤
め
た
の
も
、
表
店
の
世
帯
主
ま
た
は
そ
の
子
弟
だ
け
で
あ
っ
た
。

の

借間
）
に
居
住
す
る
準
世
帯
と
の
間
に
大
き
な
社
会
的
格
差
が
あ
っ
た
。
町
の
寄
合
や
町
役
員
の
　
　
　
　
　
一
方
、
明
治
末
期
以
降
の
日
本
で
は
慢
性
的
な
不
況
が
続
き
、
博
多
に
お
い
て
も
町
々
の
経
済
力

選挙
に
参
加
で
き
る
の
は
表
店
の
世
帯
主
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
町
費
・
祭
礼
当
番
費
・
衛
生
費
な
　
　
　
は
低
下
し
て
い
き
、
祇
園
山
笠
の
実
施
も
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
前
期
二
九
二
六
～
一
九

ど
を
負
担
す
る
の
も
表
店
の
世
帯
主
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
だ
け
が
町
の
正
式
な
構
成
員
で
あ
っ
た
　
　
　
　
四
五
）
に
な
る
と
、
博
多
の
町
々
は
福
岡
市
や
地
元
財
界
か
ら
祇
園
山
笠
に
た
い
す
る
補
助
金
を
交

と
み
な
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
太
平
洋
戦
争
の
激
化
に
よ
っ
て
物
資
と
人
手
に
不
足
が
生

　日
中
戦
争
が
長
期
化
す
る
な
か
、
古
渓
町
で
は
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
に
町
内
会
と
隣
組
が
　
　
　
　
じ
、
祇
園
山
笠
の
実
施
は
さ
ら
に
困
難
に
な
っ
た
。
古
渓
町
が
山
笠
当
番
を
勤
め
た
の
は
ま
さ
に
ご

設
立さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
、
内
務
省
の
方
針
に
従
い
準
世
帯
も
両
組
織
に
加
え
ら
れ
た
が
、
し
か
し
　
　
　
　
の
よ
う
な
時
で
あ
っ
た
。

1



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第125集2006年3月

0
本
稿
の
目
的

　
博
多
祇
園
山
笠
（
以
下
、
祇
園
山
笠
と
い
う
）
は
七
月
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
男

性
の
み

の
参
加
で
お
こ
な
わ
れ
る
福
岡
市
博
多
区
の
大
祭
で
、
博
多
の
総
鎮
守
櫛
田

神
社
に
氏
子
た
ち
が
「
山
笠
」
と
呼
ば
れ
る
作
り
山
と
能
を
奉
納
す
る
も
の
で
あ
る
。

正
確

に
は
櫛
田
神
社
の
相
殿
で
あ
る
祇
園
社
（
1
1
須
賀
社
）
に
奉
納
す
る
。
江
戸
時

代
の
祭
礼
期
間
は
旧
暦
六
月
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
で
あ
っ
た
。
明
治
時
代
に
入
る

と
何
度
か
新
暦
の
六
月
ま
た
は
七
月
に
お
こ
な
わ
れ
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年

に

最
終
的
に
新
暦
七
月
実
施
と
決
定
さ
れ
、
こ
の
年
か
ら
現
在
の
日
程
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
な
が
れ

　
祇

園
山
笠
は
、
「
流
」
と
呼
ば
れ
る
近
隣
の
一
〇
前
後
の
町
か
ら
成
る
町
組
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
（
図
1
）
。
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
、
こ
の
祭
礼
に
正

式
参
加
で
き
る
流
は
七
つ
に
固
定
さ
れ
て
い
た
。
東
町
流
・
呉
服
町
流
・
西
町
流
・

　
　
　
　
　
す
さ
き
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
お
の
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し
ど
う

土
居
町
流
・
洲
崎
町
流
（
別
名
、
大
黒
流
）
・
魚
町
流
（
同
、
福
神
流
）
・
石
堂

ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

町
流

（同
、
恵
比
須
流
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
こ
の
う
ち
六
つ
の
流
が
最
終
日
の
早
朝
に
山
笠
を
一
本
ず
つ
櫛
田
神
社
に
昇
き
入

れ
て

奉
納
し
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
同
社
か
ら
こ
れ
を
出
し
、
博
多
市
街
の
約
五
キ
ロ

の
所
定
の
順
路
で
昇
き
進
ま
せ
た
。

　
「
昇
く
」
と
は
、
棒
な
ど
を
肩
に
担
い
で
移
動
す
る
こ
と
を
い
う
。
山
笠
に
は
車

輪
が
な
く
、
六
本
の
長
い
昇
き
棒
（
山
笠
棒
）
を
山
笠
台
と
い
う
木
組
み
の
立
方
体

の

前
後
に
通
し
て
縄
で
縛
っ
て
建
設
さ
れ
る
。
こ
の
棒
を
大
勢
の
人
間
で
担
い
で
山

笠

を
動
か
す
。
こ
れ
を
「
山
昇
き
」
と
い
う
。
明
治
中
期
ま
で
は
山
笠
台
の
上
に
四

本
の

柱

を
脚
立
状
に
組
み
、
そ
こ
に
人
形
を
始
め
と
す
る
た
く
さ
ん
の
豪
奢
な
飾
り

物
を
取
り
付
け
て
い
た
。
こ
の
飾
り
物
は
、
室
町
時
代
以
来
の
慣
例
と
思
わ
れ
る
が
、

各
山
笠
と
も
毎
年
作
り
替
え
ら
れ
た
。

　
山
昇
き
は
祭
礼
期
間
中
に
何
度
か
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
名
称
が
あ
る
が
、
最
終
日

早
朝
の
山
昇
き
は
「
追
い
山
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
う
ち
櫛
田
神
社
へ
の
奉
納
の
部

分

は
と
く
に
「
櫛
田
入
り
」
と
呼
ば
れ
る
。
「
追
い
山
」
と
い
う
名
称
は
、
先
行
の

山
笠
が
逃
げ
、
後
続
の
山
笠
が
こ
れ
を
追
う
と
い
う
、
こ
の
山
昇
き
の
タ
イ
ム
レ
ー

ス

的
な
様
相
に
由
来
す
る
。
追
い
山
の
さ
い
の
山
笠
の
出
発
順
、
す
な
わ
ち
櫛
田
入

り
の
順
番
を
「
山
笠
番
付
」
と
い
い
、
毎
年
一
定
の
や
り
方
で
替
わ
っ
て
い
っ
た
。

　
残
る
一
つ
の
流
は
最
終
日
に
、
六
本
の
山
笠
が
櫛
田
入
り
を
済
ま
せ
た
直
後
に
櫛

田
神
社
境
内
で
能
を
奉
納
し
た
。
能
奉
納
の
担
当
流
は
毎
年
交
替
し
た
の
で
、
七
年

で
七

流
を
一
巡
し
た
。
そ
の
順
番
は
前
述
の
七
流
の
表
記
順
と
同
じ
で
あ
る
。

　
追
い
山
以
外
の
山
昇
き
と
し
て
は
、
流
昇
き
・
朝
山
・
他
流
昇
き
・
追
い
山
馴
ら

し
（
別
名
、
馴
ら
し
昇
き
）
の
四
つ
が
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
前
三
者
は
六
山
笠
が
会
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
各
流
が
単

独
で
お

こ
な
う
も
の
で
、
ま
た
各
流
と
も
毎
年
そ
の
順
路
を
変
え
る
。
流
昇
き
は
流

内
全
町
を
廻
る
も
の
。
朝
山
も
同
様
で
あ
る
が
、
早
朝
に
お
こ
な
わ
れ
、
各
町
長
老

や

こ
の
一
年
の
間
に
亡
く
な
っ
た
各
町
有
力
者
の
遺
族
へ
敬
意
を
表
す
る
も
の
。
他

流
昇
き
は
他
流
を
広
く
廻
っ
て
自
流
の
山
笠
の
披
露
目
を
す
る
も
の
。

　
一
方
、
追
山
馴
ら
し
は
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
に
始
ま
っ
た
も
の
で
、
追
い

山
の
予
行
演
習
で
あ
る
。
追
い
山
と
同
じ
順
路
を
進
ん
で
い
く
が
、
終
着
点
は
追
い

山
の
そ
れ
の
約
一
キ
ロ
手
前
で
あ
る
。

　
山
鼻
き
に
は
、
山
笠
棒
の
前
部
と
後
部
に
付
く
「
昇
き
手
」
お
よ
び
山
笠
棒
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と

端
を
最
前
列
と
し
て
こ
れ
を
ス
ク
ラ
ム
状
に
押
す
多
数
の
「
後
押
し
」
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
一
ト
ン
ほ
ど
も
あ
る
山
笠
の
速
さ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
両
役
割
と
も
そ
の

人

間
を
次
々
と
交
代
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
追
い
山
で
は
他
流
の
山
笠
に

追

い
抜
か
れ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
よ
り
多
く
の
人
間
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の

た
め
一
八
世
紀
前
期
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
山
笠
当
番
町
で
は
博
多
内
に
あ
り
な

が

ら
祇
園
山
笠
に
正
式
参
加
で
き
な
い
諸
町
（
七
流
以
外
の
流
の
構
成
町
）
や
周
辺

村
落
か
ら
大
勢
の
加
勢
人
を
雇
い
入
れ
て
い
た
。

　
山
笠
奉
納
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
七
流
と
も
当
番
町
制
度
を
採
っ
て
い
た
。
こ

れ

を
山
笠
当
番
と
い
う
。
山
笠
当
番
は
一
町
で
勤
め
ら
れ
る
（
単
独
当
番
）
か
、
ま

2
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　　　　〔落石　1961　206〕を改変

　　　　※鉄道と市内路面電車軌道も表記。

　　　　※築港流以外は終戦時までほとんど変化はない。

　　　　※註（1）と註（10）も参照のこと。
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も
や
い

た
は
隣
接
す
る
二
な
い
し
三
町
合
同
で
勤
め
ら
れ
（
催
合
当
番
）
て
い
た
が
、
い
ず

れ
の

場
合
も
当
番
は
一
年
交
替
で
、
当
番
町
が
山
笠
奉
納
を
指
揮
し
て
い
た
。
催
合

当
番
の
場
合
、
中
心
と
な
る
町
を
本
当
番
、
こ
れ
を
手
伝
う
町
を
半
当
番
と
い
う
。

　
能
奉
納
の
実
施
に
あ
た
っ
て
も
、
七
流
と
も
右
に
準
じ
た
当
番
町
制
度
を
採
っ
て

い

た
。
こ
ち
ら
は
能
当
番
と
い
う
。

　
な
お
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
の
追
い
山
馴
ら
し
の
さ
い
、
同
年
の
二
番
山
笠

担
当
の
魚
町
流
が
他
の
五
つ
の
山
笠
担
当
流
と
激
し
い
紛
議
を
引
き
起
こ
し
た
う
え

追

い

山
へ
の
参
加
を
拒
否
し
、
翌
年
か
ら
山
笠
も
建
て
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
し

ば

ら
く
山
笠
が
五
本
し
か
奉
納
さ
れ
な
い
と
い
う
異
常
事
態
が
続
い
た
。
明
治
四
二

（
一
九

〇

九
）
年
は
魚
町
流
が
能
奉
納
を
担
当
す
る
年
だ
っ
た
の
で
山
笠
は
六
本
奉

納

さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
魚
町
流
は
能
の
奉
納
も
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
の
ち

大
正
二

（
一
九

二

三

年
の
祭
礼
開
始
を
ま
え
に
、
同
年
以
降
は
魚
町
流
は
能
奉
納

専
任
と
な
っ
て
山
笠
は
建
て
な
い
と
い
う
条
件
に
魚
町
流
と
他
の
六
流
が
同
意
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

魚
町
流
は
祇
園
山
笠
へ
復
帰
し
た
。
換
言
す
れ
ば
他
の
六
流
は
こ
れ
以
後
、
山
笠
奉

納
の

み

を
お
こ
な
い
能
奉
納
に
は
か
か
わ
ら
な
く
な
っ
た
。

　

さ
て
、
と
り
わ
け
山
笠
当
番
の
ほ
う
は
飾
り
物
の
作
成
や
加
勢
人
の
雇
用
の
た
め

に
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
。
そ
の
た
め
町
々
で
は
次
に
回
っ
て
来
る
当
番
年
の
数
年

前
か
ら
そ
の
費
用
を
少
し
ず
つ
貯
蓄
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
町
単
位
で
多
額
の
金

を
集
め
る
場
合
、
そ
こ
に
は
そ
の
時
々
の
町
の
社
会
構
造
が
反
映
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
で
筆
者
は
以
前
、
一
九
世
紀
中
期
の
土
居
町
流
の
二

　
　
　
　
ぎ
ょ
う
の
ち
ょ
う
　
か
た
ど
い
ま
ち

つ
の
町

（
行

町

と
片
土
居
町
）
を
例
に
、
祇
園
山
笠
の
経
済
基
盤
と
運
営
基
盤
を

検
討
し
た
〔
宇
野
　
二
〇
〇
五
〕
。

　
経
済
基
盤
と
は
町
内
で
山
笠
当
番
費
用
が
ど
の
よ
う
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
運
営
基
盤
と
は
町
内
で
山
笠
当
番
運
営
に
参
加
で
き
た
の
が
ど

の

よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
山
笠
当
番
の
費
用
負
担

者
層
と
運
営
者
層
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
検
討
し
た
。

　
本
稿

は
右
の
拙
稿
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
論
文
で
、
祇
園
山
笠
に
参
加

す
る
個
々
の
町
に
お
け
る
近
代
（
明
治
時
代
か
ら
終
戦
ま
で
）
の
経
済
基
盤
と
運
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
け
い
ま
ち

基
盤
の

実
例
の
一
つ
と
し
て
、
西
町
流
に
属
す
る
古
漢
町
（
古
渓
町
と
も
書
く
）
の

姿
を
提
示
す
る
。
な
お
、
以
下
で
は
費
用
負
担
と
当
番
時
の
諸
行
動
の
運
営
と
を
一

括
し
て
表
現
す
る
場
合
は
「
祇
園
山
笠
経
営
」
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
し
と
う
　
（
3
）

　
古
漢
町

を
調
査
対
象
に
選
ん
だ
理
由
は
、
同
町
に
は
「
西
頭
資
料
」
と
総
称
さ
れ

る
近
代
史
料
が
豊
富
に
伝
来
し
て
お
り
、
町
の
社
会
構
造
や
祇
園
山
笠
経
営
に
か
ん

し
て
多
く
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
昭
和
一
〇
年
代
に
は
町
組

織
の
実
態
や
祇
園
山
笠
経
営
に
か
ん
す
る
詳
し
い
史
料
が
多
く
書
か
れ
、
町
の
機
能

と
構
造
に
つ
い
て
か
な
り
の
程
度
明
確
に
全
体
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
で
町
の
社
会
構
造
や
祇
園
山
笠
経
営
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
で
得
ら
れ
た

情
報
も
交
え
つ
つ
、
昭
和
一
〇
年
代
を
中
心
に
描
写
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
近
代
に
お
け
る
博
多
諸
町
の
様
相
と
祇
園
山
笠
経
営
に
つ
い
て
は
地
理

　
　
　
お
ん
じ
ょ
う

学
者
の

遠
城
明
雄
に
よ
る
論
文
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
文
中
の

「
山
笠
」
は
作
り
山
の
こ
と
で
は
な
く
、
祭
礼
名
の
「
祇
園
山
笠
」
を
指
し
て
い
る
。

　
町
は
規
模
の
面
で
相
違
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
生
活
の
基
盤
と

し
て
機
能
し
て
い
た
。
町
で
必
要
と
さ
れ
る
諸
費
用
は
、
各
家
の
名
前
と
収
め

る
金
額
が
書
か
れ
た
板
を
も
っ
た
町
総
代
や
会
計
係
が
毎
日
徴
収
し
た
日
切
り

銭

に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
山
笠
の
資
金
や
町
内
の
困
窮
者
の
救
済
と
し
て
も
利
用

さ
れ
た
。
こ
の
金
額
は
町
の
集
ま
り
で
決
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
取
り
決
め
に

よ
っ
て
町
内
の
階
層
性
が
日
々
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
、
豊
か
な
家
に
対
し
て

は
多
く
出
費
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
期
待
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
山
笠
な
ど
の
資
金
を
得
る
た
め
に
、
町
内
の
空
家
を
有
力
者
で
管
理
し
貸

家
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
冠
婚
葬
祭
の
諸
行
事
で
も
居
住
者
同
士
は

協
力
関
係
に
あ
り
、
手
伝
い
が
足
り
て
い
る
場
合
で
も
、
町
内
の
手
伝
い
を
受

け
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
町
も
あ
る
。
［
中
略
］
町
は
山
笠
の
場
合
に

行
政
と
対
立
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
が
、
町
総
代
や
衛
生
組
合
長
が
両
者
を

4
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繋
ぐ
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
納
税
組
合
を
兼
ね
る
な
ど
、
町
内
の
結

び

つ

き
は
行
政
支
配
の
末
端
に
も
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
性
格
は
両
義
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
　
　
〔
遠
城
　
一
九
九
二
　
二
七
～
二
入
〕

な
ん
ら
区
別
な
く
［
中
略
］
、
ま
た
奉
公
人
に
つ
い
て
も
、
山
笠
へ
の
参
加
が

概
ね
認
め
ら
れ
て
お
り
積
極
的
に
参
加
す
る
人
間
は
普
段
の
働
き
も
い
い
と
い

う
評
価
が
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
遠
城
　
一
九
九
二
　
二
八
〕

　
い

く
つ
か
補
足
し
て
お
く
。
近
代
（
と
く
に
明
治
時
代
）
の
博
多
で
は
行
政
に
よ

る
社
会
事
業
や
福
祉
事
業
が
充
実
し
て
お
ら
ず
、
町
内
の
保
全
な
ど
に
要
す
る
各
種

の

共
同
事
業
の
ほ
と
ん
ど
は
江
戸
時
代
と
同
じ
く
町
が
独
自
に
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
の
費
用
が
「
町
で
必
要
と
さ
れ
る
諸
費
用
」
で
、
町
内

各
家
か
ら
集
め
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
費
用
の
ほ
か
、
明
治
時
代
に
各
町
で
組
織
さ
れ
た
納
税
組
合
に
よ
っ
て

町
ご
と
に
税
金
も
集
め
ら
れ
、
共
同
納
入
さ
れ
て
い
た
。
町
単
位
で
の
税
金
の
徴
収

と
納
入
も
江
戸
時
代
か
ら
の
や
り
方
に
類
似
し
た
も
の
と
み
な
せ
る
。

　
ま
た
、
祇
園
山
笠
は
明
治
時
代
に
三
度
、
行
政
（
福
岡
県
や
福
岡
警
察
署
）
に

よ
っ
て
山
昇
き
の
実
施
を
禁
じ
ら
れ
、
町
々
は
こ
れ
に
抵
抗
し
た
。
町
が
祇
園
山
笠

の

さ
い
に
行
政
と
対
立
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
こ
の
件
を
指
す
。

　
禁
止
の
具
体
的
な
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
で
異
な
る
が
、
祇
園
山
笠
は
旧
弊
で

あ
り
社
会
の
近
代
化
ま
た
は
都
市
の
近
代
化
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
認
識
が
行
政
側

に
は
常
に
あ
っ
た
〔
宇
野
　
一
九
九
八
〕
。
山
昇
き
の
禁
止
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

大
正
時
代
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
も
し
ば
し
ば
祇
園
山
笠
の
廃
止
が
議
論
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
遠
城
は
ま
た
、
町
内
の
裏
長
屋
、
す
な
わ
ち
長
屋
形
式
の
裏
貸
家
の
居
住
者
お
よ

び
奉
公
人

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
文
中
の
「
山
笠
へ
の
参
加
」
は

「
山
昇
き
へ
の
参
加
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

あ
る
町
の
「
裏
長
屋
」
の
場
合
、
そ
の
居
住
者
に
対
し
て
は
日
切
り
銭
の
負
担

が

な
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
町
の
集
ま
り
に
呼
ば
れ
な
い
な
ど
正
式
な
町
の
構
成

員
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
山
笠
へ
の
参
加
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
別
の
町
で
は
「
裏
長
屋
」
の
居
住
者
は
そ
れ
以
外
の
居
住
者
と

　
遠
城
の
記
述
は

そ
の
副
題
に
コ
九
一
〇
～
一
九
三
〇
年
代
の
福
岡
市
博
多
部
」

と
あ
る
と
お
り
、
近
代
の
博
多
諸
町
と
祇
園
山
笠
経
営
に
か
ん
す
る
最
大
公
約
数
的

な
説
明
と
な
っ
て
お
り
、
筆
者
も
大
筋
で
は
妥
当
な
記
述
と
認
め
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
特
定
の
町
に
か
ん
す
る
詳
細
を
提
示
し
た
も
の
で
は

な
く
、
あ
る
町
が
総
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
機
能
と
構
造
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
祇

園
山
笠
を
経
営
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
遠
城
の
記
述

も
参
考
に
し
つ
つ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
古
漢
町
を
対
象
に
可
能
な
か
ぎ
り
詳
細
に
提

示
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

　
ま
た
遠
城
の
記
述
は
実
際
に
は
一
九
一
〇
年
代
と
二
〇
年
代
を
対
象
と
し
て
お
り
、

三
〇

年
代
の
話
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
昭
和
一
二
二

九

三

七
）
年
に
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
の
長
期
化
に
と
も
な
う
戦
時
体
制
の
強
化
な
ど

が
個
々

の

町

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
（
ま
た
は
与
え
な
か
っ
た
か
）
、
と

い
っ

た

話
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。
こ
の
点
に
も
注
意
し
つ
つ
記
述
を
進
め
て
い
く
。

②
近
代
博
多
の
個
別
町
の
組
織

　
近
代
博
多
の
個
別
町
の
組
織
に
つ
い
て
述
べ
る
。
各
町
に
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
町
総

代
と
町
衛
生
委
員
（
衛
生
組
合
長
や
衛
生
組
長
と
も
い
う
）
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
ほ

か
学
務
員
（
学
校
委
員
）
・
町
会
計
・
納
税
組
合
長
（
納
税
組
長
）
も
設
置
さ
れ
て

い

る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
古
漢
町
に
も
以
上
の
五
つ
の
役
職
は
存
在
し
た
。
順
に

み
て

い
こ
う
。

　
江
戸
時
代
の
博
多
の
個
別
町
（
幕
末
・
明
治
初
期
に
は
一
〇
〇
町
あ
っ
た
）
で
は
町

ご

と
に
年
寄
が
一
名
と
年
寄
助
役
が
一
名
置
か
れ
、
さ
ら
に
一
〇
戸
な
い
し
二
〇
戸

5
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程
度
を
一
組
と
し
て
組
ご
と
に
一
名
の
組
頭
取
（
組
頭
と
も
い
う
）
が
置
か
れ
て
い

た
。
彼
ら
は
福
岡
藩
の
町
政
機
構
の
末
端
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
年
寄
に
つ
い
て

は
、
嘉
永
年
中
（
一
八
四
八
～
一
八
五
三
）
か
ら
二
名
と
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
職
は
い
ず
れ
も
無
給
で
あ
っ
た
が
、
課
税
面
で
は
若
干
の
優
遇
措
置

が
取

ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
主
要
業
務
の
一
つ
は
各
種
の
税
金
を
徴
収
し
て
上
納
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
〔
山
崎
編
　
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）
　
下
巻
五
六
～
五
八
〕
。

　
な
お
福
岡
諸
町
で
は
、
年
寄
は
も
と
も
と
町
ご
と
に
二
名
置
か
れ
て
い
る
の
が
普

通
だ

っ

た
と
い
う
〔
福
岡
市
役
所
編
　
デ
八
九
一
　
五
〕
。

　
廃
藩
置
県
後
の
地
方
制
度
の
変
転
に
と
も
な
い
、
博
多
諸
町
と
福
岡
諸
町
の
町
組

織
も
し
ば
し
ば
変
転
し
た
。

　
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
三
月
、
年
寄
は
副
戸
長
と
改
称
さ
れ
た
。
同
年
九
月
に

は

さ
ら
に
保
長
と
改
称
さ
れ
、
同
時
に
組
頭
取
は
伍
長
と
改
称
さ
れ
た
。
保
長
・
伍

長
の

選
任
法
は
各
町
の
任
意
と
さ
れ
た
。
保
長
は
各
町
一
名
が
普
通
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
三
月
に
は
福
岡
区
（
お
お
む
ね
藩
政
期
の
博
多

と
福
岡
に
相
当
）
が
「
町
村
総
代
設
置
準
則
」
を
定
め
、
保
長
・
伍
長
は
廃
さ
れ
て

町

総
代

（旧
村
落
部
で
は
村
総
代
）
・
組
総
代
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
の

町
総
代
は

そ
の
職
務
内
容
が
明
確
で
な
く
、
報
酬
ま
た
は
実
費
も
区
費
の
支
出
に
よ

ら
ず
町
民
の
拠
出
に
よ
る
と
い
う
、
甚
だ
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
組
総
代
の
報

酬
ま
た
は
実
費
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
上
役
で
あ
る
町
総
代
よ
り
優
遇

さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
〔
山
崎
編
　
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）
　
下
巻
六
〇

～
六
二
。
福
岡
市
役
所
編
　
一
九
五
九
　
一
七
四
～
一
七
六
〕
。

　
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
四
月
に
政
府
は
市
制
お
よ
び
町
村
制
を
施
行
し
た
。

こ
の
と
き
福
岡
区
も
福
岡
市
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
同
年
六
月
に
市
会
で
「
区

長
設
置
法
」
が
可
決
さ
れ
、
町
総
代
を
廃
し
て
区
長
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
こ
の
と

き
の
区
長
制
度
は
福
岡
市
を
二
二
区
に
分
け
（
旧
博
多
部
は
第
一
区
か
ら
第
九
区
に

相
当
）
、
各
区
に
区
長
お
よ
び
そ
の
代
理
者
を
一
名
ず
つ
置
き
、
市
政
の
末
端
行
政

に

当
た
ら
せ
、
市
が
そ
の
業
務
に
た
い
し
て
実
費
を
支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
こ
れ
は
経
費
と
実
効
の
両
面
に
問
題
が
あ
り
、
早
く
も
翌
二
三
（
一
八

九

〇
）
年
五
月
の
市
会
で
廃
止
が
決
ま
っ
た
。
そ
こ
で
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年

六

月
、
市
会
で
「
町
総
代
設
置
準
則
及
び
心
得
概
目
」
が
可
決
さ
れ
、
町
総
代
制
度

が
再
び

法
制
化
さ
れ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
「
町
衛
生
委
員
設
置
準
則
及
び
心
得
概

目
」
も
可
決
さ
れ
た
〔
福
岡
市
役
所
編
　
一
九
五
九
　
一
七
六
～
一
八
〇
〕
。

　
そ

の
条
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

規
則
　
第
　
　
　
号
（
明
治
二
十
四
年
六
月
市
会
）

　
　
　
　
　
町
総
代
設
置
準
則
及
び
心
得
概
目

　
　
　
　
　
　
　
　
総
代
設
置

第
一
條
　
町
総
代
は
一
町
に
一
名
若
く
は
数
名
を
置
き
、
又
は
数
町
を
合
し
て

　
　
　
　
一
名
を
置
く
。

　
但
し
町
衛
生
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
を
得
。

第
二
條
　
町
総
代
は
町
内
現
住
の
戸
主
及
び
世
帯
主
の
協
議
に
よ
り
之
を
選
挙

　
　
　
　
す
。
但
し
其
の
任
期
を
定
む
る
と
否
と
は
該
町
の
適
宜
と
す
。

第
三
條
　
町
総
代
に
実
費
又
は
報
酬
等
を
支
給
す
る
と
否
と
は
該
町
の
協
議
に

　
　
　
　
任
す
。

第
四
條
　
町
総
代
の
設
置
区
域
任
期
及
び
当
選
者
の
姓
名
は
市
長
へ
報
告
す
べ

　
　
　
　
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
町
総
代
心
得
概
目

第
五
條

第
六
条

第
七
條

第
八
條

第
九
條

町
内
理
事
諸
般
の
事
項
を
斡
旋
す
る
こ
と
。

町
内
戸
籍
の
異
動
及
び
寄
留
者
の
出
入
、
営
業
者
の
異
動
等
の
整
理

に
注
意
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま

納
税
準
備
の
方
法
を
設
け
納
期
を
徳
ら
ざ
る
様
注
意
す
る
こ
と
。

清
潔
法
及
び
衛
生
上
等
に
注
意
し
常
に
町
衛
生
委
員
と
協
議
し
衛
生

普
及
の
方
法
を
図
る
こ
と
。

道
路
橋
梁
の
破
損
等
に
注
意
す
る
こ
と
。

6
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規
則
　
第
　
　
　
号

　
　
　
　
　
町
衛
生
委
員
設
置
準
則
及
び
心
得
概
目

　
　
　
　
　
　
　
　
町
衛
生
委
員
設
置

第
一
條
　
町
衛
生
委
員
は
町
総
代
設
置
区
域
に
よ
り
一
名
若
く
は
数
名
を
置
く

　
　
　
　
こ
と
。

　
但
し
伝
染
病
流
行
の
兆
あ
る
と
き
は
臨
時
数
名
を
増
員
す
る
こ
と
を
得
。

　
尤
も
此
の
場
合
に
於
て
組
合
内
医
員
あ
れ
ば
成
る
べ
く
之
を
加
ふ
る
を
要

　
す
。

第
二
條
　
町
衛
生
委
員
は
町
内
現
住
の
戸
主
及
び
世
帯
主
の
協
議
に
よ
り
之
を

　
　
　
　
選
挙
す
。

第
三
條
　
町
衛
生
委
員
に
実
費
又
は
報
酬
等
を
支
給
す
る
と
否
と
は
該
町
の
協

　
　
　
　
議
に
任
す
。

第
四
條
　
町
衛
生
委
員
の
任
期
及
び
当
選
者
姓
名
は
市
長
へ
報
告
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
町
衛
生
委
員
心
得
概
目

第
五
條

第
六
條

第
七
條

第
八
條

第
九
條

第
十
條

組
合
内
衛
生
上
諸
般
の
事
項
を
斡
旋
す
る
こ
と
。

清
潔
法
及
び
衛
生
上
の
事
に
注
意
す
る
こ
と
。

組
合
内
家
屋
内
外
の
掃
除
及
び
下
水
路
下
水
溜
の
凌
渠
等
日
常
怠
ら

ざ
る
様
注
意
せ
し
む
る
こ
と
。

市
の
負
担
に
属
す
る
下
水
溝
の
流
通
及
び
掃
除
夫
の
勤
怠
に
関
し
、

異
見
あ
る
と
き
は
其
の
旨
具
申
す
る
こ
と
。

組
合
内
の
大
掃
除
及
び
井
戸
凌
の
日
取
り
を
定
め
施
行
の
後
市
役
所

に
報
告
す
る
こ
と
。

伝
染
病
流
行
予
防
に
関
し
て
は
別
に
規
程
を
設
く
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔同
書
　
一
八
〇
～
一
八
一
〕

町
総
代
は
納
税
の
監
督
な
ど
、
町
内
の
諸
般
の
事
項
を
斡
旋
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

そ
の
う
ち
衛
生
面
に
つ
い
て
は
ま
だ
伝
染
病
が
頻
発
す
る
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
と

く
に
町
衛
生
委
員
を
設
け
て
こ
れ
が
町
総
代
を
助
け
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
町
総
代

と
町
衛
生
委
員
は
、
旧
福
岡
部
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
旧
博
多
部
で
は

一
町
に
一
名
ず
つ
の
設
置
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
と
き
も
両
職
に
た
い
す
る
実
費
・
報
酬
は
市
費
の
支
出
に
よ
ら
ず
、

各
町
の
任
意
で
支
給
の
有
無
を
決
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
両
者
は
公
職

で

は
な
く
名
誉
職
で
あ
っ
た
。
法
律
ま
た
は
条
例
に
も
と
つ
く
強
制
的
な
執
行
力
を

も
っ
た
行
政
機
関
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
両
者
と
も
選
挙
法
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ

て
お

ら
ず
各
町
の
適
宜
と
さ
れ
、
任
期
も
各
町
の
適
宜
と
さ
れ
た
。
こ
う
い
っ
た
わ

け
で
と
も
に
市
へ
の
責
任
が
明
確
で
は
な
く
、
市
か
ら
の
監
督
も
必
ず
し
も
充
分
で

は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
全
般
的
に
み
て
、
こ
の
両
職
が
近
代
博
多
の
各
町
に
お
い
て
居

住
者
の
共
同
生
活
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

　
町
総
代
の
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
三
月
一
四
日

付

『九
州
日
報
』
に
、
博
多
上
東
町
居
住
の
人
物
が
「
町
総
代
論
」
と
い
う
記
事
を

載
せ
て
い
る
〔
同
書
　
二
一
五
～
二
一
七
所
引
〕
。

　
町
総
代
の
活
動
と
し
て
は
、
不
就
学
児
童
や
困
窮
者
へ
の
救
助
、
祝
事
祭
典
の
監

督
、
非
常
凶
変
時
の
指
揮
、
公
共
義
損
金
や
神
社
仏
閣
へ
の
寄
付
金
の
徴
収
、
町
内

金
銭
の

管
理
、
町
間
・
流
間
の
交
渉
、
政
府
官
庁
の
諭
達
訓
令
の
伝
達
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
議
員
選
挙
の
さ
い
に
は
自
分
の
推
す
候
補
者
に
投
票
す
る
よ

う
町
内
の
有
権
者
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
と
し
、
こ
の
点
は
非
難
さ

れ
て

い

る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
町
総
代
の
「
権
能
と
勢
力
は
法
律
制
文
の
以
外

に
於
て
、
優
に
町
内
の
安
寧
秩
序
を
左
右
す
る
に
足
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
次

に
学
務
員
に
つ
い
て
述
べ
る
。
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
四
月
、
福
岡
区
内

の

四
つ
の
小
学
校
区
（
旧
博
多
部
は
三
番
と
四
番
の
小
学
校
区
に
相
当
）
を
維
持
す

る
た
め
の
議
会
（
学
区
会
）
の
構
成
が
改
正
さ
れ
、
各
小
学
校
区
に
含
ま
れ
る
町
村

で

は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
学
区
会
議
員
を
選
挙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

7
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三
番
小
学
校
区
か
ら
は
五
四
人
、
四
番
小
学
校
区
か
ら
は
四
七
人
の
議
員
が
誕
生

　
（
5
）

し
た
。
と
こ
ろ
が
議
員
数
が
多
す
ぎ
た
た
め
か
こ
れ
も
ほ
ど
な
く
改
正
さ
れ
、
明
治

二
三

（
一
八
九

〇
）
年
七
月
に
至
っ
て
そ
の
改
正
さ
れ
た
人
数
（
三
番
・
四
番
小
学

校
区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
五
人
）
に
も
と
つ
い
て
各
小
学
校
区
の
全
体
で
議
員
が
選
挙

さ
れ
た
〔
同
書
　
三
二
六
〕
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
町
々
が
公
的
に
小
学
校
と
か
か
わ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
わ
け
だ

が
、
し
か
し
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
の
古
漢
町
に
は
町
役
員
の
一
つ
と
し
て
学

務
員
が
存
在
し
て
い
た
。
学
務
員
は
町
内
と
小
学
校
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

こ
れ
は
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
の
町
村
ご
と
に
選
出
さ
れ
た
学
区
会
議
員
の
系

譜
を
引
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
町
会
計
は
江
戸
時
代
の
町
費
徴
収
事
務
が
発
展
し
て
成
立
し
た
も
の
と
み

な
せ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
町
で
は
明
治
時
代
に
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
成
立
過
程
の
詳
細
は
不
明
で
、
古
漢
町
に
つ
い
て
も
い
つ
ご
ろ
設
け
ら
れ
た
も
の

か
不
明
で
あ
る
。

　
納
税
組
合
長
は
税
金
の
徴
収
・
納
入
事
務
を
司
る
役
職
で
あ
る
。
全
国
的
に
み
れ

ば
、
納
税
組
合
が
各
地
で
本
格
的
に
組
織
さ
れ
る
の
は
税
金
の
滞
納
が
増
加
し
た
日

露
戦
争
以
後
の
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば

古
漢
町
の
隣
町
で
あ
る
奈
良
屋
町
の
よ
う
に
明
治
一
二
、
三
（
一
八
七
九
、
八
〇
）

年
ご
ろ
に
納
税
組
合
が
組
織
さ
れ
た
町
も
あ
り
〔
『
九
州
日
報
』
一
九
一
八
年
二
月

＝
日
付
〕
、
旧
博
多
部
各
町
で
の
納
税
組
合
の
組
織
化
は
必
ず
し
も
日
露
戦
争
以

後
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
博
多
に
お
け
る
納
税
組
合
の
成

立
過
程
の
詳
細
は
や
は
り
不
明
で
、
古
漢
町
に
つ
い
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

③
昭
和
一
〇
年
以
前
の
古
渓
町
の
概
要

古
漢
町
の
名
は
、
安
土
桃
山
時
代
の
京
都
の
臨
済
宗
大
徳
寺
の
住
持
古
渓
宗
陳

（
一
五
三

二

～
一
五
九
七
）
に
由
来
す
る
。
彼
は
、
理
由
は
不
明
だ
が
天
正
一
六

（
一
五
八

八
）
年
九
月
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
博
多
に
流
さ
れ
、
大
同
庵
と
い
う
庵

に
住
ん
だ
。
し
か
し
早
く
も
天
正
一
七
（
一
五
八
九
）
年
七
月
に
は
赦
免
さ
れ
、
翌

年
正
月
ま
で
に
は
京
都
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
大
同
庵
の
周
辺
が
の
ち
に
古
漢
町
と

な
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
大
同
庵
の
跡
地
に
は
の
ち
に
報
光
寺
と
い
う
浄
土
宗
の
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

院
が
建
て
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
奈
良
屋
番
（
奈
良
屋
町
の
前
名
）
に
位
置
し
て
い
た
。

　
江
戸
前
期
の
古
漢
町
は
面
積
と
し
て
は
狭
い
町
で
あ
っ
た
が
博
多
湾
に
近
く
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
お
の
ま
ち

の

た
め
万
治
年
間
（
一
六
五
八
～
一
六
六
〇
）
に
魚
町
（
中
世
に
は
入
海
に
面
し

た
町
だ
っ
た
が
、
近
世
に
入
る
こ
ろ
に
入
海
が
消
滅
し
た
）
の
魚
問
屋
た
ち
は
福
岡

藩
の
許
可
を
得
て
こ
こ
に
移
住
し
、
以
後
、
同
町
は
一
大
魚
問
屋
街
と
し
て
江
戸
時

代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
長
く
繁
栄
し
た
〔
竹
内
他
編
　
一
九
九
一
　
五
七
六
〕
。

　

と
り
わ
け
西
浜
屋
は
そ
の
筆
頭
で
、
博
多
八
丁
兵
衛
と
称
し
た
江
戸
後
期
の
当
主

で

あ
る
初
代
西
頭
徳
蔵
は
豪
奢
と
善
行
・
奇
行
で
知
ら
れ
、
婿
養
子
で
あ
る
二
代
目

徳
蔵
を
経
て
、
三
五
郎
（
前
名
は
三
右
衛
門
お
よ
び
三
代
目
徳
蔵
）
と
徳
五
郎
（
前

名
は
仁
吉
）
の
兄
弟
も
豪
商
と
し
て
知
ら
れ
た
〔
武
野
　
二
〇
〇
四
〕
。
三
五
郎
の

あ
と
、
西
浜
屋
は
弥
平
、
初
次
郎
と
続
い
た
。
ほ
か
に
も
西
頭
一
族
は
博
多
屋
や

あ
い
の
し
ま

相
嶋
屋
（
相
島
屋
）
と
い
っ
た
魚
問
屋
を
経
営
し
て
い
た
（
系
図
1
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
慶
応
元

（
一
八
六

五
）
年
冬
に
改
定
さ
れ
た
博
多
九
八
町
の
運
上
銀
（
半
年
に
一

度
、
町
単
位
で
徴
収
さ
れ
た
営
業
税
）
の
賦
課
額
で
は
、
同
町
は
鰯
町
下
の
一
万
二

三
四

六
匁
に
つ
ぐ
六
八
一
六
匁
二
分
と
い
う
高
額
を
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
博
多

屈
指
の
富
裕
な
町
で
あ
っ
た
（
表
1
）
。
同
町
の
営
業
者
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
相

物
・
生
魚
問
屋
で
占
め
ら
れ
て
い
た
（
表
2
）
。
相
物
は
塩
魚
、
生
魚
は
鮮
魚
で
あ

る
。
な
お
鰯
町
下
は
古
漢
町
以
上
の
魚
問
屋
街
で
あ
っ
た
。

　
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
一
月
一
日
の
福
岡
区
役
所
に
よ
る
調
査
で
は
、
古
漢

町

は
以
下
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
〔
三
原
編
　
一
九
八
〇
（
一
八
八
〇
）
　
三
五

〇
〕
。

　
戸
数

は
、
本
籍
二
二
（
士
族
三
、
平
民
一
九
）
と
寄
留
一
（
士
族
）
で
、
合
計
二

三

戸
。
人
口
は
、
男
性
六
〇
（
士
族
三
、
平
民
五
七
）
と
女
性
六
四
（
士
族
五
、
平

8
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◎西浜屋

徳蔵

1761－1848

（のち三五郎）

徳蔵（婿養子）

？－1844

◎博多屋　　伊右衛門

（前名は仁吉）

　徳五郎

　1827－？

弥平

1848｝1914

弥七

1852－？

　　　　清三郎

』墾：㌫

初次郎（のち三右衛門）

1875－1931

宗太郎（屋号は西宗）

1876－？

亀次郎

1878－？

徳太郎（屋号は西㈲

1879－1944

一
清一郎

　　1881－？

千代吉（下新川端町の青柳家の養子に）

1872－1937

㍊丁》萎㌦＿＿
　　　　　　　1861－？

？一？

いそ（長女）

1828一り

ー1

利吉（婿養子）

？一？

1862－？　　　　　　1886－？

民
五

九
）
で
、
合
計
＝
一
四
人
。
営
業
は
、
商
業
一
九
戸
。
商
業
の
具
体
的
な
内
容

は

書
か
れ
て
い
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
魚
問
屋
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

◎相嶋屋（相島屋）

茂平
？一？

　　　（町内冨山伊八長男）

　　　　　長三（養子）

　　　　　　1826－？

　　　　　　ll

（伊右衛門次女）つる

伊平　　　　寅次郎

1854－1923　　1878－1916

（のち伊助）

長吉　　　　長右衛門（屋号は相長・西長）

1856－1905　　　1899－1972

政吉（町内古川福＋の養子に）

1865－？

サキ（三女）

1871－？

コマ（四女。小町家に嫁したか）

1874－？

系図1　西頭氏略系図

「戸籍」（「西頭資料」1）と福岡市博多区正定寺蔵の過去帳・位牌より作成

※「戸籍jは明治10年代に作成され同21（1888）年まで利用されたが、

　没年の記載はない。

※故西頭昭三氏は徳太郎の次男。

※西浜屋は初次郎の長男三太郎の代、昭和前期に廃業した。

※博多屋は市兵衛のあと（死後か）に西頭テフが経営者となっている

　が〔長田編　1932　26〕、この人物は「戸籍」に市兵衛の妻と記され

　ているチヨウ（1857－？）のことであろうか。

※大正時代の相嶋屋は、相嶋屋のほか相長や相良とも称したが〔今泉

　編　191924。長田編　1922198。同編　1924　18〕、伊平の死に

　よって廃業した。

同
じ
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
の
五
月
の
古
漢
町
は
二
四
の
番
地
か
ら
成
っ
て

い

る
の
（
亘
、
こ
の
こ
ろ
に
は
二
四
の
番
地
に
一
二
四
人
ほ
ど
が
住
ん
で
い
た
こ
と
に

9
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な
る
。

　
そ
の
後
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
一
〇
月
と
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
四

月
に
福
岡
市
役
所
は
町
総
代
西
頭
三
右
衛
門
（
初
次
郎
か
）
に
そ
れ
ぞ
れ
「
古
渓
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

現
在
戸
数
取
調
書
　
済
」
と
「
古
漢
町
現
在
戸
数
取
調
書
」
と
い
う
文
書
を
渡
し
た
。

い
ず
れ
も
古
渓
町
の
県
税
戸
数
割
の
資
料
で
あ
る
。
両
資
料
で
は
番
地
数
は
二
三
と

な
っ
て
お
り
、
明
治
末
期
ま
で
に
屋
敷
が
一
筆
減
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
番

地
数
は

終
戦

ま
で
基
本
的
に
は
二
三
の
ま
ま
で
あ
る
（
図
2
お
よ
び
表
3
）
。

　
表
3
か
ら
、
古
漢
町
に
は
遅
く
と
も
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
に
は
上
下
二
組

の
納
税
組
合
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
い
つ
ご
ろ

こ
れ
が
設
け
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
九
番
地
か
ら
一
七
番
地
ま
で
が
下
組
、

そ
れ
以
外
が
上
組
で
あ
る
。
ま
た
、
同
表
か
ら
明
治
末
期
の
古
漢
町
に
は
裏
店
が
少

な
く
と
も
二
戸
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
た
ま
た
ま
こ
の
時
期
に
は
二
戸
と
も
空
家

で

あ
っ
た
が
、
空
家
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
居
住
世
帯
に
も
福
岡
市
は
県
税
戸
数

割
を
課
し
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
古
漢
町
出
身
の
柴
田
睦
夫
氏
の
記
憶
で
は
、
昭
和

初
期
に
は
七
番
地
と
八
番
地
は
下
組
の
所
属
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
の
昭

和
一
〇
年
代
に
書
か
れ
た
い
く
つ
か
の
「
西
頭
資
料
」
の
分
析
に
よ
っ
て
も
、
七
番

地
と
八
番
地
は
下
組
の
所
属
で
あ
る
。

　
さ
て
、
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
、
古
漢
町
と
下
鰯
町
（
鰯
町
下
の
改
称
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
つ
ま
し
ょ
う
じ

協
力
に
よ
っ
て
鮮
魚
共
同
競
り
場
が
下
対
馬
小
路
（
対
馬
小
路
町
下
の
改
称
）
に
設

　
　
　
（
1
0
）

け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
五
月
に
博
多
魚
市
株
式
会
社
（
旧

魚
市
場
と
い
う
）
と
な
っ
た
。
同
社
は
当
初
、
鮮
魚
問
屋
の
集
金
業
務
を
代
行
す
る

だ

け
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
業
務
を
拡
張
し
て
委
託
販
売
も
す
る
よ
う
に
な
り
、
や

が
て

乾
魚
も
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
抗
す
べ
く
明
治
三
四
（
一
九
〇
こ

年
七
月
、
博
多
魚
市
株
式
会
社
と
の
関
係
の
薄
い
乾
魚
問
屋
た
ち
は
下
対
馬
小
路
に

株
式
会
社
博
多
魚
市
場
（
新
魚
市
場
と
い
う
）
を
設
立
し
、
海
産
物
全
般
の
委
託
販

売
を
開
始
し
た
。
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
な
る
と
下
対
馬
小
路
の
一
部
が

ち
と
せ
ま
ち
　
け
　

千
歳
町
三

丁

目
に
編
入
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
い
旧
魚
市
場
は
そ
こ
に
位
置
す
る
形

に
な
っ
た
。
両
社
は
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
三
月
に
合
併
し
て
株
式
会
社
福
岡
魚

市
場
と
な
り
、
海
岸
通
り
五
丁
目
に
新
し
い
営
業
所
を
構
え
た
〔
竹
内
他
編
　
一
九

九
一
　
五
七
六
、
六
七
三
、
八
七
二
。
井
上
　
一
九
八
七
　
一
七
八
～
一
七
九
〕
。

　
と
こ
ろ
で
、
博
多
港
の
整
備
・
拡
張
を
目
指
し
て
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
に

設
立

さ
れ
た
博
多
築
港
株
式
会
社
は
翌
年
五
月
に
博
多
湾
の
埋
立
工
事
を
開
始
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
せ
ん
ま
ち

明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
一
〇
月
に
竣
工
し
た
。
千
歳
町
・
海
岸
通
り
・
冷
泉
町

な
ど
の
町
が
こ
の
工
事
の
過
程
で
誕
生
し
て
築
港
流
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
が
、
こ

の

工
事
に
よ
っ
て
古
漢
町
は
海
岸
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
り
、
地
の
利
は
失
わ
れ

た
。
対
照
的
に
古
漢
町
よ
り
北
に
位
置
す
る
下
対
馬
小
路
と
千
歳
町
三
丁
目
は
両
魚

市
場
を
起
点
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
古
漢
町
で
お
そ
ら
く
昭
和
後
期
に
書
か
れ
た
あ
る
資
料
に
よ
る
と
、
明
治
四
一

（
一
九
〇

八
）
年
ご
ろ
に
は
同
町
の
各
魚
問
屋
は
店
頭
で
の
競
り
を
停
止
し
、
さ
ら

に
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
ま
で
に
は
各
魚
問
屋
の
本
家
が
他
町
に
移
転
し
た
と
い

う
。
表
2
か
ら
表
6
ま
で
を
眺
め
る
と
、
こ
の
伝
承
が
お
お
む
ね
妥
当
な
も
の
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
ま
ず
表
2
と
表
3
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
号
と
姓
を
比
べ
る
と
、
幕
末
の
古
漢
町
に
存
在

し
て
い
た
老
舗
と
い
え
る
魚
問
屋
の
多
く
は
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
ま
で
に
姿

を
消
し
て
お
り
、
転
出
な
い
し
廃
業
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
と
き
古

漢
町
に
残
っ
て
い
る
老
舗
は
博
多
屋
・
西
浜
屋
・
鐘
崎
屋
・
油
屋
・
相
嶋
屋
の
五
店

だ

け
で
あ
る
（
厳
密
に
い
う
と
、
鐘
崎
屋
に
つ
い
て
は
こ
の
と
き
魚
問
屋
を
続
け
て

い

た
の
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
）
。

　
一
方
、
表
4
の
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
二
月
の
段
を
み
る
と
、
こ
の
と
き
ま
で

に
西
頭
市
兵
衛
経
営
の
博
多
屋
を
除
く
四
店
も
古
漢
町
か
ら
転
出
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
そ
の
博
多
屋
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
は
古
漢
町
で
居
住
・
営

業
し
て
い
た
が
〔
今
泉
編
　
一
九
一
九
　
二
四
〕
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
ま
た

は

九

（
一
九

二

〇
）
年
に
営
業
所
の
み
を
下
対
馬
小
路
に
移
し
〔
長
田
編
　
一
九
二

二
　
一
九
八
〕
、
つ
い
で
大
正
二
　
（
一
九
二
二
）
年
の
一
〇
月
一
七
日
に
五
〇
円

10
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表1　慶応元（1865）年冬改の博多98町の運上銀賦課額

鋤
㈱
銀
上
運

6
6
0
6
2
0
0
6
8
0
6
0
6
8
6
0
0
0
6
4
2
0
6
6
2
6
6
6
0
8
0
0
4
6
2
6
0
6
0
0
0
6
0
6
0
0
0
0
0
◆
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
◆
　
◆
　
°
　
°
　
°
　
・
　
…
　
　
◆
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
…
　
　
．
　
．
　
．
　
．
　
◆
　
◆
　
．
　
．
　
．
　
．
　
．
　
s
　
．
　
．
　
．
　
．
　
◆
　
．
　
ふ
4
5
4
8
0
3
4
6
7
5
4
0
9
3
4
5
1
8
5
4
9
7
9
7
7
2
1
8
1
0
9
6
3
6
5
3
0
7
8
8
7
4
4
3
4
9
6
3
2
8
2
1
7
7
3
2
1
8
7
6
6
5
2
0
6
3
1
9
6
5
5
0
0
9
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

名
流
属
所

名
町

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

難
欝
靴
難
｛
羅
⊇
⌒
緬
酬
難

位
順

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

”

90

91

92

93

94

95

96

97

98

鋤
酬
銀
上
運

名
流
属
所

名
町

　
　
　
　
　
　
　

翫
欝
難
鞭
口
馴
難
灘
衝
⌒
蕪
騨
歎
剛
…
撫
馴

位
順

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
改
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
ク
4
6
4
7
4
8
4
9

「店運上帳」（「櫛田神社文書」843－1から843

※1匁は60銭。

10）より作成

ll
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表3　明治40（1907）年度の古渓町の県税戸数割負担者 表2　慶応元（1865）年冬改の古渓町の運上銀賦課額

番　　地
納税 明治40年度前期 明治40年度後期 魚問屋 屋　　号 姓　　名 営業内容 運上銀（単位：匁）

組合 県税戸数割負担者 県税戸数割負担者 の屋号

博　多　屋 西頭伊右衛門 相物生魚問屋 180．0
1 上 西頭市兵衛 西頭市兵衛 博多屋 西　浜　屋 西頭仁吉 相物生魚問屋 900．0
2 上 西頭三五郎 西頭三五郎 西浜屋

西　浜　屋 西頭三右衛門 相もの生魚問屋 1270．0
3 上 古田熊次郎 古田熊次郎 今津屋 内田八右衛門

相物生魚問屋からむL

850．0
4 上 西頭惣太郎 西頭惣太郎

〃 ク 苧　　　店 10．0

5 上 尾崎ヤソ 尾崎ヤソ
〃 ク 塩　問　屋 60．0
ク ク わた弓壱挺 10．06 上 柴田福太郎 柴田福太郎

玄　海　屋 又吉
7 上 田代吉作 松尾ツギ

玄　海　屋 田村嘉六 相物生魚問屋 10．0
8 上 坂本森次郎 大隅藤太郎

魚　　　屋 古田七兵衛 生　魚　店 6．0
9 下 大石喜久 原田直三郎

油　　　屋 古川太吉 相物生魚問屋 180．0
9／1 空家 空家 志　賀　屋 岩崎善三 相もの生魚問屋 290．0

10 空家 空家 今津　屋 内田三右衛門 志　　　荷 6．6

10／1 下 大須賀久次郎 大須賀久次郎 ク 〃 油　　　屋 20．0
11 下 竹若源兵衛 竹若源兵衛 ク 〃 からし油問屋 20．0
12 下 安武長次郎 安武長次郎 鐘崎屋 鐘　崎　屋 安武長次郎 相物生魚問屋 570．0
13 下 山田荒太郎 山田荒太郎 油　　　屋 大須賀喜平 相もの生魚問屋 880．0
14 下 大須賀三右衛門 大須賀三右衛門 油　屋 相　嶋　屋 西頭惣吉 相もの生魚問屋 30．0
15 下 塩田新吾 塩田新吾 大　嶋　屋 市右衛門 相もの生魚問屋 370．0

16・17 下 西頭伊平 西頭伊平 相嶋屋 相　嶋　屋 西頭長右衛門 相もの生魚問屋 320．0
18 上 泉栄次郎 泉栄次郎 今津　屋 八右衛門出店

19 上 磯野タキ 磯野タキ 湊　　　屋 篠崎吉右衛門 相物生魚問屋 310．0

19／1 空家 空家
惣右衛門

20［欠番］
岐　志　屋 清兵衛 相もの生魚問屋 160．0

21 上 西頭弥七 西頭徳太郎
佐　野　屋 福次郎 相もの生魚問屋 10．0

22 上 西頭長吉 西頭サキ
善助 志荷商人宿屋 3．6

23 上 柴田鵜之助 柴田鵜之助
海　老　屋

　　〃

海老崎利平

　　ク

旅　人　宿

代呂物問屋

　5．0

50．0

「古渓町現在戸数取調書 済」「古漢町現在戸数取調書」
ク 〃 相物生魚問屋 290．0

（「西頭資料」5、 6）より作成

※「古漢町現在戸数取調書 済」で「9／1」「19／1」とある番地は、 小　　　計 22人 6811．2
「古漢町現在戸数取調書」では「9／1裏」「19／1裏」とあり、裏店である。

※魚問屋の屋号は表2の典拠と〔今泉編 1919 24〕による。 欄外記載 善兵衛 か　み　結 5．0
※西頭惣太郎は正しくは西頭宗太郎。

※西頭長吉はすでに死亡していたが、なぜか名が出ている。
総　　　計 23人 6816．2

∠N／N

C 』

西

方
α

寺

前

町
持

分

13 1

古

芥

屋

町

筋

渓

d ※

釜

屋

町

持

分

1 1 20 1

町

浜 奈

小 良

路 屋

持 町

分 持

分

1 11 7 1

「店運上帳　西町流」（「櫛田神社文書」843－5）、「戸籍」

（「西頭資料」1）より作成

※1匁は60銭。

図2　明治40（1907）年から昭和20（1945）年までの

　　　古渓町概念図

「（仮）古漢町関係書類綴」（「西頭資料」19）を改変

※数字は番地であるが、枝番号についてはほとんど把握できなかっ

　たため、表記していない。

※a、b、c、dは昭和10年代に確認される番地だが、番号が不明なので

　アルファベットで仮称。bは18の皮革問屋の倉庫だが、ひとまず

　表記した。
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宇野功一［近代博多における個別町の社会構造と祇園山笠経営］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
送

別
費
を
古
漢
町
に
寄
附
し
て
居
宅
も
引
き
払
っ
て
転
出
し
た
。
こ
こ
に
、
老
舗

の
魚
問
屋
は
す
べ
て
転
出
な
い
し
廃
業
し
た
。

　
そ

の
後
の
古
漢
町
の
姿
を
同
表
の
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
度
の
段
か
ら
探
る

と
、
こ
の
と
き
に
は
多
様
な
営
業
者
が
存
在
し
て
お
り
、
町
と
し
て
の
＝
疋
の
営
業

傾
向
は
見
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
段
か
ら
魚
問
屋
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
は
、
西
浜
屋
の
分
家
の
西
頭
宗
太
郎
（
屋
号
は
西
宗
）
だ
け
で
あ
る
。

　
表

5
は
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
に
お
け
る
、
鐘
崎
屋
を
除
く
老
舗
四
店
の

新
し
い
営
業
所
の
所
在
地
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
古
漢
町
か
ら
博

多
湾
近
く
の
町
に
営
業
所
を
移
し
て
い
る
。
つ
ま
り
新
旧
の
魚
市
場
に
近
い
場
所
で

あ
る
。
各
業
者
の
居
宅
の
所
在
地
は
い
ず
れ
も
不
明
で
あ
る
が
、
表
4
で
み
た
と
お

り
、
彼
ら
が
す
で
に
古
漢
町
に
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
表
6
は
大
正
中
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
古
漢
町
の
主
要
営
業
者
（
年
に
二

〇

円
以
上
の
営
業
税
ま
た
は
一
五
円
以
上
の
営
業
収
益
税
を
納
め
た
者
）
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
四
番
地
所
在
の
西
頭
宗
太
郎
が
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
度
の
段

に
出
て
い
る
の
を
最
後
に
、
魚
問
屋
の
記
載
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
古
漢
町
で
は
魚

問
屋
の
経
営
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
表
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
表
の
典
拠
自
体
に
営
業
者
の
全
員
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の

で

町
全
体
の
経
済
力
を
精
確
に
窺
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
二
〇

円
未
満
の
営
業
税
ま
た
は
一
五
円
未
満
の
営
業
収
益
税
し
か
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
小

規
模
経
営
の
営
業
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。

　
以
上
み
て

き
た
と
お
り
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の
古
漢
町
で
は
か

つ
て

の
魚
問
屋
街
と
い
う
町
の
性
格
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
て
い
た
富
と
が
失
わ
れ
、

経
済
的
に
も
小
町
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
表
7
は
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
四
月
の
古
漢
町
居
住
の
有
権
者
（
す
な
わ
ち
二

五
歳
以
上
の

全
男
子
）
の
一
覧
で
あ
る
。
該
当
者
は
四
二
名
を
数
え
る
。
同
一
番
地

に
複
数
の
姓
の
者
が
居
住
し
て
い
る
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
番
地
に
表

店
が
二
戸
あ
っ
た
か
、
表
店
に
住
み
込
み
の
店
員
・
奉
公
人
ま
た
は
借
間
人
が
い
た

か
、
裏
店
が
あ
っ
て
借
家
人
が
い
た
か
、
い
ず
れ
か
の
場
合
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
表
6
の
昭
和
六
（
一
九
三
二
）
年
度
の
段
に
は
四
番
地
の
営
業
者
と

し
て
幾
度
虎
一
（
ま
た
は
庸
一
）
と
片
桐
亀
吉
と
い
う
人
物
が
出
て
い
る
。
つ
ま
り

こ
の
と
き
ま
で
に
西
頭
宗
太
郎
が
転
出
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
年
次

の

特
定

は
で
き
な
い
が
、
そ
の
転
出
後
の
あ
る
時
期
か
ら
こ
の
番
地
に
は
二
戸
の
店

舗
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
7
の
四
番
地
に
は
幾
度
虎

］
の

名
前
し
か
出
て
い
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
片
桐
亀
吉
の
店
舗
は
昭
和
四
（
一
九

二

九
）
年
四
月
以
降
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、

両
店
舗
は
と
も
に
表
店
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
一
番
地
に
二
戸
の
表
店
が
立
っ
て
い

た
、
や
や
珍
し
い
例
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
、
幾
度
の
表
店
を
四
番

地
東
、
片
桐
の
表
店
を
四
番
地
西
と
す
る
。

　
こ
こ
で
、
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
に
古
漢
町
が
山
笠
本
当
番
を
勤
め
た
（
古

渓
町
は
芥
屋
町
と
催
合
で
、
交
互
に
本
当
番
と
半
当
番
を
勤
め
て
い
た
）
さ
い
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

笠
役
員
に
つ
い
て
も
示
し
て
お
く
。

町
総
代

取

締

役
　
員

衛
　
生

泉
　
栄
次
郎

高
橋
松
次
郎

原
田
直
三
郎

島
田
次
三
郎

川
野
　
吉
平

西
頭
徳
太
郎

塩

田
数
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
こ
こ
で
の
「
取
締
」
は
「
山
笠
取
締
役
」
の
略
称
で
、
「
山
笠
取
締
」
と
も
い
う
。

「役
員
」
は
狭
義
の
「
山
笠
役
員
」
の
意
で
、
「
山
笠
委
員
」
と
も
い
う
。
山
笠
取
締

と
山
笠
委
員
は
祇
園
山
笠
経
営
専
任
の
役
員
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
町
総
代
と

衛
生
組
長
は
町
役
員
と
し
て
そ
の
ま
ま
祇
園
山
笠
関
係
の
役
員
を
兼
任
し
て
い
る
。
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昭和　9（1934）年度、営業収益税納額15円以上の営業者

　1

14
18
23

篠原トメ

吉積健二

泉栄次郎

合資会社

席貸業

薪炭・丸炭団・氷の卸売と小売

皮革・靴’鞄原料の卸売

料理屋業・仕出業

雲　　井

かね吉

42．00
45．00
29．00
85．00

昭和14　（1939）年度、営業収益税納額15円以上の営業者

　1

12
14

18
19
23

篠原トメ

岡本三郎

吉積健二

泉栄次郎

瀬戸寛二

合資会社

席貸業

醸造用器具・空樽の卸売と小売

薪炭・丸炭団’氷の製造と卸売と

小売

皮革・靴・鞄原料の卸売

金物・機械工具の卸売と小売

料理屋業

雲　　井

丸　　吉

かね吉

　45．00
　23．00
　66．00

　33．00

146．00
114．00

〔今泉編　1919。長田編　1922。同編　1924。同編　1927。

同編　1932。同編　1935。吉富編　1940〕より作成

表7　昭和4（1929）年4月の古渓町居住の有権者

12
13
14

15
16
17
18
19

19／3
20
21
22
23

秋山房吉、秋山利雄、秋山謙次郎

中島嘉八郎

幾度虎一

尾崎幸祐

柴田喜助、居石繁太郎（柴田方）

淀川豊次郎

高橋松次郎、重松彦三郎（高橋方）

岩崎磯松、山浦伊太郎

尾道常吉、尾道孝一、尾道文七

船津健次

田村正三郎、梅田友次郎、松永啓一、松永茂平次、

深堀喜安（松永啓一方）、松尾初次郎、松尾松次郎

塩田数吉、塩田新吾

緒方惟吉、高橋光次、川崎正一（高橋光次方）、屋田修

安川次右衛門

泉栄次郎

河本八十八、野坂渉、森部藤太郎

本田眞二

西頭徳太郎

西頭長右衛門、永島久市

川野亀次郎、川野又助、川野次吉

〔福岡市役所編（推定）　1929（推定）88～89〕より作成

国立歴史民俗博物館研究報告

　　第125集2006年3月

　
表
3
・
4
・
6
・
7
に
は
、
右
の
七
人
の
う
ち
川
野
吉
平
を
除
い
た
六
人
の
名
前

が

し
ば
し
ば
出
て
い
る
。
こ
の
六
人
は
い
ず
れ
も
明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て

の
表
店
の
世
帯
主
で
あ
っ
た
。
川
野
吉
平
は
二
三
番
地
の
料
理
屋
か
ね
吉
の
経
営

者
で
あ
る
川
野
亀
次
郎
の
家
族
で
あ
る
が
、
続
柄
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
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［近代博多における個別町の社会構造と祇園山笠経営］・一・宇野功一

表4　大正時代の古渓町の世帯主

大正9年2月 大正12年度

番地 姓　　　名 姓　　　名 営業内容

1 西頭市兵衛 若江信親 歯科医

2 井上孫次郎 秋山房吉 金物商

〃 庄司ヒテ 藤島貞治 薪炭商

3 古田伝七 鬼木忠平 古物商

4 西頭宗太郎 西頭宗太郎 海産物商

5 尾崎熊雄 尾崎熊雄 理髪業

6 柴田福次郎 柴田平次郎 豆腐屋

7 岡崎代三郎 高橋仙太郎 飲食店

8 牛尾熊吉 牛尾ナヲ 果物商

9 原田直三郎 原田直三郎 料理店

10 高橋松太郎 高橋松次郎 大工職

11 島田次助 島田次三郎 塗物師

12 宮本源三郎

13 栗原作太郎

14 浦崎千造 浦崎千代藏 生鶏商

15 塩田新吾

16 城野徳二郎 城野吉右衛門 履物商

〃　？ 古森タケ

17？ 小町コマ

18 泉栄次郎

19 松永宗一郎

20
21 西頭徳太郎

〃　　？ 近松ノブ

22 西頭長右衛門

23 川野亀次郎 川野亀次郎 料理店

「大正九年二月ヨリ　電燈料集金帳」（「西頭資料」9）、

〔岡本　1924273。長田編　1924　随所〕より作成

※大正12（1923）年度は不明な事項がやや多い。

※表6から考えると、浦崎千造は浦崎千代藏の誤記かと

　思われる。
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表5　明治40（1907）年末から大正11（1922）年末までに古渓町から転出

　　　した老舗魚問屋および彼らの大正12（1923）年度の営業税

旧宅番地 新営業所所在地 姓　　　名 商号・屋号
営業税
（単位：円）

1 下対馬小路46 西頭市兵衛 博多屋 67．00
2 冷泉町7 西頭三右衛門 西浜屋 36．00

14 下対馬小路46 大須賀頼造 油　屋 58．00

16・17 下対馬小路46 西頭伊平 相良［相嶋屋］ 24．00

〔長田編　1924　13～18〕より作成

※旧宅番地は表3による。

　　表6　大正中期から昭和前期にかけての古渓1町の主要営業者

番地 営業者名等 営　業　内　容
商号・

屋号

営業税等
（単位：円）

大正7（1918）年度、営業税納額20円以上の営業者

　1

　4

　9
12
14
無記

西頭市兵衛

西頭宗太郎

原田直三郎

栗原作太郎

浦崎千代藏

合名会社

魚類問屋業

魚類の卸売と小売

料理店業

魚類［売別無記］

生鶏［売別無記］

履物の小売

博多屋
西宗商店

満財屋

城野商店

67．41
38．95
30．08
33．04
27．77
53．90

大正9（1920）年度、営業税納額20円以上の営業者

　2

　4

　9

11
12
13
14
16
18
19

井上孫四郎

西頭宗太郎

原田直三郎

島田治助

宮本源三郎

栗原恒三郎

浦崎千代藏

城野吉右衛門

泉栄次郎

松永宗一郎

石炭（無煙炭）の小売

魚類の委託販売

料理屋業

塗師

洋品雑貨の卸売と小売

砂糖・館・薮等の卸売と小売

生鶏の卸売

履物・足袋の卸売

皮革（製靴原料）の卸売と小売

和洋家具の製造と小売

富久屋
西　　宗

萬財家

泉商店

21．80
68．20
60．40
23．52
35．88
69．44
59．85
56．12
37．00
20．28

大正12（1923）年度、営業税納額20円以上の営業者

　4西頭宗太郎
無記原田直三郎

14浦崎千代藏
16城野吉右衛門

無記川野亀次郎

魚問屋（海産物委託販売）

料理屋業

生鶏の卸売

履物・足袋の卸売と小売

料理屋業

西　　宗

萬財家
浦　　崎

金　　吉

　54．00
　67．00
　44．00
　24．00

298．00

大正15（1926）年度、営業税納額20円以上の営業者

　18泉栄次郎

無記川野亀次郎

皮革・靴原料の卸売

料理屋業 カネ吉
　47．00

325．00

昭和6（1931）年度、営業収益税納額15円以上の営業者

　2

　4

　4
12
13
14
18
無記

秋山謙次郎

幾度虎一

片桐亀吉

尾道孝一

船津健次

吉積健二

泉栄次郎

合資会社

鉄工・建築用真鍮・鉄銅等の製作

畳の製造と小売

蒲鉾の製造と卸売と小売

菓子の製造と卸売と小売

土木建築請負業

薪炭の卸売と小売

皮革・靴・鞄原料の卸売

料理屋業・仕出業 かね吉

26．00
17．00
16．00
46．00
15．00
16．00
36．00
52．00
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④
昭
和
一
〇
年
の
古
漢
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
本
章
で
は
、
「
昭
和
拾
年
第
七
月
吉
辰
　
町
規
約
及
ビ
別
途
積
立
規
約
」
と
い
う

記
録
を
中
心
に
議
論
を
進
め
る
。
こ
の
記
録
は
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
七
月
に

起
筆
さ
れ
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
一
月
ま
で
書
き
継
が
れ
て
お
り
、
「
町
規

約
」
「
日
切
計
算
」
「
古
漢
町
別
途
積
立
規
約
」
「
改
正
別
途
積
立
金
」
「
昭
和
拾
五
年

十
月
什
蹟
田
須
賀
神
社
御
神
幸
」
と
い
う
五
つ
の
記
事
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
順
に

み
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
節
町
組
織
と
社
会
構
造

　
ま
ず
、
「
町
規
約
」
で
あ
る
。
そ
の
内
容
の
多
く
は
既
存
の
町
運
営
の
慣
例
を
明

文
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

町
規
約

主
旨

（第
一
条
）

　
一
、
本
町
ハ
町
自
治
ノ
円
満
ナ
ル
発
展
ヲ
期
シ
併
セ
テ
居
住
者
ノ
福
利
増
進

　
　
　
ヲ
目
的
ト
ス
ル
タ
メ
町
規
約
ヲ
設
ケ
ル
所
以
ナ
リ

　
以

下
、
二
二
条
ま
で
規
約
が
あ
る
が
、
便
宜
上
三
つ
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
ま
ず
、

町
組
織

（町
役
員
）
の
あ
り
方
と
町
の
行
動
に
か
ん
す
る
諸
条
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（第
二
条
）

　
一
、
本
町
ハ
町
総
代
一
名
町
会
計
町
役
員
　
名
ヲ
設
ク

　　
ニ
　
　
　

　
一
、
町
総
代
町
会
計
町
委
員
ハ
町
費
負
担
ノ
居
住
者
二
於
テ
選
挙
投
票
ヲ
行

　
　
フ
モ
ノ
ト
ス

　
　

投
票
ハ
全
町
居
住
者
（
世
帯
主
）
ノ
過
半
数
ヲ
要
ス

（第
四
条
）

　
一
、
衛
生
組
長
納
税
組
合
長
学
務
員
ハ
町
役
員
ノ
互
選
ト
ス

（第
五
条
）

　
一
、
本
町
各
役
員
ノ
任
期
ヲ
満
二
ヶ
年
ト
シ
補
欠
当
選
者
ハ
前
任
者
ノ
残
務

　
　
　
期
間
ト
ス

（第
六
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
老

　
一
、
本
町
総
代
ニ
シ
テ
退
任
者
ハ
元
者
ト
シ
テ
相
談
役
二
推
選
ス

（第
一
〇
条
）

　
一
、
本
町
居
住
者
ハ
本
規
約
及
決
議
事
項
ヲ
遵
守
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（第
二
．
一
条
）

　
一
、
本
町
町
総
代
及
役
員
ニ
シ
テ
永
年
功
績
ア
ル
モ
ノ
ハ
表
彰
シ
別
二
記
念

　
　
　
品
ヲ
贈
呈
ス

（第
一
九
条
）

　
一
、
本
町
ノ
行
動
ハ
町
委
員
ノ
決
議
ニ
ョ
リ
実
行
シ
絶
対
第
三
者
ノ
干
渉
ヲ

　
　
　
許
サ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

（第
、
一
〇
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
約
、
脱
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
x
若
）

　
一
、
本
町
居
住
者
及
ビ
家
主
ハ
町
規
ヲ
厳
守
ス
ル
ハ
勿
論
ナ
ル
モ
尤
シ
規
約

　
　
　
改
廃
ス
ル
時
ハ
本
町
居
住
者
ノ
三
分
ノ
ニ
以
上
ノ
承
諾
ア
ラ
ザ
レ
バ
実

　
　
　
行
ス
ル
事
ヲ
不
得

（第
二
一
条
）

　
一
、
各
項
不
備
ノ
事
ハ
町
慣
例
ニ
ヨ
リ
実
行
ス
ル
事

　
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
当
時
の
こ
の
町
で
は
、
町
総
代
一
名
と
町
会
計
、
お

よ
び
そ
れ
以
外
の
狭
義
の
町
役
員
（
1
1
町
委
員
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
町
会
計
と

町
委
員
の
人
数
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
三
種
の
町
役
員
に
は

「
町
費
負
担
ノ
居
住
者
」
に
よ
る
選
挙
で
過
半
数
の
票
を
得
て
当
選
す
る
と
さ
れ
て

い
る
。

　
つ
ま
り
町
内
に
は
町
費
を
負
担
し
て
い
る
居
住
者
と
負
担
し
て
い
な
い
居
住
者
と

が
い

た
わ
け
で
、
前
者
は
「
全
町
居
住
者
（
世
帯
主
）
」
ま
た
は
「
本
町
居
住
者
」

と
称
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
み
が
町
の
正
式
な
構
成
員
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
み
が
町
役
員
の
選
挙
権
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
み

て
、
被
選
挙
権
を
も
っ
て
い
た
の
も
彼
ら
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

彼
ら
は
町
規
約
の
改
廃
に
た
い
す
る
投
票
権
も
も
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
衛
生
組
長
・
納
税
組
合
長
・
学
務
員
（
以
上
が
町
委
員
に
当
た
る
）
に
つ

い
て

は
直
接
選
挙
で
は
な
く
、
右
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
町
役
員
が
自
分
た
ち
の
な
か

か

ら
互
選
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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宇野功一［近代博多における個別町の社会構造と祇園山笠経営］

次

に
金
銭
の
常
時
徴
収
と
そ
の
管
理
に
か
ん
す
る
諸
条
を
紹
介
す
る
。

（第
七
条
）

　
一
、
本
町
会
計
決
算
ハ
毎
年
十
二
月
末
日
ヲ
以
テ
締
切
リ
翌
年
一
月
中
二
報

　
　
　

告
ス

ル

モ

ノ
ト
ス

（第
八
条
）

　
一
、
日
切
計
算
期
ハ
毎
年
七
月
末
日
ト
十
二
月
末
日
ト
ス

（第
九
条
）

　
一
、
町
総
代
及
ビ
町
会
計
ハ
積
立
金
ノ
保
管
及
ビ
町
費
ノ
金
銭
出
納
ノ
責
二

　
　
　
任
シ
各
委
員
ハ
本
規
約
慣
例
ニ
ョ
リ
其
ノ
職
務
ヲ
共
二
処
理
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
ト
ス

（第
＝
　
条
）

　
一
、
二
戸
ヲ
構
ヘ
タ
ル
現
住
者
ハ
町
費
負
担
積
立
金
ハ
勿
論
税
金
電
燈
料
給

　
　
　
水
料
ハ
共
同
納
入
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
但
シ
離
町
者
ハ
総
テ
権
利
放
棄
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（第
一
四
条
）

　
一
、
本
町
居
住
者
ハ
衛
生
組
合
二
加
入
シ
各
月
十
銭
ヲ
衛
生
費
用
二
充
当
ス

　
　
　
ル

タ
メ
積
立
ル
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
但
シ
決
算
ハ
翌
年
一
月
中
二
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（第
…
五
条
）

　
一
、
本
町
居
住
者
及
ビ
家
主
ハ
別
途
積
立
ノ
義
務
ヲ
有
ス
事

　
　
　
但
シ
別
途
積
金
規
約
ヲ
遵
守
ス
ル
事

…苦一

胸
題
本

町
二
於
テ
行
ヒ
ツ
・
ア
ル
日
切
掛
金
ハ
町
費
税
金
給
水
費
電
燈
料
合

　
　
　
セ

テ

日
割
以
上
ノ
金
額
ヲ
以
テ
掛
込
シ
町
二
迷
惑
ヲ
掛
ケ
ザ
ル
事

　
　
　
万
一
滞
納
ノ
灌
レ
ア
ル
モ
ノ
ハ
五
日
以
内
二
町
役
員
二
申
出
ル
事

　
第
一
二
条
の
＝
戸
ヲ
構
ヘ
タ
ル
現
住
者
」
と
は
、
第
三
条
に
い
う
「
町
費
負
担

ノ
居
住
者
」
の
言
い
換
え
の
一
つ
で
あ
る
。
後
掲
に
な
る
が
、
第
＝
条
に
「
本
町

転
住
一
戸
ヲ
構
ヘ
タ
ル
者
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。
こ
れ
を
受
け
て
第
一
二
条
で
、

現
在
す
で
に
本
町
で
二
戸
を
構
え
て
居
住
し
て
い
る
者
、
と
い
う
言
い
換
え
が
な
さ

れ

た
わ
け
で
あ
る
。
彼
ら
は
町
費
を
負
担
し
、
積
立
金
を
納
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、

税
金
・
電
燈
料
・
給
水
料
に
つ
い
て
は
共
同
納
入
の
義
務
を
負
う
。

　
＝

戸

ヲ
構
ヘ
タ
ル
」
こ
と
が
町
の
正
式
な
構
成
員
1
1
本
町
居
住
者
と
な
る
資
格

だ

っ

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
こ
の
あ
り
ふ
れ
た
語
は
古
漢
町
で
は
正
確
な
と
こ
ろ

ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
こ
れ
は

道
路
に
面
し
た
表
店
で
の
居
住
を
意
味
し
て
い
た
。
表
店
の
世
帯
主
だ
け
が
町
の
正

式
な
構
成
員
で
あ
り
、
町
に
た
い
し
て
種
々
の
金
銭
負
担
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
町
費
と
積
立
金
、
そ
れ
に
税
金
・
電
燈
料
・
給
水
料
の
都
合
五
つ
の
負
担
に
つ
い

て

ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
町
費
と
は
、
祭
礼
当
番
以
外
の
町
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
事
業
を
町
が
独
自
に
お

こ
な
う
た
め
の
費
用
で
あ
る
。
積
立
金
と
は
、
こ
の
あ
と
三
節
で
詳
し
く
み
る
よ
う

に
二
つ
の
祭
礼
当
番
の
運
営
費
用
で
あ
る
。
一
つ
は
祇
園
山
笠
の
さ
い
の
山
笠
本
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
こ
　
　
（
1
7
）

番
で
、
も
う
一
つ
は
松
離
子
と
い
う
祭
礼
の
さ
い
の
稚
児
当
番
で
あ
る
。

　
町
費
と
積
立
金
は
町
の
意
志
に
よ
っ
て
徴
収
・
支
出
さ
れ
る
も
の
で
、
町
総
代
と

町
会
計
が
そ
の
出
納
に
責
任
を
も
つ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
積
立
金
に
つ
い
て
は

別
途
に
規
約
を
設
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
税
金
・
電
燈
料
・
給
水
料
の
共
同
納
入
は
福
岡
市
や
電
燈
会

社
の

徴
収
業
務
を
町
で
肩
代
わ
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
表
店
世
帯
が
市
や
会
社
に

個
々
に
納
入
す
る
の
で
は
な
く
、
町
で
一
括
徴
収
し
て
か
ら
そ
れ
を
納
入
す
る
の
で

あ
る
。
出
納
責
任
者
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、
納
税
組
合
長
で
あ
ろ
う
。

　
電
燈
料

に
つ
い
て
補
捉
し
て
お
く
。
古
漢
町
で
は
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

か

ら
そ
の
共
同
納
入
を
始
め
た
。
「
大
正
九
年
二
月
ヨ
リ
　
電
燈
料
集
金
帳
」
に
収

め

ら
れ
た
電
燈
会
社
と
の
「
契
約
讃
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
契
　
　
約
　
　
讃

【福

岡
市
古
漢
町
総
代
西
頭
宗
太
郎
】
外
【
廿
二
】
名
（
以
下
単
二
甲
ト
称

ス
）
ト
九
州
電
燈
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
単
二
乙
ト
称
ス
）
ト
左
ノ
契
約
ヲ
ナ

ス一

、
甲
ハ
【
町
】
内
二
住
居
ス
ル
現
在
及
将
来
ノ
電
燈
需
要
家
全
部
ガ
毎
月
乙
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二
支
払
フ
ベ
キ
点
燈
料
ノ
全
額
ヲ
毎
月
或
拾
五
日
迄
二
乙
二
払
渡
ス
モ
ノ

　
　
ト
ス

ニ
、
乙
ハ
前
條
ノ
点
燈
料
二
対
シ
五
分
ノ
割
引
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

三
、
甲
ガ
若
シ
第
壱
條
ノ
期
日
迄
二
支
払
ヲ
怠
ル
時
ハ
乙
ハ
第
式
條
ノ
割
引
ヲ

　
　
ナ
サ
ズ
猶
ホ
場
合
二
依
リ
テ
ハ
該
料
金
ノ
払
込
ア
ル
マ
デ
ハ
全
部
ノ
点
燈

　
　

ヲ
中
止
ス
ル
事
ア
ル
モ
甲
二
於
テ
異
議
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

四
、
甲
ハ
此
契
約
二
対
シ
連
帯
ノ
責
任
ヲ
負
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
需
要
家
ヨ
リ
甲
二

　
　
料
金

ノ
納
入
ノ
ナ
キ
ノ
故
ヲ
以
テ
乙
二
対
シ
支
払
ヲ
延
期
ス
ル
事
ヲ
得
ザ

　
　
ル
モ
ノ
ト
ス

［後
略
］

　

こ
の
「
契
約
讃
」
は
印
刷
物
で
、
右
で
便
宜
的
に
隅
付
括
弧
で
引
用
し
た
箇
所
は

も
と
も
と
空
欄
で
あ
り
、
そ
こ
に
甲
が
必
要
事
項
を
書
き
込
む
形
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
既
定
の
書
式
の
契
約
讃
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
の
町
や
村
な
ど

と
の
契
約
に
も
こ
れ
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
漢
町
の
事
情
に
合
わ
せ
て
と

く
に
契
約
内
容
が
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
契
約
内
容
か
ら
古
漢
町
の
な
ん

ら
か
の
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
契
約
内
容

を
み
て
み
よ
う
。

　

こ
の
契
約
は
電
燈
会
社
と
し
て
は
電
燈
料
の
滞
納
防
止
に
有
効
で
あ
り
、
古
漢
町

と
し
て
は
五
分
の
割
引
が
あ
り
、
と
も
に
好
都
合
で
あ
っ
た
。
後
略
箇
所
に
は
、
こ

の

契
約
の
有
効
期
間
は
一
年
間
で
、
双
方
の
提
議
が
な
け
れ
ば
一
箇
年
ず
つ
延
長
す

る
こ
と
な
ど
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
町
内
で
電
燈
を
使
用
し
て
い
る
全
戸
の
電
燈
料
（
点
燈
料
）
は
甲
の
二
三
人
が
責

任
者
と
な
っ
て
集
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
甲
に
た
い
し
て
電
燈
料
を
納
め
ら

れ

な
い
世
帯
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
甲
は
電
燈
会
社
に
た
い
し
て
支
払
い
を
延
期
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
「
契
約
讃
」
に
続
い
て
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
大
正
九
二
九
二
〇
）
年
の

二

月
か
ら
七
月
ま
で
の
徴
収
記
録
に
は
、
町
に
た
い
す
る
電
燈
料
の
納
入
者
と
し
て

二
三
人

で

は
な
く
二
五
人
の
姓
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
表
4
の
「
大
正
九
年
二

月
」
の
段
の
二
五
人
）
。
町
を
代
表
し
て
電
燈
会
社
と
契
約
を
結
び
、
電
燈
会
社
に

た
い
し
て
電
燈
料
を
納
入
す
る
責
任
を
負
っ
た
の
は
二
三
人
だ
っ
た
が
、
そ
の
直
後

か

ら
町
に
た
い
し
て
電
燈
料
を
納
め
た
の
は
二
五
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
余
分
な

二
人

が
誰

だ
っ
た
の
か
、
二
人
は
な
ぜ
契
約
を
結
ば
な
か
っ
た
の
か
、
契
約
を
結
ば

な
か
っ
た
の
に
な
ぜ
電
燈
料
を
町
に
納
め
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
に
は
答
え
ら
れ

な
い
。

　
な
お
給
水
料
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
福
岡
市
の
上
水
道
は
大
正
一
二
（
一
九

二

三
）
年
三
月
に
完
成
し
、
市
で
は
た
だ
ち
に
給
水
事
業
を
始
め
た
が
、
し
か
し
古

漢
町
が
い
つ
か
ら
給
水
料
の
共
同
納
入
を
始
め
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
町
規
約
」
の
第
一
八
条
に
は
金
銭
の
具
体
的
な
徴
収
法
と
し
て
、
実
際

に
必
要
と
見
込
ま
れ
る
一
年
分
の
町
費
・
税
金
・
給
水
料
・
電
燈
料
の
四
つ
の
総
額

を
日
割
り
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
額
以
上
の
金
額
を
納
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

が

日
切
掛
金
（
普
通
、
「
日
切
り
銭
」
と
い
う
）
で
、
毎
日
徴
収
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
第
八
条
に
は
日
切
計
算
期
（
計
算
日
の
意
）
は
年
に
二
回
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
七

月
末
日
と
一
二
月
末
日
と
さ
れ
て
い
る
。
一
年
を
二
分
し
て
日
切
掛
金
の
徴
収
期
間

を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
終
了
時
に
納
入
額
を
計
算
す
る
わ
け
で
あ
る
。
最
終
的
な
決

算
は
一
年
単
位
で
、
第
七
条
に
「
本
町
会
計
決
算
ハ
毎
年
十
二
月
末
日
ヲ
以
テ
締
切

リ
翌
年
一
月
中
二
報
告
ス
ル
」
と
あ
る
。
一
二
月
末
日
の
日
切
計
算
日
が
決
算
日
を

兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
「
古
漢
町
別
途
積
立
規
約
」
に
は
「
本
町
居
住
者
ノ
積
立
ハ
日
切
ヨ
リ

引
サ
ル
事
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
決
算
ハ
毎
年
一
月
新
年
宴
会
ノ
時
二
報
告
ス
ル
」

と
あ
る
（
決
算
日
は
前
年
の
一
二
月
末
日
で
あ
ろ
う
）
。
日
切
掛
金
か
ら
積
立
金

（祭
礼
当
番
費
）
が
取
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
第

一
八
条
で
「
日
割
以
上
ノ
金
額
」
を
納
め
る
こ
と
と
あ
る
の
は
、
日
切
掛
金
を
徴
収

す
る
段
階
で
は
そ
の
な
か
に
積
立
金
も
含
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
、
積
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立
金

は
日
切
計
算
日
に
取
り
分
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
六
つ
目
の
金
銭
負
担
と
し
て
衛
生
費
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
衛
生
組
合

の

運
営
費
と
し
て
町
の
意
志
に
よ
っ
て
徴
収
・
支
出
さ
れ
る
も
の
で
、
衛
生
組
合
長

が
出
納
責
任
者
で
あ
ろ
う
。
こ
の
費
用
は
祭
礼
当
番
費
と
同
じ
く
積
立
扱
い
で
あ
る

が
、
そ
の
額
は
各
世
帯
と
も
同
額
で
各
月
一
〇
銭
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
費

用
は
日
割
り
で
は
な
く
月
切
り
の
徴
収
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
決
算
ハ
翌
年

一
月
中
二
報
告
ス
ル
」
と
第
一
四
条
に
あ
る
。
た
だ
し
具
体
的
な
徴
収
法
に
つ
い
て

は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
結
論
と
し
て
は
、
古
渓
町
で
は
表
店
世
帯
主
か
ら
徴
収
し
た
金
銭
を
四
つ
に
大
別

し
、
そ
れ
ぞ
れ
町
費
会
計
・
積
立
金
会
計
・
共
同
納
入
費
会
計
（
税
金
、
給
水
料
、

電
燈
料
）
・
衛
生
費
会
計
と
し
て
処
理
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
第
一
五
条
に
は
「
本
町
居
住
者
及
ビ
家
主
ハ
別
途
積
立
ノ
義
務
ヲ
有
ス
事
／
但
シ

別
途
積
金
規
約
ヲ
遵
守
ス
ル
事
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
家
主
」
と
は
、
表
店
世

帯
主

の
う
ち
、
自
分
が
所
有
し
居
住
し
て
い
る
家
屋
敷
の
ほ
か
に
も
町
内
に
別
の
家

屋
敷

（抱
の

家
屋
敷
）
を
所
有
し
貸
し
出
し
て
い
る
者
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
自
分
が
居
住
し
て
い
る
屋
敷
の
裏
部
分
に
貸
家
を
所
有
し
貸
し
出
し
て
い
る
者

（裏
貸
家
主
）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
「
別
途
積
金
規
約
」
は
「
古
漢
町
別
途

積
立
規
約
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
次

に
金
銭
の
臨
時
徴
収
な
ど
に
か
ん
す
る
諸
条
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
も
負
担
者
は

表
店
世
帯
主
で
あ
る
。

（

第
＝
藻
）
本
町
転
住
一
戸
ヲ
構
ヘ
タ
ル
者
ハ
見
知
金
ト
シ
テ
家
賃
ノ
三
分
ノ
一
ヲ

　
　
　
即
時
必
ズ
町
総
代
二
納
金
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（第
一
六
条
）

　
一
、
本
町
内
現
住
者
ニ
シ
テ
入
退
営
ア
ル
時
ハ
毎
戸
国
旗
ヲ
掲
揚
シ
送
迎
ス

　
　
　
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
但
シ
入
営
者
ニ
ハ
五
円
以
上
十
五
円
以
下
ヲ
役
員
協
議
ノ
上
贈
与
ス
ル

　
　
　
モ
ノ
ト
ス

（第
一
七
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
）

　
一
、
本
町
内
死
亡
者
ア
リ
タ
ル
時
ハ
（
五
才
以
上
）
ハ
全
町
会
葬
ス
ル
モ

　
　
　
ノ
ト
ス

　
　
　
但
シ
念
仏
講
ト
シ
テ
毎
戸
二
十
銭
徴
集
贈
呈
ス
ル
事

　
　
　
当
番
ハ
忌
中
者
ノ
両
隣
ニ
テ
世
話
ス
ル
事

（第
二
二
条
）

　
一
、
本
町
二
於
テ
軍
事
宿
泊
ノ
時
ハ
各
戸
五
十
銭
宛
ヲ
切
立
ル
事

　
第
一
一
条
は
、
転
入
者
が
地
借
も
し
く
は
店
借
と
し
て
表
店
に
居
住
す
る
場
合
、

　
　
み
し
り
き
ん
　
む
　

町
に
見
知
金
を
納
め
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
コ
戸
ヲ
構
ヘ
タ
ル
」

こ
と
に
は
違
い
な
い
の
で
、
彼
も
町
の
正
式
な
構
成
員
と
な
る
。
古
渓
町
の
出
身
者

で

な
く
と
も
、
さ
ら
に
は
地
借
や
店
借
で
あ
っ
て
も
、
表
店
に
居
住
す
れ
ば
町
の
正

式
な
構
成
員
に
な
れ
た
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。

　
第
一
六
条
は
入
営
祝
儀
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
徴
収
法
に
つ
い
て
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
そ
の
都
度
徴
収
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の

町
費
か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
七
条
は
念
仏
講
（
香
典
）
に
か
ん

す
る
規
定
で
あ
る
。
第
二
二
条
は
近
隣
で
軍
事
演
習
が
実
施
さ
れ
る
さ
い
の
、
演
習

参
加
兵
士
の
町
内
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
徴
収
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
る
。

　
第
］
六
条
の
「
本
町
内
現
住
者
」
と
第
一
七
条
の
「
本
町
内
死
亡
者
」
は
そ
の
内

容
か
ら
み
て
、
＝
戸
ヲ
構
へ
」
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
字
ど
お
り
町

内
の
全
世
帯
の
人
間
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
二
条
の
あ
と
に
は
次
の
記
述
が
あ
り
、
こ
こ
で
「
町
規
約
」
は
終
わ
っ
て
い

る
。

新
年
宴
会
（
一
月
）

古
漢
禅
師
ノ
御
昼
籠

櫛
田
神
社
ノ
御
昼
籠

山
笠
行
事
（
七
月
）

（
一
月
五
月
九
月
）

（五
月
）
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山
笠
行
事
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
古
漢
町
が
単
独
で
お
こ
な
う
行
事
で
あ
る
。
「
古

漢
禅
師
ノ
御
昼
籠
」
は
報
光
寺
で
お
こ
な
わ
れ
る
お
籠
も
り
で
あ
る
。

　
な
お
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
裏
貸
家
と
貸
間
（
表
店
の
後
方
部
、
と
く
に
そ

の

二

階
に
多
か
っ
た
と
い
う
）
の
電
燈
料
と
給
水
料
に
つ
い
て
は
裏
貸
家
主
・
貸
間

主
で

あ
る
表
店
の
世
帯
主
が
支
払
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
分
は
当
然
、
実
質

的
に
貸
家
賃
・
貸
間
賃
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
裏
貸
家
世

帯
と
貸
間
世
帯
に
は
税
金
は
か
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　
二
節
　
臼
切
計
算

　
第
二
の
記
事
、
「
日
切
計
算
」
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
記
事
は
五
つ
の
日
切
計
算

日
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
日
切
掛
金
の
徴
収
記
録
で
、
各
負
担
者
の
日
切
掛
金
徴
収
期

ご

と
の
徴
収
額
が
記
さ
れ
て
い
る
（
一
日
ご
と
の
徴
収
額
で
は
な
い
）
。
各
徴
収
期

を
「
第
一
期
」
「
第
二
期
」
…
「
第
五
期
」
と
仮
称
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
期

第
二
期

第
三
期

第
四
期

第
五
期

昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
一
二
月
一
六
日
か
ら
昭
和
二
二
（
一
九

三

八
）
年
七
月
一
五
日
ま
で
、
二
＝
一
日
間
。

昭

和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
七
月
一
六
日
か
ら
同
年
一
二
月
一
五
日

ま
で
、
一
五
三
日
間
。

昭
和
二
二
（
一
九
三
八
）
年
一
二
月
一
六
日
か
ら
昭
和
一
四
（
一
九

三

九
）
年
六
月
一
五
日
ま
で
、
一
八
二
日
間
。

昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
六
月
一
六
日
か
ら
同
年
一
二
月
一
五
日

ま
で
、
一
八
三
日
間
。

昭

和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
一
二
月
一
六
日
か
ら
昭
和
一
五
（
一
九

四

〇
）
年
一
二
月
一
五
日
ま
で
、
一
箇
年
分
。

　
「
昭
和
拾
年
第
七
月
吉
辰
　
町
規
約
及
ビ
別
途
積
立
規
約
」
の
起
筆
直
後
か
ら
の

日
切
掛
金
の
計
算
で
は
な
く
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
一
二
月
一
六
日
分
か
ら

の

日
切
掛
金
の
計
算
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
期
以
前
の
徴
収
記

録

は
何
か
他
の
も
の
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
第
三
期
以
降
は
徴

収
期
間
や
計
算
日
が
「
町
規
約
」
第
八
条
の
規
定
か
ら
や
や
外
れ
て
お
り
、
若
干
の

改
変
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
五
期
全
部
の
記
述
内
容
は
表
8
に
ま
と
め
た
が
、
こ
れ
を
み
る
と
、
徴
収
額
は
世

帯
ご

と
に
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
各
世
帯
の
徴
収
額
は
徴
収
期
に
よ
っ
て
か
な
り

異
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
第
二
期
か
ら
第
四
期
ま
で
は
雲
井
と
い
う
屋
号
（
篠
原
ト
メ
の
経
営
）
と
そ

の

捺
印
「
篠
原
」
が
消
え
て
替
わ
り
に
半
田
と
い
う
姓
と
捺
印
が
あ
る
が
、
こ
れ
を

除
け
ば
第
二
期
以
降
の
姓
・
屋
号
は
す
べ
て
第
一
期
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
第
五

期
の
半
田
の
捺
印
は
「
篠
原
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
半
田
と
篠
原
が
同
一
世
帯
に

属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
期
か
ら
第
五
期
ま
で
、
実
質
的
に

は
日
切
掛
金
の
負
担
世
帯
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
第
一
期
分
の
み
、
原
文
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　
　
　
日
切
計
算

昭
和
十
弐
年
十
二
月
十
六
日
ヨ
リ

〃

　
十
三
年
　
七
月
十
五
日
迄

　
差
引
渡
高

　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一

四

拾
弐
円
十
六
銭

弐
拾
参
円
四
拾
銭

壱
百
円
九
十
一
銭

壱
百
五
拾
六
円
六
十
銭

壱
百
〇
五
円
九
十
銭

六
拾
三

円
六
十
八
銭

四

拾
五
円
六
十
参
銭

九
拾
五
円
六
十
六
銭

弐
百
十
弐
日
間

雲
井

松
田

川
野
次

幾
度

片
桐

尾
崎

柴
田

泉

圃　画
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　　　　一　　一一一

八
拾
七
円
五
十
五
銭

弐
拾
弐
円
〇
八
銭

六
拾
士
官
円
六
十
六
銭

瀬
戸

西
徳

か

ね
吉

画

　
合
計
八
百
〇
五
円
弐
十
参
銭
渡
高

不
足
　
拾
六
円
拾
壱
銭
　
七
月
廿
七
日
請
取
　
　
相
長

　
　
　
　
　
　

右
全
部
計
算
済
　
　
七
月
廿
七
日

　
「
差
引
渡
高
」
（
町
か
ら
み
れ
ば
差
引
受
取
高
）
と
あ
る
の
で
、
「
日
切
計
算
」
は

計
算
日
に
積
立
金
を
差
し
引
い
た
あ
と
の
額
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
雲
井
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
ち
ょ
う

「
か
ね
吉
」
は
屋
号
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
「
川
野
次
」
「
西
徳
」
「
相
長
」
も
屋
号

な
い
し
通
称
で
、
そ
れ
ぞ
れ
川
野
次
吉
、
西
頭
徳
太
郎
、
西
頭
長
右
衛
門
を
指
し
て

い

る
。
川
野
次
は
か
ね
吉
の
分
家
、
西
徳
は
西
浜
屋
の
分
家
、
相
長
（
西
長
と
も
い

う
）
は
相
嶋
屋
の
分
家
で
あ
る
。

　
相
長
こ
と
西
頭
長
右
衛
門
の
負
担
す
る
日
切
掛
金
は
日
切
り
で
納
入
さ
れ
た
も
の

で

は
な
く
、
計
算
日
に
一
括
で
納
入
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
相
長
の
条
と
同

様
の
書
式
は
第
二
期
以
降
に
も
み
ら
れ
、
日
切
り
納
入
を
原
則
と
し
つ
つ
も
一
括
納

入
も
認
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
右
の
一
二
人
が
町
に
た
い
し
て
金
銭
負
担

の
義
務
を
負
っ
て
い
た
表
店
世
帯
主
の
全
員
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
期
の
始
ま
る
直
前
に
作
成
さ
れ
た
「
昭
和
十
二
年
十
月
　
支
那
事
変
特
別

　
（
2
0
）

町
費
」
に
は
、
そ
の
作
成
時
に
定
め
ら
れ
た
特
別
町
費
の
負
担
者
名
（
姓
ま
た
は
屋

号
）
と
徴
収
額
が
納
税
組
合
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。
徴
収
額
以
外
の
記
載
事
項
を
ま

と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
分
析
と
聞
き
取
り
調
査
か

ら
確
認
で
き
た
居
住
番
地
を
丸
括
弧
内
に
補
っ
て
お
く
。

上
組ー
雲
井
（
1
）
・
松
田
（
2
）
・
川
野
次
（
3
）
・
幾
度
（
4
東
）
・
片
桐

　
　
　
　
（
4
西
）
・
柴
田
（
6
）
・
尾
崎
（
5
）
・
泉
（
1
8
）
・
伊
藤
（
不
明
）
．
岩

表8　古渓町上組分の日切計算

納入額（単位：円） 納入者名 捺　印 納入額（単位1円） 納入者名 捺　印 納入額（単位1円） 納入者名 捺　印

第1期 昭和12年12月16日～ 第3期 昭和13年12月16日～ 第5期 昭和14年12月16日～
13年 7月15日 14年 6月15日 15年12年15日

計算日 7月27日 計算日 6月22日 計算日 12月25日
42．　16 雲井 有（篠原） 200．　66 半田 有 104．80 半田 有

23．40 松田 有 22．　76 松田 有 58．　29 松田 有

100．91 川野次 有（川野） 129．　31 川野次 有（川野） 20．95 川野 有

156．60 幾度 有 166．02 幾度 有 63．74 幾度 有

105．90 片桐 有 69．96 片桐 有 143．74 片桐 有

63．　68 尾崎 有 71、　84 尾崎 有 51．88 尾崎 有

45．63 柴田 有 34．85 柴田 有 93．　02 柴田 有

95．66 泉 有 62．98 泉 有 9．23 泉 有

87．　55 瀬戸 有 14．　83 瀬戸 有 ［瀬戸］

22．　08 西徳 無 20、　52 西頭（ママ） 有 ＃133．74 西徳 有（西頭力）

61．66 かね吉 有（川野力） 75．　30 かね吉 無 96．00 かね吉 有（川野）

＃　16．11 相長 無 ［相長］
57．87 相長 有（西頭）

［821．34 合計］ 869．03 合計 833．26 合計

第2期 昭和13年 7月16日～ 7．　96 不足　相長 無 261．64 不足　　瀬戸 無

12月15日 第4期 昭和14年 6月16日～ 12月26日受分
計算日 12月21日 12月15日 33．60 違算分柴田 有

1．86 半田 有 計算日 12月24日
　　12．87
＃　17．85
　　56．　31
　　49．85
　　34．40
　　14．　51
＃　85．14
　　39．　19

　　76．　92
＃　82．91

松田
川野次
幾度
片桐
尾崎
柴田
泉瀬戸晒徳］川野吉平

相長

壼
肴
有
有
纂
宥
霊
’
、
、
、

　　17．　24
　　23．　29

　122．　21
　　69．　44
　　57．　85
　　31．47
＃　55．48
＃　84．35
　　12．　51
　105．　91

半田
松田
［川野次］

幾度
片桐
尾崎
柴田泉
瀬
戸
西
徳
か
ね
吉

有
有
有
有
有
纂
蕪
無
有
（
川
野
）

「昭和拾年第七月吉辰

立規約」（「西頭資料」12）より作成

　入。

※角括弧内は筆者の補足。シャープは計算日に

　一括納入されたらしき額。納入者名が屋号の

　場合、捺印があればその文字を丸括弧内に記

町規約及ビ別途積

［471．81 合計］ ＃　　1．31 相長 無

21．　70 不足 ［581．06 合計〕

［納入者名と捺印は無。西徳の分か］ 160．09 ・足　川野次 無
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城

（
d
）
・
瀬
戸
（
1
9
と
2
0
）
・
西
徳
（
2
1
）
・
相
長
（
2
2
）
・
か
ね
吉

　
　
　
　
（
2
3
）

下
組－
蓮
井
（
7
）
・
山
浦
（
8
と
9
）
・
大
野
（
1
1
）
・
山
田
（
1
3
）
・
吉
積

　
　
　
　
（
1
4
）
・
今
泉
（
1
5
）
・
庄
野
（
a
）
・
岡
本
（
1
2
）

　
こ
れ
を
み
る
と
「
日
切
計
算
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
一
二
名
は
い
ず
れ
も
上
組
に

属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
「
日
切
計
算
」
は
上
組
分
の
徴
収
記
録

で

あ
る
。
下
組
に
は
下
組
分
の
徴
収
記
録
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
今
日
伝
わ
っ

て

い
な
い
。

　
な
お
、
表
7
で
は
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
四
月
に
六
番
地
の
柴
田
喜
助
の
借
家

人

と
し
て
山
浦
伊
太
郎
の
名
が
み
え
る
が
、
彼
は
次
節
で
み
る
よ
う
に
昭
和
一
〇

（
一
九

三

五
）
年
七
月
ま
で
に
一
一
番
地
の
表
店
に
転
居
し
、
右
で
み
た
よ
う
に
昭

和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
一
〇
月
ま
で
に
は
八
番
地
と
九
番
地
に
跨
る
表
店
に
さ
ら

に

転
居
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
上
組
に
属
す
る
伊
藤
と
岩
城
が
「
日
切
計
算
」
の
ほ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
が
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

　
も
う
一
つ
。
一
〇
番
地
に
居
住
し
て
い
た
泉
次
郎
に
は
特
別
町
費
が
課
せ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
は
る

い

な
い
。
甥
の
泉
宏
治
氏
の
話
な
ど
に
よ
れ
ば
、
予
備
役
の
下
士
官
だ
っ
た
彼
は
昭

和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
七
月
に
日
中
戦
争
（
支
那
事
変
）
が
始
ま
る
と
す
ぐ
に
召

集
さ
れ
、
三
年
ほ
ど
従
軍
し
た
と
い
う
。
出
征
軍
人
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
家
族
に

た
い
し
て
特
別
町
費
は
免
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
節
　
積
立
金
の
割
当
法

　
第
三
の
記
事
、
「
古
漢
町
別
途
積
立
規
約
」
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
記
事
は
前
半

部
（
規
約
）
と
後
半
部
（
名
簿
一
覧
）
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
後
半
部
で
は
各
人
の

居
住
番
地
を
丸
括
弧
内
に
補
っ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
古
漢
町
別
途
積
立
規
約

　
一
、
本
町
山
笠
建
設
及
ビ
稚
児
当
番
執
行
ノ
タ
メ
ノ
費
用
ト
シ
テ
積
立
ル
モ

　
　
　
ノ
ト
ス

　

ニ
、
本
町
居
住
者
（
世
帯
主
）
井
二
家
主
ハ
山
笠
及
稚
児
当
番
二
必
要
ナ
ル

　
　
　
積
立
金

ヲ
履
行
ス
ル
義
務
ヲ
有
ス
ル
事

　
三
、
積
立
金
ハ
左
ノ
方
法
ヲ
以
テ
割
当
切
立
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　

イ
　
　
間
　
口
　
割

　
　
　
　

　
ロ
　
　
軒
　
別
　
割

　
　
　
　
　
ハ
　
　
等
　
級
　
割

　
　
　
但
シ
割
方
ハ
町
役
員
二
於
テ
一
ヶ
年
毎
二
改
廃
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
x
八
）

　
四
、
積
立
金
ハ
昭
和
十
年
七
月
ヨ
リ
昭
和
十
七
年
七
月
マ
デ
（
本
町
山
笠
建

　
　
　
設
）
実
行
ス
ル
義
務
ヲ
有
ス
ル
事

　
　
　
但
シ
稚
児
当
番
ハ
昭
和
十
五
年
四
月
末
日
マ
デ
ノ
事

　
五
、
本
町
居
住
者
ノ
積
立
ハ
日
切
ヨ
リ
引
サ
ル
事

　
六
、
決
算
ハ
毎
年
一
月
新
年
宴
会
ノ
時
二
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
七
、
本
積
立
金
ハ
別
会
計
ト
シ
町
総
代
及
町
役
員
二
於
テ
管
理
ス
ル
事

　
八
、
本
町
居
住
者
ノ
電
燈
料
割
戻
金
ハ
山
笠
及
ビ
稚
児
当
番
二
必
要
ス
ル
積

　
　
　
立
金

ト
シ
テ
各
自
二
絶
対
払
戻
シ
ナ
サ
ザ
ル
事

　
九
、
本
町
居
住
者
ガ
積
立
二
加
入
シ
若
シ
他
町
へ
移
転
セ
ラ
ル
・
モ
該
積
立

　
　
　
金
ハ
払
戻
シ
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
十
、
本
町
内
家
主
ニ
シ
テ
不
動
産
ヲ
他
二
売
却
シ
タ
ル
時
モ
九
條
ト
同
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
x
後
）

十
一
、
積
立
金
ハ
山
笠
建
設
ヲ
終
了
向
総
決
算
ノ
上
各
自
支
出
割
方
差
引
ノ
上

　
　
　
不
足
金

ヲ
生
シ
タ
ル
時
ハ
取
立
過
剰
金
ア
ル
時
ハ
直
チ
ニ
割
戻
シ
ス
ル

　
　
　
モ
ノ
ト
ス

十
二
、
家
主
ノ
積
立
金
ハ
各
年
二
回
取
立
ス
ル
事

　
　
　
　
　
毎
七
月
　
毎
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
x
若
）

十
三
、
各
項
承
認
ノ
上
捺
印
シ
尤
シ
規
約
改
廃
ス
ル
時
ハ
各
居
住
者
ノ
三
分
ノ
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二
以
上

ノ
承
諾
ヲ
得
ル
事

　
以
上

昭

和
十
年
七
月
吉
辰

　
　
右
各
條
項
承
認
ノ
上
記
名
捺
印
ス

　
昭
和
十
年
七
月
　
日

切
立
金
額
　
　
左
之
通
リ
八
月
ヨ
リ
取
立

、
、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、　　、

金
五
十
三
銭

金
五
十
三
銭

〃

四
十
六
銭

〃

四
十
六
銭

〃

五
十
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ま
ず
、
前
半
部
の
全
一
三
条
の
規
約
を
検
討
し
よ
う
。
祭
礼
当
番
用
の
積
立
金
は

古
漢
町
に
一
八
年
に
一
度
巡
っ
て
く
る
山
笠
本
当
番
と
三
十
数
年
に
一
度
巡
っ
て
く

る
稚
児
当
番
（
こ
れ
も
芥
屋
町
と
催
合
で
あ
る
が
、
本
当
番
・
半
当
番
の
別
は
な
く

毎
回
対
等
の
関
係
だ
っ
た
）
に
た
い
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
古
漢
町

が
勤
め
る
次
の
山
笠
本
当
番
は
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
七
月
で
、
稚
児
当
番
は

昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
の
四
月
三
〇
日
と
五
月
一
日
で
あ
っ
た
。
両
当
番
費
用

と
も
、
積
立
は
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
七
月
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。

　

そ
の
負
担
者
に
つ
い
て
は
第
二
条
に
「
本
町
居
住
者
（
世
帯
主
）
井
二
家
主
」
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

費
用
の
割
当
法
と
し
て
は
間
口
割
・
軒
別
割
・
等
級
割
の
三
つ
が
あ
り
、
毎
年
町

役
員
が
適
切
と
思
わ
れ
る
方
法
を
一
つ
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

間
口
割
は
宅
地
の
表
口
の
長
さ
に
お
う
じ
て
割
当
額
を
決
め
る
や
り
方
で
あ
る
。

軒
別
割
は
あ
る
金
額
を
表
店
の
軒
数
で
割
る
も
の
で
、
よ
っ
て
各
表
店
へ
の
割
当
額

は
平
等
と
な
る
。
等
級
割
は
負
担
者
の
納
税
額
の
多
少
に
お
う
じ
た
賦
課
法
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
第
五
条
に
は
「
本
町
居
住
者
ノ
積
立
ハ
日
切
ヨ
リ
引
サ
ル
事
」
と
あ
り
、

第
一
二
条
に
は
「
家
主
ノ
積
立
金
ハ
各
年
二
回
取
立
ス
ル
事
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
抱

の
家
屋
敷
を
所
有
し
貸
し
出
し
て
い
る
町
内
の
表
店
世
帯
主
は
表
店
世
帯
主
と
し
て

の

積
立
金
を
収
め
る
ほ
か
に
、
抱
の
家
屋
敷
の
地
主
兼
家
主
と
し
て
の
積
立
金
も
負

担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
〇
条
で
は
「
家
主
」
の
替
わ
り
に
「
本
町
内
家

主
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
右
の
「
家
主
」
と
同
義
で
あ
る
。

　
後
半
部
の
検
討
に
移
る
。
後
半
部
は
町
内
の
各
積
立
金
負
担
者
名
（
各
表
店
世
帯

主
名
）
と
そ
の
割
当
率
の
一
覧
と
な
っ
て
い
る
。
負
担
者
は
一
二
人
を
数
え
る
。

　
積
立
金
の

徴
収
は
、
前
半
部
の
第
四
条
に
は
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
七
月
か
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ら
開
始
す
る
と
あ
っ
た
が
、
後
半
部
の
冒
頭
に
は
「
八
月
ヨ
リ
取
立
」
と
あ
り
、
わ

ず
か
に

齪
鋸
が
あ
る
。

　
割
当
額
の
合
計
は
一
〇
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
各
負
担
者
の
実
際
の
割
当

額
で
は

な
く
、
一
〇
円
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
各
負
担
者
の
割
当
率
で
あ
る
。

日
切
掛
金
の
各
徴
収
期
の
終
了
時
（
つ
ま
り
計
算
日
）
に
そ
の
徴
収
期
に
必
要
な
積

立
金
の

総
額

を
決
め
、
そ
の
額
を
こ
の
割
当
率
に
も
と
つ
い
て
各
負
担
者
に
割
り
付

け
た
う
え
で
各
自
の
日
切
掛
金
か
ら
差
し
引
き
、
積
み
立
て
る
こ
と
に
し
て
い
た
の

で

あ
る
。
た
と
え
ば
半
田
浅
次
郎
の
場
合
、
各
徴
収
期
に
積
立
金
総
額
の
五
・
三

パ

ー
セ
ン
ト
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
「
吉
積
健
二
は
「
吉
積
健
二
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
健
一
は
健
二
の
長

男
で
あ
る
が
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
生
ま
れ
な
の
で
こ
の
と
き
は
ま
だ
子
供
で

あ
っ
た
（
吉
積
久
幸
氏
談
）
。
記
名
は
自
署
で
は
な
く
、
誤
り
を
訂
正
せ
ず
に
健
二

は
捺
印
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
第
八
条
は
電
燈
料
割
戻
金
を
積
立
金
に
加
え
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

前
述
し
た
電
燈
料
の
五
分
の
割
引
分
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
覧
に
は
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
末
ま
で
削
除
と
加
筆
が

な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
転
出
者
の
削
除
と
転
入
者
の
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か

し
ほ
と
ん
ど
修
正
年
月
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
引
用
に
さ
い
し
て
は
混
乱
を

避

け
る
た
め
に
作
成
当
時
の
原
文
の
み
を
示
し
た
。
た
だ
し
そ
の
加
筆
箇
所
を
み
る

と
転
入
者
に
も
割
当
金
は
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
一
〇
円
を
目
安
と
し
た
徴
収
が
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ら
く
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
削
除
と
加
筆
に
さ
ら
に
注
目
し
て
み
る
と
、
ま
ず
二
二
番
地
に
居
住
し
て
い
た

「
山
田
清
」
の
転
出
後
に
「
内
田
」
（
内
田
正
雄
）
が
、
一
五
番
地
に
居
住
し
て
い
た

「薄
」
の
転
出
後
に
「
今
泉
」
（
今
泉
十
郎
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
転
入
し
て
い
る
。
そ
し

て

転
入
者
の
割
当
率
は
ど
ち
ら
も
転
出
者
の
割
当
率
に
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
転
出

入
の

な
か
っ
た
番
地
を
み
る
と
割
当
率
に
は
い
っ
さ
い
変
更
は
な
い
。
以
上
の
こ
と

か

ら
、
こ
の
一
覧
の
作
成
時
に
採
用
さ
れ
た
割
当
法
は
間
口
割
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
末
ま
で
継
続
さ
れ
た
こ
と
も

わ
か
る
。

　
し
か
し
別
の
削
除
・
加
筆
箇
所
を
み
る
と
、
「
参
十
五
銭
」
が
割
り
当
て
ら
れ
て

い

た
一
一
番
地
の
「
山
浦
」
が
転
居
し
た
あ
と
同
所
に
転
入
し
て
き
た
「
大
野
」
に

は
「
十
一
年
六
月
ヨ
リ
」
「
四
拾
銭
」
が
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
大
野
の

転
出
後
に
同
所
に
転
入
し
て
き
た
「
島
田
」
（
次
平
ま
た
は
治
平
）
に
は
「
十
五
年

六
月
ヨ
リ
」
「
弐
十
五
銭
」
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
増
減
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
転
出
入
や
空
家
へ
の
入
居
な
ど
に
よ
っ
て
割
当

率
の
合
計
が
一
〇
円
丁
度
に
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
二
番
地
に
お
け
る
二

度
の
転
入

に
さ
い
し
て
町
が
強
引
に
合
計
額
を
一
〇
円
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
割
当

率
を
増
減
さ
せ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
お
く
。
ち
な
み
に
こ
の
一
覧
で
修
正
年
月
が
記

さ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。

　
二
番
地

は
一
覧
の
原
文
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
金
光
教
北
九
州
教
務
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
と
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
四
月
に
同
番
地
に
金
光
教
大
浜
小
教
会
所

が
設
立

さ
れ
た
と
い
う
。
当
時
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
信
者
（
表
4
の
誰
か
か
と
思
わ

れ

る
が
、
特
定
で
き
な
か
っ
た
）
の
家
を
教
会
と
し
て
利
用
し
た
も
の
ら
し
い
。

　

こ
の
番
地
に
は
昭
和
初
期
ま
で
秋
山
鉄
工
所
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
閉
鎖
後
は
し
ば

ら
く
空
地
に
な
っ
て
い
た
（
柴
田
邦
土
く
氏
談
）
。
そ
の
た
め
原
文
に
は
記
さ
れ
な

か

っ

た
わ
け
で
あ
る
。
や
が
て
大
浜
小
教
会
所
が
独
立
し
た
建
物
と
し
て
建
て
ら
れ
、

教
会

に
隣
接
し
て
裏
手
に
は
こ
れ
を
管
理
す
る
金
光
教
職
員
の
住
居
も
建
て
ら
れ
、

松

田
岩
男
が
息
子
の
敏
彦
一
家
と
と
も
に
着
任
し
た
（
柴
田
邦
夫
氏
・
泉
宏
治
氏

談
）
。
お
そ
ら
く
、
金
光
教
で
は
こ
の
屋
敷
を
買
収
し
た
う
え
で
教
会
施
設
と
住
居

を
建
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
覧
に
は
「
松
田
」
に
五
〇
銭
を
割
り
当
て
る
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
松
田
岩
男

が
表
店
世
帯
主
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）

年
の
暮
れ
か
翌
年
の
初
め
ご
ろ
に
松
田
岩
男
は
死
去
し
（
泉
宏
治
氏
談
）
、
敏
彦
が

そ
の
ま
ま
あ
と
を
継
い
で
こ
の
教
会
の
管
理
者
と
な
っ
た
。
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八
番
地
の
「
幸
田
」
の
条
に
つ
い
て
は
、
割
当
率
は
そ
の
ま
ま
に
名
前
だ
け
に
抹

消
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
九
番
地
の
「
淀
川
豊
次
郎
」
の
条
に
つ
い
て
は
名
前
と
割

当
率
の
両
方
に
抹
消
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
転
出
し
た
わ
け
だ
が
、
い
ず

れ

も
抹
消
事
項
に
替
わ
る
加
筆
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
＝
番
地
に

居
住
し
て
い
た
山
浦
が
幸
田
と
淀
川
の
転
出
後
に
八
・
九
番
地
を
借
地
し
、
両
番
地

に

跨
る
家
屋
を
建
て
て
転
居
し
た
も
の
ら
し
い
。

　
昭

和
一
〇
年
代
の
半
ば
に
は
蓮
井
富
三
郎
（
七
番
地
）
・
山
浦
伊
太
郎
・
泉
次
郎

（
一
〇

番

地
）
の
三
家
が
こ
の
順
で
並
ん
で
い
た
が
、
三
家
の
表
口
は
隙
間
な
く
接

し
て
お
り
、
蓮
井
家
と
泉
家
の
表
口
が
ど
ち
ら
も
二
間
半
程
度
し
か
な
か
っ
た
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
た
か

た

い

し
、
山
浦
家
の
表
口
は
そ
れ
よ
り
か
な
り
広
か
っ
た
（
内
田
恵
太
氏
談
）
か
ら

で

あ
る
。
九
番
地
分
の
割
当
率
は
抹
消
さ
れ
た
ま
ま
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
割
当
合
計

額

の
一
〇
円
を
維
持
す
る
た
め
に
、
山
浦
に
は
八
番
地
分
の
割
当
率
し
か
割
り
当
て

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
柴
田
睦
夫
氏
は
山
浦
に
つ
い
て
、

初
め
は
う
ち
の
裏
貸
家
に
住
ん
で
い
て
商
売
用
の
高
級
な
醤
油
を
自
転
車
で
料

亭
な
ど
に
配
達
し
て
い
た
。
よ
そ
に
店
舗
を
構
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

醤
油
は
家
の
中
か
ど
こ
か
に
置
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
記
憶
に
な
い
。

表
店
に
移
っ
て
か
ら
も
ず
っ
と
配
達
を
続
け
て
お
り
、
よ
く
み
か
け
た
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
た
。
お
金
を
貯
め
て
手
狭
な
裏
貸
家
か
ら
表
店
に
移
り
、
さ
ら
に

よ
り
広
い
表
店
を
建
て
て
そ
こ
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　
一
六
・
一
七
番
地
に
つ
い
て
は
一
覧
に
全
く
出
て
こ
な
い
。
泉
宏
治
氏
に
よ
る
と
、

こ
の
両
番
地
は
庄
野
悟
郎
（
ま
た
は
五
郎
）
居
住
の
a
番
地
お
よ
び
泉
皮
革
問
屋
の

小

さ
な
倉
庫
の
あ
っ
た
b
番
地
と
同
じ
く
祖
父
の
泉
栄
次
郎
氏
の
所
有
地
で
、

昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
ご
ろ
に
は
大
き
な
倉
庫
が
立
っ
て
い
た
と
聞
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
べ

い

る
。
そ
の
あ
と
時
期
は
覚
え
て
い
な
い
が
家
屋
に
改
築
し
て
渡
部
（
ま
た
は

渡
辺
）
と
い
う
人
に
貸
し
た
そ
う
で
、
こ
の
人
の
こ
と
は
覚
え
て
い
る
。
渡
部

さ
ん
の
あ
と
、
昭
和
＝
二
年
ご
ろ
に
ハ
タ
（
秦
か
）
と
い
う
軍
人
の
一
家
が
越

し
て
来
て
、
太
平
洋
戦
争
の
開
始
直
後
に
出
て
行
っ
た
。
御
主
人
が
出
征
し
て
、

御
家
族
は
奥
さ
ん
の
実
家
に
引
き
上
げ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
私
の
叔

父
の

愛
祐
が
こ
こ
に
分
家
し
た
。
ハ
タ
さ
ん
は
福
岡
連
隊
に
勤
務
し
て
い
た
ら

し
い
が
、
留
守
が
ち
で
、
町
の
活
動
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

と
の
こ
と
で
あ
る
。
両
番
地
は
一
覧
の
作
成
当
時
は
ま
だ
倉
庫
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

渡
部
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
町
は
ハ
タ
か
ら
積
立
金
を
徴
収
で
き
な

か
っ

た

よ
う
で
あ
る
。
原
文
に
載
っ
て
お
ら
ず
加
筆
も
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
右
の

事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
c
番
地
に
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
「
西
嶋
」
の
条
に
つ
い
て
述
べ
る

と
、
名
前
と
割
当
率
の
両
方
に
抹
消
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
替
わ

る
加
筆
は
な
い
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
後
掲
の
表
9
に
出
て
い
る
水
浦
次
八
は

c
番
地
に
居
住
し
て
い
た
そ
う
な
の
で
、
西
嶋
の
転
出
後
に
（
西
嶋
の
次
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
）
水
浦
が
転
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
c
番
地
の
ま

え
に
は
b
番
地
の
小
倉
庫
が
あ
っ
て
芥
屋
町
筋
に
面
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を

考
慮
に
入
れ
な
い
形
で
西
嶋
も
水
浦
も
表
店
世
帯
主
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
番
地
と
二
〇
番
地
も
一
覧
の
原
文
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
覧
作
成
当
時

は
空
地
な
い
し
空
家
だ
っ
た
ら
し
い
。
の
ち
に
こ
こ
に
は
「
瀬
戸
寛
二
」
（
ま
た
は

寛
次
）
が
転
入
し
、
四
六
銭
を
割
り
当
て
る
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
一
月
に
な
る
と
第
四
の
記
事
で
あ
る
「
改
正

別
途
積
立
金
」
が
作
ら
れ
、
積
立
金
の
徴
収
の
改
正
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の

時
点
で
の
各
積
立
金
負
担
者
名
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
徴
収
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は

何
を
ど
う
改
正
し
た
の
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

負
担
者
は
二
〇
人
に
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
同
筆
で
捺
印
は
な
い
。
こ
の
記
事
の

負
担
者
に
つ
い
て
は
聞
き
取
り
調
査
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
が
よ
く
記
憶
し
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て
お

ら
れ
た
の
で
、
居
住
番
地
の
ほ
か
に
職
業
も
丸
括
弧
内
に
補
っ
て
お
く
。

　
改
正
別
途
積
立
金

昭
和
十
六
年
一
月
　
日

　
　
　
半
田
浅
次
郎

　
　
　
川
野
次
吉

　
　
　
幾
度
庸
一

　
　
　
片
桐
亀
吉

　
　
　
尾
崎
幸
祐

　
　
　
柴
田
喜
助

　
　
　
蓮
井
富
三
郎

　
　
　
山
浦
伊
太
郎

　
　
　
泉
　
次
郎

　
　
　
島
田
次
平

　
　
　
岡
本
三
郎

　
　
　
内
田
正
雄

　
　
　
吉
積
健
二

　
　
　
今
泉
十
郎

　
　
　
庄
野
悟
郎

　
　
　
泉
栄
次
郎

　
　
　
瀬
戸
寛
二

　
　
　
西
頭
徳
太
郎

　
　
　
西
頭
長
右
衛
門

　
　
　

川
野
吉
平

（
1
。
席
貸
業
）

（
3
。
仕
出
業
）

（
4
東
。
畳
店
）

（
4
西
。
蒲
鉾
店
）

（
5
。
理
髪
店
）

（
6
。
燃
料
店
か
）

（
7
。
建
具
店
ま
た
は
文
房
具
問
屋
）

（
8
と
9
。
醤
油
問
屋
）

（
1
0
。
1
8
の
皮
革
問
屋
に
勤
務
）

（
1
1
。
大
工
）

（
1
2
。
樽
問
屋
）

（
1
3
。
畳
店
）

（
1
4
。
薪
炭
問
屋
）

（
1
5
。
飲
食
店
）

（
a
。
青
果
店
）

（
1
8
。
皮
革
問
屋
）

（19

と
2
0
。
金
物
問
屋
）

（
2
1
。
株
式
会
社
福
岡
魚
市
場
に
勤
務
）

（
2
2
。
貸
間
業
な
ど
）

（2
3
。
料
亭
）

　
こ
の
記
事
は
松
田
岩
男
の
死
去
の
直
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
松
田
敏
彦

の
名
前
が
な
い
の
は
、
松
田
家
は
転
出
す
る
の
で
は
な
い
か
と
町
が
考
え
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
松
田
家
は
結
局
町
に
留
ま
っ
た
。

　
最
後
の
記
事
、
「
昭
和
拾
五
年
十
月
廿
蹟
田
須
賀
神
社
御
神
幸
」
に
つ
い
て
は
表
9

に
ま
と
め
た
。
こ
の
記
事
は
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
一
〇
月
に
な
さ
れ
た
祇
園

社
の

御
神
幸
に
た
い
す
る
町
内
寄
附
金
一
覧
で
あ
る
。
史
実
で
は
な
い
が
、
博
多
の

祇
園
社
は
天
慶
四
（
九
四
一
）
年
に
創
建
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
鎮
座
一

千
年
祭
と
し
て
こ
の
と
き
御
神
幸
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
註
（
1
5
）
で
触
れ
た
と

お
り
こ
の
記
事
の
冒
頭
に
は
「
町
総
代
　
西
頭
徳
太
郎
／
取
締
役
　
川
野
吉
平
／
全

　
西
頭
長
右
衛
門
」
と
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
二
三
人
分
の
寄
附
金
の
一
覧
が
続
い
て

い

る
。
こ
れ
が
こ
の
と
き
の
表
店
世
帯
主
の
全
員
で
あ
ろ
う
。

⑤
戦
時
体
制
下
の
古
漢
町

　
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
七
月
に
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
が
長
期
化
の
様
相
を
み

せ

る
な
か
、
第
一
次
近
衛
内
閣
は
同
年
八
月
二
四
日
に
「
国
民
精
神
総
動
員
実
施
要

綱
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
以
後
、
こ
れ
に
も
と
つ
い
て
戦
意
高
揚
・
戦
争
協
力
の
た

め

の
各
種
の
官
製
国
民
運
動
が
幅
広
く
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
運
動
は
国
民
精
神
総
動

員
運
動
と
呼
ば
れ
、
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
六
月
に
始
ま
る
新
体
制
運
動
に
引

き
継
が
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
運
動
を
通
じ
て
戦
時
体
制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
な
か
、
古
漢
町
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ま
ず
前
出
の
「
昭
和
十
二
年
十
月
　
支
那
事
変
特
別
町
費
」
が
作
成
さ
れ
た
。
支
那

事
変
特
別
町
費
と
は
国
民
精
神
総
動
員
運
動
に
か
ん
す
る
町
内
の
共
同
事
業
に
要
す

る
費
用
の
こ
と
で
、
表
店
の
世
帯
主
た
ち
が
終
戦
直
前
ま
で
こ
れ
を
拠
出
し
続
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　

そ
の
あ
と
「
昭
和
十
三
年
二
月
十
一
日
古
漢
町
常
会
決
議
録
」
が
作
成
さ
れ
、

昭
和
一
六
（
］
九
四
一
）
年
二
月
一
四
日
ま
で
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
こ

の
記
録
を
中
心
に
議
論
を
進
め
て
い
く
。

　

こ
の
記
録
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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一
、

　
肇

昭
和
十
三
年
二
月
十
三
日
古
渓
町
常
会
ノ
発
会
式
ヲ
挙
行
シ
国
民
精
神
総

動
員
ノ
主
旨
二
副
ワ
ン
事
ヲ
期
ス

　
常
会
と
は
、
国
民
精
神
総
動
員
運
動
お
よ
び
新
体
制
運
動
の
も
と
で
「
或
特
定
の

人
々

が
、
定
期
的
に
万
民
翼
賛
、
臣
道
実
践
の
目
的
の
下
に
集
合
す
る
こ
と
」
で
あ

る
〔
福
岡
市
役
所
編
　
一
九
六
五
　
二
九
〇
〕
。

　
戦
争
の
長
期
化
と
と
も
に
全
国
的
に
市
常
会
・
町
内
会
常
会
・
隣
組
常
会
な
ど
が

整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
古
漢
町
で
も
こ
の
と
き
初
め
て
常
会
が
開
れ
た
。
た
だ
し
こ

の

と
き
古
漢
町
で
は
ま
だ
町
内
会
は
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
町
内
会
常
会

で

は
な
く
町
常
会
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
最
初
の
常
会
で
は
、
常
会
長
に
町
総
代
の
西
頭
徳
太
郎
が
、
副
常
会
長
に
副

町
犠
の
川
野
吉
平
が
・
同
じ
く
副
常
会
長
に
衛
生
組
長
の
西
頭
長
右
衛
門
が
就
任

し
て
い
る
。
町
役
員
を
そ
の
ま
ま
常
会
の
会
長
・
副
会
長
に
転
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
初
の
常
会
で
の
決
議
事
項
の
う
ち
、
主
要
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
以
後
の
常

会
の
開
催
日
時
は
毎
月
一
三
日
午
後
七
時
か
ら
と
し
（
そ
の
後
変
更
あ
り
）
、
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

場
所
は
町
内
に
あ
る
金
光
教
教
会
と
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
「
各
戸
必
ズ
一
名
以
上
常

表9　昭和15（1940）年10月の祇園社
　　　御神幸にたいする古渓町の寄附金

会
二
出
席
ス
ル
事
」
と
「
常
会
ノ
経
費
ハ
特
別
町
費
ヨ
リ
支
出
ノ
事
」
も
決
ま
っ
た
。

　
こ
の
の
ち
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
五
月
一
三
日
開
催
の
第
四
回
常
会
に
お

い

て
、
「
衛
生
費
徴
収
ハ
本
日
ヨ
リ
左
記
通
り
実
行
ノ
事
」
と
し
て
「
表
世
帯
一
戸

十
五
銭
　
裏
世
帯
一
戸
十
銭
」
と
決
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
裏
店
（
裏
貸
家
）
に
居
住

す
る
世
帯
に
は
衛
生
費
は
課
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
以
後
、
彼
ら
も
こ
れ
を
町

に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町
に
た
い
し
て
わ
ず
か
な
が
ら
も
責
任
を
負
う
立
場
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
彼
ら
の
負
担
額
は
表
店
世
帯
の
そ
れ
よ
り
低
く
設
定
さ

れ
た
。

　
さ
ら
に
の
ち
、
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
八
月
六
日
開
催
の
第
三
一
回
常
会
の

議
事
録
に
は
出
席
者
の
姓
ま
た
は
屋
号
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
出
席
者

半
田
、
松
田
、
川
野
、
幾
度
、
片
桐
、
尾
崎
、
柴
田
、
山
浦
、
蓮
井
、
岡
本
、

島
田
、
内
田
、
吉
積
、
今
泉
、
庄
野
、
泉
、
泉
、
瀬
戸
、
西
徳
、
相
長
、
川
野
、

水

浦
、
岩
城
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
全
戸
出
席

寄附金額（単位・円） 寄附者名 記号

15．　00 川野吉平 〉

8．　00 泉　栄次郎 〉

10．　00 西頭徳太郎 〉

7．00 吉積健二 ○

5．00 西頭長右衛門 〉

5．DO 尾崎幸祐 ∨

5．00 半田浅次郎 〉

5．00 幾度庸一 ∨

5．00 瀬戸寛次 ∨

5．　00 松田岩男 〉

4．00 岡本三郎 ○

3．　00 内田 ○

3．00 庄野五郎 ○

3．　00 島田治平 ○

3．00 片桐亀吉 〉

3．00 川野恭平 V

2．00 山浦伊太郎 ○

2．00 柴田喜助 〉

2．00 蓮井富三郎 ○

2．00 今泉十郎 ○

2．00 水浦次八 ○

2．00 岩城ヱイ ○

2．00 泉　次郎 ○

計103．00 23人

2．00

2．00

2．00

2．00

2．00

計103．00

蓮井富三郎

今泉十郎

水浦次八

岩城ヱイ

泉　次郎

23人

○

○

○

○

○

「昭和拾年第七月吉辰　町規約及ビ別途積立
規約」（「西頭資料」12）より作成

※典拠には寄附者名の下に〉または○が付
　されているが、〉は納税組合の上組、○は下

　組を意味している。

そ
し

て
同
年
九
月

五
日

開

催
の
第

回

常
会

の
議
事
録
に

は
　、

「出
席
者
」
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と
し
て
前
回
と
全
く
同
じ
二
三
人
の
姓
ま
た
は
屋
号
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
直
後
に
は
「
外
　
　
裏
、
二
階
住
者
ノ
総
出
席
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

裏
お

よ
び
二
階
の
居
住
者
に
つ
い
て
は
姓
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
最
初
の
常
会
で
の
「
各
戸
必
ズ
一
名
以
上
常
会
二
出
席
ス
ル
事
」
と

い
う
決
議
に
お
け
る
「
各
戸
」
と
は
、
表
店
を
指
し
て
い
る
。
同
様
に
、
第
三
一
回

常
会
に
お
け
る
「
全
戸
」
も
表
店
を
指
し
て
い
る
。
「
二
戸
ヲ
構
ヘ
タ
ル
」
、
町
の
正

式

な
構
成
員
と
は
表
店
の
世
帯
主
だ
っ
た
。
彼
ら
だ
け
が
町
の
寄
合
に
出
席
し
て
町

の

運
営

に
参
加
で
き
、
町
に
た
い
し
て
種
々
の
金
銭
負
担
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
こ

と
が
、
こ
こ
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　
一
方
、
裏
店
居
住
者
と
二
階
居
住
者
（
表
店
内
の
借
間
人
）
は
第
三
二
回
常
会
か

ら
常
会
へ
の
出
席
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
の
改
変
の

理
由
は
古
漢
町
の
内
部
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
の
常
会
で
の
決
議

事
項
の
一
つ
に
次
の
よ
う
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

、
新
体
制
二
依
ル
常
会
ノ
細
胞
組
織
ト
シ
テ
其
ノ
命
ニ
ョ
リ
隣
保
組
合
ヲ
設

一　

定
ス

　

町
内
ト
シ
テ
ハ
全
戸
ヲ
四
割
シ
各
隣
保
組
合
制
度
ト
ス
　
左
二
各
隣
保
組

　

合
ノ
班
長
ヲ
定
ム

　
　
　

第
一
班
長
、
川
野
又
吉

　
　
　

第
二
班
長
、
泉
省
太
郎

　
　
　

第
三
班
長
、
尾
崎
幸
祐

　
　
　

第
四
班
長
、
吉
積
健
二

　

尚
此
組
合
二
各
女
子
組
ヲ
設
ケ
女
組
二
会
長
ヲ
定
ム

　

こ
の
決
議
は
明
ら
か
に
、
四
日
前
の
九
月
＝
日
に
発
せ
ら
れ
た
「
内
務
省
訓
令

第
一
七
号
　
部
落
会
町
内
会
等
整
備
要
項
」
（
同
日
付
「
官
報
」
に
掲
載
）
に
も
と

つ
い
て

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
訓
令
の
目
的
の
一
つ
は
「
隣
保
団
結
ノ
精
神
二
基
キ
市
町
村
内
住
民
ヲ
組
織

結
合
シ
万
民
翼
賛
ノ
本
旨
二
則
リ
地
方
共
同
ノ
任
務
ヲ
遂
行
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
で

あ
っ
た
。
内
務
省
は
村
落
部
の
部
落
会
と
都
市
部
の
町
内
会
を
本
格
的
に
整
備
す
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
部
落
会
及
町
内
会
ハ
区
域
内
全
戸
ヲ
以
テ

組
織
」
し
、
「
部
落
常
会
及
町
内
常
会
ハ
会
長
ノ
招
集
二
依
リ
全
戸
集
会
ス
ル
コ

ト
」
が
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
「
部
落
会
及
町
内
会
ノ
下
二
十
戸
内
外
ノ
戸
数
ヨ
リ

成
ル
隣
保
班
（
名
称
適
宜
）
ヲ
組
織
」
し
、
「
隣
保
班
ノ
常
会
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト
」

も
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
訓
令
を
受
け
て
古
漢
町
で
は
取
り
急
ぎ
隣
保
班
（
隣
保
組

合
）
の
み
は
設
け
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
訓
令
に
い
う
「
区
域
内
全
戸
」
と
は
文
字
ど
お
り
の
全
戸
で
あ
り
、
そ
こ
で

古
漢
町
に
お
い
て
も
裏
店
居
住
者
と
借
間
人
を
新
た
に
常
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
。
以
後
も
通
常
の
常
会
に
は
、
彼
ら
は
出
席
し
て
い
る
。

　
ひ

と
ま
ず
こ
の
あ
た
り
に
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
町
組
織
の
変
化
を
看
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
国
策
を
短
期
間
に
町
内
の
全
住
民
に
浸
透
さ
せ
戦
争
遂
行
に
積
極
的

に
協
力
さ
せ
る
た
め
、
町
内
全
戸
を
平
等
に
組
織
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
上
か
ら
の
改
変
で
あ
り
、
戦
時
体
制
へ
の
協
力
と
い
う
面
以
外
で
町
内
全
戸
の
平

等
が
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
裏
店
・
借
間
の
世
帯
主
に
は
あ

い
か

わ
ら
ず
町
役
員
の
選
挙
権
な
ら
び
に
被
選
挙
権
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
の
一
二
月
二
日
に
開
催
さ
れ

た
「
臨
時
常
会
」
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
こ
の
と
き
、
町
内
会
創
立
・
旧
町
総
代
以
下
の
町
役
員
の
辞
任
・
隣
組
創
立
（
四

班
か

ら
成
る
隣
保
組
合
を
二
組
か
ら
成
る
隣
組
に
改
組
）
・
町
内
会
長
の
選
任
・
隣

組
長
の
選
任
・
学
校
委
員
の
選
任
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
投
票
の
結
果
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。町

内
会
長
　
当
選
　
　
川
野
又
助
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次
点

〃

　
　
　
　
　
〃

隣
組
長
　
　
一
ノ
組

　
全
　
　
　
ニ
ノ
組

学
校
委
員

西
頭
長
右
衛
門

泉
省
太
郎

尾
崎
幸
助

西
頭
長
右
衛
門

泉
次
郎

西
頭
徳
太
郎

　
続
い

て
、
こ
の
と
き
の
出
席
者
二
二
人
の
姓
ま
た
は
屋
号
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
二
二
人
は
、
第
三
一
回
と
第
三
二
回
の
常
会
で
出
席
者
と
し
て
姓
ま
た
は
屋
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
挙
げ
ら
れ
て
い
た
二
三
人
の
う
ち
、
岩
城
を
除
い
た
全
員
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い

ず
れ
も
表
店
の
世
帯
主
で
あ
る
。
彼
ら
は
裏
店
・
借
間
の
世
帯
主
抜
き
で
臨
時
常
会

を
開
き
、
町
内
会
の
役
員
を
選
挙
し
た
。
選
ば
れ
た
の
も
表
店
の
世
帯
主
で
あ
る
。

従
来
の
町
役
員
選
挙
の
場
合
と
同
様
、
町
内
会
役
員
選
挙
に
つ
い
て
も
表
店
の
世
帯

主
だ

け
が
選
挙
権
・
被
選
挙
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
町
内

会
役
員
選
挙
の
た
め
の
臨
時
常
会
に
つ
い
て
は
裏
店
・
借
間
の
世
帯
主
を
招
く
必
要

は
な
く
、
実
際
に
も
彼
ら
は
出
席
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
一
方
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
二
月
一
四
日
開
催
の
常
会
（
通
常
の
常
会
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

し
て
は
第
三
七
回
に
当
た
る
）
で
は
、
念
仏
講
と
入
営
祝
儀
に
か
ん
し
て
次
の
決
議

を
み
た
。

、
念
仏
講
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

準
世
帯

　

但
シ
準
世
帯
不
幸
ノ
場
合
ハ
一
律
二
拾
五
銭
切
立

　
　
　

現
住
者
ノ
直
属
者
タ
ル
事

　
　
（
マ
マ
∀

一
、

入
退
営
応
召
者
二
対
シ
テ
ハ
　
軍
服
代
　
（
表
並
、
脱
力
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

準
世
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

店
員

参
拾
銭

拾
五
銭

拾
円
程
度

五
円

参
円

　
ま
ず
、
準
世
帯
（
裏
店
世
帯
と
借
間
世
帯
）
か
ら
も
念
仏
講
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
つ
い
で
、
従
来
そ
の
額
が
町
役
員
の
協
議
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
決
め
ら

れ
て

い

た
入
営
者
に
た
い
す
る
町
か
ら
の
祝
儀
が
こ
こ
で
き
ち
ん
と
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
両
条
と
も
準
世
帯
の
人
間
は
表
店
世
帯
の
人
間
よ
り
も
一
段
低
い
扱
い
に
留

め

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
店
員
は
そ
れ
よ
り
も
低
い
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
こ
の
と
き
の
常
会
で
は
、
前
年
末
の
町
内
会
と
隣
組
の
発
足
を
受
け
て
「
常

会
新
組
織
二
伴
フ
隣
組
分
離
常
会
開
催
並
二
五
日
実
施
二
決
定
」
と
な
っ
た
。
従
来

の
町
常
会
を
町
内
会
常
会
と
し
、
そ
れ
と
は
べ
つ
に
毎
月
五
日
に
隣
組
常
会
を
開
催

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
内
務
省
訓
令
に
そ
っ
て
町
内
会
常
会
と
隣
組
常
会
を
そ

れ
ぞ
れ

開
催
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
の
町
常
会
を
最
後
に

「
昭
和
十
三
年
二
月
十
一
日
　
古
漢
町
常
会
決
議
録
　
古
漢
町
」
の
記
述
は
事
実
上

終
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
ろ
の
準
世
帯
の
数
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
お
く
。
昭
和
一
五
（
一
九
四

〇
）
年
＝
月
一
五
日
開
催
の
第
三
四
回
常
会
の
議
事
録
に
は
こ
の
と
き
の
出
席
者

三
六
人

と
欠
席
者
一
〇
人
の
、
計
四
六
人
の
姓
ま
た
は
屋
号
が
き
ち
ん
と
挙
げ
ら
れ

て

い

る
。
こ
れ
が
当
時
の
町
内
の
全
世
帯
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
前
掲

の

表
店
世
帯
主
の
二
三
人
を
除
い
た
残
り
の
二
三
人
が
準
世
帯
主
と
な
る
。
そ
の
準

世
帯
主
二
三
人
の
姓
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
・
明
石
・
牟
田
・
石
藏
・
大
曲
・
吉
岡
・
亀
崎
・
藤
木
・
大
庭
・
綱
脇
・

古
賀
・
小
林
・
池
田
・
梅
崎
・
平
・
鴨
打
・
大
井
・
冨
山
・
小
松
・
安
藤
・
後

藤
・
添
田
・
遠
藤

　
以
上
み
て

き
た
と
お
り
準
世
帯
の
人
間
は
町
の
正
式
な
構
成
員
と
は
認
め
ら
れ
て

い

な
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
で
は
彼
ら
は
山
笠
本
当
番
運
営
は
と
も
か
く
と
し
て
、

山
昇
き
へ
の
参
加
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
聞
き
取
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り
調
査
か
ら
、
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　
追

い

山
で
は
多
数
の
加
勢
人
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
山
笠
本
当
番
に
か
ん
す

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

る
古
漢
町
の
支
出
記
録
に
よ
る
と
、
古
漢
町
は
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
七
月
一

五

日
に
加
勢
町
・
藏
本
町
・
芥
屋
町
に
合
わ
せ
て
酒
三
升
（
六
円
七
五
銭
分
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

贈
っ
て
い
る
。
こ
の
日
の
追
い
山
終
了
後
、
西
町
流
に
来
て
い
た
加
勢
町
、
同
年
の

山
笠
当
番
の
藏
本
町
、
来
年
の
山
笠
半
当
番
の
芥
屋
町
に
た
い
し
て
、
来
年
の
山
笠

本
当
番
の
古
渓
町
が
協
力
要
請
の
た
め
に
酒
を
一
升
ず
つ
贈
っ
た
の
で
あ
る
。

　
加
勢
町
の
人
間
以
外
に
も
昇
き
手
と
後
押
し
の
要
員
は
多
い
ほ
ど
い
い
わ
け
で
、

と
く
に
古
漢
町
は
戸
数
の
少
な
い
小
町
だ
っ
た
の
で
、
準
世
帯
の
人
間
も
山
昇
き
へ

の
参
加
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
戦
時
下
で
出
征
男
性
が
多
く
て
男
手
が
不
足
し
て
い

た
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、
な
お
さ
ら
歓
迎
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
理
由
で

店
員
と
奉
公
人
の
参
加
に
つ
い
て
も
原
則
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
博
多
で
は
江
戸
時
代
以
来
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
）
、
町
ご
と

に
男
性
に
よ
る
年
齢
階
梯
制
が
存
在
し
、
近
代
に
お
い
て
は
子
供
組
（
六
歳
ご
ろ
か

ら
）
・
若
手
組
（
ま
た
は
若
者
組
。
一
五
歳
ご
ろ
か
ら
）
・
中
年
組
（
二
五
歳
ご
ろ

か

ら
）
・
老
人
組
（
ま
た
は
年
寄
組
。
五
〇
歳
ご
ろ
か
ら
）
と
い
う
四
つ
の
年
齢
集

団
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
　
一
九

七
五
　
一
～
二
七
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　

前
述
し
た
山
笠
本
当
番
に
か
ん
す
る
古
漢
町
の
支
出
記
録
に
も
、
「
子
供
組
」
へ

の
言
及
こ
そ
な
い
が
、
「
若
手
組
」
「
中
年
組
」
「
老
人
組
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。

古
漢
町
に
も
他
町
と
同
様
の
年
齢
階
梯
制
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
町
の
準

世

帯
の
人
間
や
店
員
・
奉
公
人
は
祇
園
山
笠
の
さ
い
に
は
い
ち
お
う
年
齢
階
梯
制
に

組
み
込

ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
該
当
す
る
年
齢
集
団
に
加
わ
っ
て
活
動
し
て

い

た
。
し
か
し
準
世
帯
の
大
人
は
祭
礼
組
織
の
役
職
に
は
や
は
り
就
け
な
か
っ
た
と

い
う
。

⑥
聞
き
取
り
調
査
か
ら
み
た
昭
和
前
期
の
古
漢
町

一
節
　
情
報
提
供
者
に
つ
い
て

　
筆
者
は
平
成
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
一
月
一
四
日
、
福
岡
市
博
多
区
に
お
い
て
、

戦
前
生

ま
れ
の
古
漢
町
関
係
者
数
名
か
ら
、
昭
和
前
期
の
古
漢
町
に
か
ん
す
る
話
を

伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
二
月
一
二
日
ま
で
し
ば
し
ば
電
話
に
よ
る
補
足
調
査

を
お
こ
な
っ
た
。
お
も
な
情
報
提
供
者
五
名
の
御
氏
名
な
ど
を
御
本
人
の
許
可
を
得

た
う
え
で
、
以
下
に
記
し
て
お
く
。

◎

柴
田
睦
夫
氏
。
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
一
二
月
一
二
日
、
古
漢
町
六
番
地
の

柴
田
喜
助
氏
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
同
番
地
は
喜
助
氏
の
所
有
地
だ
っ
た
。
喜

助
氏
は
初
め
家
業
の
豆
腐
屋
を
営
ん
で
い
た
が
、
睦
夫
氏
が
物
心
つ
い
た
こ
ろ
に
は

他

町
の
吉
田
金
物
問
屋
に
勤
務
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が

退
職
し
て
燃
料
の
小
売
店
を
始
め
、
コ
ー
ク
ス
や
練
炭
な
ど
を
扱
っ
た
。
六
番
地
に

は
い
ず
れ
も
二
階
建
て
の
三
棟
の
家
屋
が
あ
っ
た
。
柴
田
家
は
道
路
に
面
し
た
母
屋

に
居
住
し
て
い
た
。
中
の
棟
は
小
さ
な
中
庭
（
坪
庭
）
を
挟
ん
だ
む
こ
う
側
に
あ
り
、

母
屋
と
は
短
い
縁
側
（
表
口
か
ら
み
て
右
側
に
位
置
）
で
繋
が
っ
て
い
た
。
さ
ら
に

そ
の
奥
に
も
別
棟
が
あ
っ
た
。
三
棟
と
も
通
り
土
間
（
表
口
か
ら
み
て
左
側
に
位

置
）
が
あ
り
、
一
階
に
炊
事
場
が
あ
っ
た
。
中
の
棟
と
奥
の
棟
は
そ
れ
ぞ
れ
階
ご
と

に
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
。

◎
柴
田
邦
夫
氏
。
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
三
月
八
日
、
古
漢
町
六
番
地
の
柴
田
喜

助
氏
の
三

男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
睦
夫
氏
の
弟
。
父
喜
助
氏
は
体
調
を
崩
し
て
吉
田

金
物
問
屋
を
や
め
て
長
く
自
宅
で
療
養
し
て
お
り
、
退
職
後
に
燃
料
店
を
始
め
た
の

は
実
質
的
に
は
御
母
堂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
裏
貸
家
の
借
主
は
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い
ず
れ
も
家
族
持
ち
だ
っ
た
と
い
う
。

　
　
ひ
ろ
は
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う

◎
泉
宏
治
氏
。
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
九
月
二
二
日
、
古
漢
町
一
八
番
地
の
泉
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

太
郎
氏
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
弟
に
恒
次
郎
氏
が
い
る
。
省
太
郎
氏
は
皮
革
問

屋
を
営
む
栄
次
郎
氏
の
長
男
で
、
栄
次
郎
氏
と
同
居
し
て
い
た
。
同
番
地
は
栄
次
郎

氏
の
所
有
地
だ

っ

た
。
栄
次
郎
氏
に
は
省
太
郎
氏
の
ほ
か
次
郎
・
俊
郎
・
愛
祐
と
い

う
息
子
が
い
た
。
宏
治
氏
が
物
心
つ
い
た
こ
ろ
に
は
次
郎
氏
は
す
で
に
結
婚
し
て
お

り
（
第
一
子
で
あ
る
長
女
が
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
＝
月
に
誕
生
）
、
町
内

の
一
〇
番
地
（
栄
次
郎
氏
所
有
）
に
居
住
し
、
父
の
問
屋
に
通
っ
て
い
た
。
俊
郎
氏

は

太
平
洋
戦
争
中
は
佐
賀
市
で
配
給
店
を
営
ん
で
い
た
。
愛
祐
氏
は
太
平
洋
戦
争
開

始
後

ほ
ど
な
く
実
家
を
出
て
、
栄
次
郎
氏
所
有
の
一
六
・
一
七
番
地
に
転
居
し
、
父

の

問
屋
に
通
っ
た
。
栄
次
郎
氏
は
本
町
内
家
主
に
該
当
す
る
が
、
昭
和
一
〇
年
代
に

彼
以
外

に
本
町
内
家
主
が
い
た
の
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
よ
し
た
か

◎
内
田
恵
太
氏
。
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
一
一
月
一
日
、
石
堂
町
流
上
金
屋
町
の
内

田
正
雄
氏
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
兄
に
繁
樹
氏
が
い
る
。
恵
太
氏
が
生
ま
れ
た

当
時
、
正
雄
氏
は
上
金
屋
町
か
ら
他
町
の
畳
店
に
通
っ
て
い
た
職
人
だ
っ
た
。
昭
和

＝
二
（
一
九
三
八
）
年
秋
、
古
渓
町
一
三
番
地
の
畳
職
人
山
田
清
が
店
を
畳
ん
で
他

町
に
転
出
す
る
さ
い
、
正
雄
氏
は
そ
の
屋
敷
と
家
屋
を
借
り
受
け
（
つ
ま
り
店
借
）

て

古
漢
町
に
転
入
し
、
独
立
し
た
。
山
田
は
他
町
に
居
住
し
て
古
漢
町
に
家
屋
敷
を

所
有
す
る
形
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
彼
は
「
本
町
内
家
主
」
に
た
い
し
て
「
本
町
外

家
主
」
ま
た
は
「
不
在
地
主
」
と
い
え
る
。
昭
和
一
〇
年
代
に
は
彼
以
外
に
も
本
町

外
家
主
は
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
終
戦
直
後
の
福
岡
市
に
よ

る
区
画
整
理
の
さ
い
、
正
雄
氏
は
こ
の
番
地
の
地
主
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
内
田

家
は
幕
末
・
明
治
初
期
に
古
渓
町
に
い
た
今
津
屋
の
内
田
家
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

◎
吉
積
久
幸
氏
。
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
三
月
三
日
、
古
漢
町
一
四
番
地
の
吉

積
健
二
氏
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
長
兄
が
健
一
氏
、
三
兄
が
隆
二
氏
で
あ
る
。

同
番
地
は
健
二
氏
の
所
有
地
だ
っ
た
。
健
二
氏
は
薪
炭
問
屋
を
営
ん
で
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
の
ぶ

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
聞
き
取
り
調
査
は
青
柳
賭
該
伸
氏
と
西
頭
敬
一
郎
氏
の
御
尽
力

に
よ
っ
て
実
現
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
に
先
立
ち
、
両
氏
は
系
図
1
の
作
成
に
さ
い

し
て
、
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
〉
年
一
〇
月
に
西
頭
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
正
定
寺

（石
堂
町
流
上
竪

町
）
で
過
去
帳
と
位
牌
を
調
査
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
両
氏
に
つ
い

て

も
説
明
し
て
お
く
。

◎
青
柳
賭
設
伸
氏
。
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
八
月
一
〇
日
生
ま
れ
。
生
家
は
呉
服

町
流
中
市
小
路
で
、
幼
少
の
こ
ろ
同
流
奥
小
路
に
移
転
。
系
図
1
の
青
柳
千
代
吉
氏

の

孫
で
あ
る
。
家
が
近
か
っ
た
こ
と
と
親
戚
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
戦
前
の
古
漢
町

に
頻
繁
に
遊
び
に
来
て
い
た
。
故
西
頭
昭
三
氏
と
は
奈
良
屋
小
学
校
で
同
級
生
だ
っ

た
。◎

西
頭
敬
一
郎
氏
。
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
一
二
月
一
一
日
、
古
漢
町
二
二
番

地
の
西
頭
長
右
衛
門
氏
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
同
番
地
は
長
右
衛
門
氏
の
所
有

地
だ

っ

た
。
敬
一
郎
氏
が
長
右
衛
門
氏
な
ど
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
長
右
衛
門

氏
は
大
正
時
代
に
は
他
町
の
紙
与
呉
服
店
に
勤
務
し
て
い
た
と
い
う
。
大
正
一
四

（
一
九

二

五
）
年
、
福
岡
市
初
の
百
貨
店
で
あ
る
玉
屋
デ
パ
ー
ト
が
中
洲
（
図
1
で

那
珂
川
に
位
置
し
て
い
る
細
長
い
中
洲
の
こ
と
）
に
開
業
す
る
さ
い
、
紙
与
呉
服
店

は
こ
れ
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
右
衛
門
氏
は
こ
れ
を
可
と
せ
ず
に

退
職
し
、
以
後
、
終
戦
時
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
職
に
従
事
し
た
と
い
う
。
そ
の
間
、
一

貫
し
て
貸
間
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
家
族
向
け
で
は
な
く
学
生
向
け
で
、
ほ
ぼ

常
に
一
人
か
二
人
、
学
生
が
い
た
と
い
う
。
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二
節
　
日
切
り
銭
集
め
と
町
会
計

　
睦
夫
氏
は
上
組
の
日
切
り
銭

く
れ
た
。

（
日
切
掛
金
）
集
め
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て

日
切
り
銭
集
め
は
一
日
交
替
の
当
番
制
で
男
子
小
学
生
の
仕
事
だ
っ
た
。
表
店

世
帯
の
子
供
だ
け
が
や
り
、
貸
間
や
裏
貸
家
の
子
供
は
や
ら
な
か
っ
た
。
他
の

町
で
も
男
子
小
学
生
が
集
め
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
古
漢
町
は
世
帯
数
が
少

な
く
子
供
も
少
な
か
っ
た
の
で
、
一
年
生
の
と
き
か
ら
六
年
生
の
と
き
ま
で
長

く
や
っ
た
。
当
番
前
夜
に
隣
の
家
か
ら
帳
面
と
「
欝
金
袋
」
が
回
っ
て
来
た
。

帳
面
に
は
上
組
の
表
店
各
家
の
名
前
と
収
め
る
べ
き
金
額
が
書
い
て
あ
っ
た
。

当
番
当
日
は
学
校
か
ら
帰
宅
し
た
あ
と
夕
食
時
ぐ
ら
い
ま
で
に
上
組
を
回
っ
て

日
切
り
銭
を
集
め
、
薔
金
袋
に
入
れ
て
い
っ
た
。
受
取
の
さ
い
、
捺
印
は
も
ら

わ

な
か
っ
た
と
思
う
。
記
憶
に
あ
る
か
ぎ
り
、
払
わ
な
か
っ
た
人
は
い
な
か
っ

た
。
だ
い
た
い
一
戸
五
銭
程
度
の
額
で
、
皆
き
ち
ん
と
払
っ
て
く
れ
た
。
集
め

終

わ
る
と
家
に
戻
っ
て
親
に
帳
面
と
骸
金
袋
を
渡
し
た
。
親
は
そ
れ
を
町
会
計

の

所

に
持
っ
て
行
き
、
町
会
計
が
す
ぐ
に
検
め
た
。
そ
れ
が
済
む
と
お
金
は
町

会
計
が
預
か
り
、
帳
面
と
薔
金
袋
は
返
却
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
親
が
次
の
当
番

に
帳
面
と
欝
金
袋
を
届
け
に
行
っ
た
。

　
邦
夫
氏
の
談
話
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
や
は
り
上
組
に
属
し
て
い
た
泉
氏

の
談
話
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
日
切
り
銭
集
め
を
始
め
た
の
は
三
、
四
年
生
の
こ

ろ
だ
っ
た
と
い
う
。
帳
面
が
読
め
て
お
金
の
計
算
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
、

一

、
二
年
生
の
こ
ろ
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
下
組
の
吉
積
氏
は

昭

和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
四
月
に
小
学
校
に
上
が
っ
た
が
、
日
切
り
銭
集
め
を
し

な
い
ま
ま
終
戦
を
迎
え
た
そ
う
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
日
切
り
銭
集
め
の
開
始
時
期
は

町
が
決
め

て

い

た
わ
け
で
は
な
く
、
各
世
帯
の
親
が
決
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
泉
氏
に
よ
る
と
、
当
番
順
は
柴
田
家
（
六
番
地
）
、
泉
家
（
一
八
番
地
）
、
瀬

戸
家
（
一
九
・
二
〇
番
地
）
だ
っ
た
そ
う
で
、
上
組
で
は
番
地
数
の
小
さ
い
家
か
ら

大
き
い
家
へ
と
当
番
を
回
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
下
組
の

内
田
氏
の
話
で
は
、
た
ぶ
ん
一
年
生
ぐ
ら
い
に
日
切
り
銭
集
め
を
始
め
た

と
思
う
が
、
五
、
六
年
生
ご
ろ
に
は
、
す
な
わ
ち
昭
和
一
九
、
二
〇
（
一
九
四
四
、

五
）
年
ご
ろ
に
は
太
平
洋
戦
争
の
激
化
の
せ
い
か
日
切
り
銭
集
め
を
し
て
い
た
か
ど

う
か
よ
く
覚
え
て
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
下
組
で
は
い
く
つ
か
細
か
い
点
で
上
組
と
や
り
方
が
異
な
っ
て
い
た
と
い

う
。
下
組
で
は
受
取
の
さ
い
、
相
手
が
帳
面
に
捺
印
し
た
。
ま
た
金
を
入
れ
る
袋
に

は

と
く
に
呼
び
名
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
帳
面
と
袋
の
ほ
か
に
当
番
札
と
い
う
の
が

あ
っ
た
。
蒲
鉾
板
二
枚
程
度
の
大
き
さ
の
木
の
札
で
、
当
番
前
夜
に
帳
面
と
袋
と
一

緒

に
ま
え
の
当
番
か
ら
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
を
す
ぐ
に
家
の
入
り
口
に
掛
け
て
お
き
、

翌

日
当
番
が
終
わ
る
と
帳
面
と
袋
と
一
緒
に
親
御
さ
ん
が
次
の
当
番
に
渡
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
内
田
氏
に
よ
る
と
、
当
番
順
は
吉
積
家
（
一
四
番
地
）
、
内
田
家
（
一
三
番

地
）
、
岡
本
家
（
一
二
番
地
）
だ
っ
た
そ
う
で
、
下
組
で
は
番
地
数
の
大
き
い
家
か

ら
小
さ
い
家
へ
と
当
番
を
回
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
当
番
の
家
に
男
子
小
学
生
が
い
な
い
場
合
（
ま
た
は
男
子
小
学
生
が
い
て
も
ま
だ

当
番
を
勤
め
て
い
な
い
場
合
）
、
泉
氏
の
話
で
は
そ
の
家
の
主
婦
が
、
内
田
氏
の
話

で

は
小
学
校
を
卒
業
し
た
年
長
の
男
児
が
日
切
り
銭
を
集
め
て
い
た
覚
え
が
あ
る
と

い
う
。
つ
ま
り
上
組
で
も
下
組
で
も
表
店
世
帯
は
す
べ
て
日
切
り
当
番
を
勤
め
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
当
番
を
勤
め
る
男
子
小
学
生
が
い
れ
ば
そ
の
子
が
、
い
な
け
れ

ば
他
の
人

間
が
代
わ
り
に
日
切
り
銭
を
集
め
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。

　

日
切
り
銭
集
め
は
表
店
世
帯
の
役
目
で
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
世
帯
の
男
子
小
学

生
の
役
目
で
あ
っ
た
。
原
則
と
し
て
、
子
供
組
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
お
こ
な
わ
れ

て

い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
町
に
と
っ
て
有
為
な
人
間
を
作
る
こ
と
を
目
的
に
、
日
常

生
活
の
な
か
で
な
さ
れ
た
社
会
教
育
の
一
環
だ
っ
た
と
い
え
る
。
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と
こ
ろ
で
青
柳
氏
に
よ
る
と
、
奥
小
路
で
は
町
内
会
の
運
営
が
隣
組
を
単
位
と
し

て

お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
日
切
り
銭
の
徴
収
が
男
子
小
学
生
か
ら
隣
組
長

の

仕
事
に
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
博
多
の
町
は
だ
い
た
い
ど
こ
で
も
同
じ
だ
っ
た

と
御
教
示
く
だ
さ
っ
た
。

　

こ
の
点
を
考
え
て
み
る
。
前
述
の
と
お
り
、
古
漢
町
で
は
昭
和
一
五
（
一
九
四

〇
）
年
一
二
月
二
日
に
町
内
会
と
二
つ
の
隣
組
が
創
立
さ
れ
、
一
ノ
組
（
上
組
に
相

当
）
の
隣
組
長
に
は
西
頭
長
右
衛
門
氏
が
、
ニ
ノ
組
（
下
組
に
相
当
）
の
隣
組
長
に

は
泉
次
郎
氏
が
就
任
し
た
。
し
か
し
上
組
で
は
、
同
学
年
の
邦
夫
氏
と
泉
氏
が
い
ず

れ

も
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
三
月
の
小
学
校
卒
業
ま
で
日
切
り
銭
集
め
を
し
て

い

た
と
い
う
。
一
方
、
下
組
で
も
、
内
田
氏
は
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
ご
ろ
に

は
確
か
に
日
切
り
銭
集
め
を
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
情
報
提
供
者
は
い
ず
れ

も
、
男
子
小
学
生
の
代
わ
り
に
隣
組
長
（
ま
た
は
そ
の
他
の
大
人
）
が
日
切
り
銭
を

集
め
て
い
た
記
憶
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の

こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
か
り
に
古
渓
町
で
も
隣
組
長
な
ど
が
日
切
り
銭
を

集
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
の
春
以
降
の
こ
と
だ

と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
あ
た
り
は
精
確
に
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
町
会
計
の
数
に
つ
い
て
は
、
柴
田
兄
弟
と
泉
氏
は
一
人
だ
っ
た
と
思
う
、
と
述
べ

て
お

ら
れ
た
。
そ
し
て
柴
田
兄
弟
に
よ
れ
ば
、
西
頭
長
右
衛
門
氏
が
長
く
こ
れ
を
勤

め

て

い
た

と
い
う
。
と
こ
ろ
が
内
田
氏
に
よ
れ
ば
、
名
前
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、

町
会
計
は
上
組
と
下
組
に
そ
れ
ぞ
れ
一
名
、
計
二
名
い
た
は
ず
だ
と
い
う
。
そ
し
て

上
組
当
番
は
上
組
会
計
に
、
下
組
当
番
は
下
組
会
計
に
日
切
り
銭
を
届
け
て
い
た
と

思
う
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
時
期
か
ら
町
会
計
は
一
名
か
ら
二
名
に
変
わ
っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
内
田
氏
の
い
う
町
会
計
と
は
あ
る
い
は
隣
組
長
の
こ
と
だ
ろ

う
か
。
こ
の
あ
た
り
も
精
確
に
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

三
節
　
居
住
形
態
と
営
業
の
特
徴
、
そ
の
他

五

人
の
う
ち
で
最
も
若
い
吉
積
氏
を
除
く
四
人
の
話
で
は
、
昭
和
一
〇
年
代
半
ば

の
上
組
の

表
店
世
帯
主
は
ほ
と
ん
ど
全
員
が
居
付
地
主
、
す
な
わ
ち
居
住
番
地
の
地

主

だ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
二
番
地
は
金
光
教
の
所
有
地
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
d
番

地
の

岩
城
ヱ
イ
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
以
外
の
表
店
世
帯
主
が
全
員

居
付
地
主
だ

っ

た
そ
う
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
が
激
化
す
る
と
、
三
番
地
の
川
野
恭

平
の
よ
う
に
疎
開
し
て
そ
の
旧
宅
を
店
貸
す
る
例
も
あ
っ
た
と
い
う
（
泉
氏
談
）
。

　
一
方
、
下
組
の
表
店
世
帯
主
は
地
借
ま
た
は
店
借
が
多
く
、
上
組
よ
り
転
出
入
が

激

し
か
っ
た
と
い
う
。
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
六
月
一
九
日
の
ア
メ
リ
カ
軍
に

よ
る
福
岡
市
へ
の
大
空
襲
で
古
漢
町
が
壊
滅
し
た
あ
と
、
終
戦
後
に
な
っ
て
も
下
組

の
表
店
世
帯
主
の
ほ
と
ん
ど
が
町
に
戻
ら
な
か
っ
た
の
は
、
土
地
持
ち
が
少
な
か
っ

た
か
ら
だ
（
内
田
氏
談
）
と
い
う
の
は
、
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
個
々
の

世
帯
主
に
つ
い
て
は
居
付
地
主
・
地
借
・
店
借
の
別
は
あ
ま
り
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
前
述
し
た
泉
次
郎
氏
、
泉
愛
祐
氏
、
内
田
正
雄
氏
、
吉
積
健
二
氏
以
外
は
事

情
が
確
実
で

は
な
い
（
た
だ
し
山
浦
伊
太
郎
は
お
そ
ら
く
地
借
で
あ
ろ
う
）
。

　
貸
間
経
営
に
つ
い
て
は
、
四
人
と
も
、
正
確
な
数
は
わ
か
ら
な
い
が
多
く
の
家
が

や

っ

て

お
り
、
古
漢
町
で
は
べ
つ
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ

た
。
手
軽
に
現
金
収
入
を
補
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
戦
前
の
古
漢
町
の
家
屋
は
ほ
と

ん

ど
二
階
建
て
で
（
こ
れ
は
博
多
全
体
の
傾
向
で
も
あ
っ
た
）
、
貸
間
は
母
屋
（
表

店
）
の
後
方
部
、
と
く
に
そ
の
二
階
に
多
か
っ
た
と
い
う
。

　
貸
間
経
営
よ
り
手
間
の
か
か
る
裏
貸
家
経
営
に
つ
い
て
は
、
多
く
は
な
か
っ
た
と

い

う
。
四
人
が
と
も
に
挙
げ
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
柴
田
家
の
裏
貸
家
と
＝
番
地

の
島
田
次
平
の
裏
貸
家
だ
け
で
あ
る
。
島
田
家
で
は
裏
手
の
蔵
を
貸
家
と
し
て
い
て
、

昭
和
一
〇
年
代
に
は
石
藏
家
と
い
う
四
人
家
族
が
長
く
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
青
柳

氏
の

話
で
も
、
町
内
の
す
べ
て
の
番
地
に
出
入
り
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
正

確

に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
記
憶
に
あ
る
か
ぎ
り
で
は
裏
貸
家
は
二
、
三
軒
で
あ
っ
た

と
い
う
。
な
お
古
漢
町
に
は
長
屋
形
式
の
裏
貸
家
は
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
島
田
次
平
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
。
表
4
に
は
大
正
時
代
の
一
一
番
地

の
世
帯
主
と
し
て
島
田
次
助
と
島
田
次
三
郎
の
名
が
出
て
い
る
。
聞
き
取
り
調
査
で
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は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
次
平
は
あ
る
い
は
彼
ら
の
家
族
で
、
他
町
に
転
出
し
た

あ
と
再
び
古
漢
町
の
旧
宅
に
戻
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彼
は
大
工
を
職
と
し
て
お
り
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年

に

古
漢
町
が
山
笠
本
当
番
を
勤
め
た
さ
い
に
は
「
山
大
工
」
の
棟
梁
を
勤
め
た
。
山

大
工
の
仕
事

は
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
、
組
み
立
て
た
山
笠
の
保
管
場
所
た
る
山
小

屋
を
当
番
町
内
の
通
り
に
あ
ら
か
じ
め
建
て
て
お
く
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
山

笠
の
組
み
立
て
（
山
笠
建
設
）
の
最
初
の
段
階
で
あ
る
山
笠
台
の
組
み
立
て
を
お
こ

な
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
の
段
階
（
山
笠
棒
の
取
り
付
け
や
飾
り
物
の
取
り
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
よ
う
か
た

け
な
ど
）
は
「
旦
雇
」
ま
た
は
「
日
傭
方
」
と
呼
ば
れ
る
数
人
の
人
間
が
お
こ
な
う
。

ち
な
み
に
古
漢
町
で
は
こ
の
と
き
、
日
雇
棟
梁
と
し
て
島
田
伊
平
と
い
う
人
物
を

雇
っ
た
。
島
田
次
平
の
血
縁
者
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
話
題

を
替
え
て
昭
和
前
期
の
古
漢
町
の
営
業
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
述
の

と
お
り
古
漢
町
で
は
大
正
時
代
に
な
る
と
多
様
な
営
業
者
が
展
開
し
、
町
と
し
て
の

一
定
の
営
業
傾
向
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
魚
問
屋
と
い
う
同
業
者
の
集
住

が
み

ら
れ
な
く
な
っ
た
か
わ
り
に
、
「
花
街
の
消
費
生
活
を
支
え
る
商
い
を
す
る
家

が
増
え
て
い
っ
た
」
（
青
柳
氏
談
）
と
い
う
こ
と
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。
花
街
と
い

う
の
は
、
古
漢
町
の
す
ぐ
東
に
あ
っ
た
芸
者
街
の
相
生
町
の
こ
と
で
あ
る
。

　
福
岡
県
は
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
に
福
岡
と
博
多
に
散
在
し
て
い
た
町
芸
者

（遊
郭
に

属
さ
な
い
芸
者
）
を
萱
堂
町
に
集
住
さ
せ
た
。
六
年
後
に
は
隣
の
釜
屋
町

と
の
間
に
東
西
路
が
通
さ
れ
、
置
屋
・
待
合
・
料
亭
が
集
ま
っ
た
。
明
治
二
二
二

八
八
九
）
年
に
は
こ
の
一
帯
を
相
生
町
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
芸
者
の
管
理
事
務
所

た
る
券
番
も
設
け
ら
れ
た
。
相
生
券
番
は
大
正
時
代
以
降
は
中
洲
券
番
に
次
第
に
押

さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
に
は
一
八
六
人
も
の
芸

者
を
抱
え
、
相
生
券
番
と
し
て
の
最
盛
期
を
迎
え
た
。
し
か
し
太
平
洋
戦
争
に
よ
る

料
亭
の
閉
鎖
や
奢
修
の
禁
止
で
寂
れ
て
い
き
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
解
散

し
た
〔
竹
内
他
編
　
一
九
九
一
　
四
二
〇
。
井
上
　
一
九
八
七
　
一
～
二
〕
。

　
古
漢
町
で
大
正
時
代
に
開
業
し
た
料
亭
の
か
ね
吉
（
二
三
番
地
）
と
昭
和
初
期
に

開
業
し
た
席
貸
業
（
待
合
）
の
雲
井
（
一
番
地
）
は
町
内
の
東
端
す
な
わ
ち
相
生
町

を
臨
む
場
所
に
位
置
し
て
お
り
、
相
生
町
の
消
費
生
活
に
か
か
わ
る
こ
と
を
明
確
に

意
図
し
て
い
た
と
い
え
る
。
相
生
町
の
存
在
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
古
漢
町
の
他

の
商
家
に
も
利
益
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
町
並
み
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。
内
田
氏
に
よ
れ
ば
昭
和
一
〇
年
代
の
古
漢
町

の

母
屋
は
す
べ
て
屋
敷
い
っ
ぱ
い
に
表
口
を
広
げ
て
お
り
、
隣
の
家
と
隙
間
な
く
続

い
て

い

た
と
い
う
。
例
外
は
二
番
地
の
金
光
教
会
で
、
道
路
か
ら
や
や
奥
ま
っ
た
所

に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
ま
え
は
小
さ
な
広
場
に
な
っ
て
い
て
子
供
た
ち
の
遊
び
場

だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
庄
野
青
果
店
（
a
番
地
）
や
岩
城
家
（
d
番
地
）
の

よ
う
に
芥
屋
町
筋
に
面
し
た
家
も
あ
っ
た
。
家
屋
の
ほ
と
ん
ど
が
二
階
建
て
だ
っ
た

の

は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
な
お
邦
夫
氏
に
よ
る
と
、
岡
本
家
（
一
二
番
地
）
と
吉
積
家
（
一
四
番
地
）
は
三

輪

ト
ラ
ッ
ク
を
も
っ
て
お
り
、
配
達
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
町
内
で
車
を
も
っ

て

い
た
の
は
こ
の
二
軒
だ
け
で
、
も
ち
ろ
ん
自
家
用
車
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

⑦
昭
和
一
八
年
の
古
漢
町
の
祇
園
山
笠
経
営

一
節
　
山
笠
本
当
番
運
営
の
経
過

　
西
町
流

は
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
以
来
一
一
箇
町
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
古
漢

町
は
芥
屋
町
と
催
合
で
山
笠
当
番
を
勤
め
て
い
た
。
ま
た
奈
良
屋
番
と
奥
小
路
町
も

催
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
年
次
は
特
定
で
き
な
い
が
廃
藩
置
県
の
こ
ろ
に
奥
小
路
町

は
西
町
流
か
ら
呉
服
町
流
に
所
属
が
替
わ
っ
た
た
め
、
明
治
以
降
の
西
町
流
の
諸
記

録

に
は
同
町
は
出
て
こ
な
い
。
そ
の
た
め
時
折
変
則
的
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

明
治
以
降
の
西
町
流
の
山
笠
当
番
順
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。

竹
若
町
、
上
西
町
、
藏
本
町
、
古
漢
町
・
芥
屋
町
、
万
行
寺
前
町
、
箔
屋
町
、
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釜
屋

町
、
下
西
町
、
奈
良
屋
町

　
古
漢
町
と
芥
屋
町
は
九
年
に
一
度
の
山
笠
当
番
が
来
る
た
び
に
本
当
番
と
半
当
番

を
交
互
に
勤
め
て
い
た
わ
け
だ
が
、
両
町
の
催
合
に
お
い
て
は
、
当
番
費
用
に
つ
い

て

は
本
当
番
だ
け
が
負
担
し
、
半
当
番
は
自
町
の
人
間
を
本
当
番
の
指
揮
下
に
入
れ

　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
古
漢
町
は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
に
本
当
番
を
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年

に
半
当
番
を
勤
め
た
。
そ
の
後
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年

八
月
か
ら
、
次
の
本
当
番
年
で
あ
る
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
備
え
て
山
笠
本

当
番
費
用
の
積
立
を
始
め
た
。

　

そ
し
て
積
立
以
外
の
山
笠
本
当
番
に
か
ん
す
る
本
格
的
な
準
備
は
昭
和
一
七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

九
四

二
）
年
六
月
八
日
に
始
め
ら
れ
た
。
以
下
、
本
節
で
は
「
山
笠
準
備
控
帳
」
に

も
と
つ
い
て
こ
の
と
き
の
古
漢
町
の
山
笠
本
当
番
運
営
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

　

こ
の
日
、
町
内
の
六
人
が
来
年
の
山
笠
本
当
番
に
か
ん
す
る
最
初
の
会
合
を
開
い

た
。
同
日
条
に
「
山
笠
受
取
当
番
二
付
キ
話
合
ス
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
山
笠
受

取
当
番
と
は
来
年
の
山
笠
当
番
町
、
す
な
わ
ち
古
漢
町
の
こ
と
で
あ
る
。
普
通
、
こ

れ

は
た
ん
に
「
受
取
町
」
と
呼
ば
れ
る
。
出
席
者
は
泉
栄
次
郎
・
西
頭
徳
太
郎
・
川

野
又
助
・
西
頭
長
右
衛
門
・
尾
崎
幸
祐
・
吉
積
健
二
の
六
名
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
と
き
の
町
総
代
は
川
野
又
助
と
あ
る
。
泉
栄
次
郎
は
前
回
本
当
番
時
の
町
総

代

で
、
西
頭
徳
太
郎
は
川
野
又
助
の
ま
え
の
町
総
代
で
あ
る
。
新
旧
の
町
総
代
が
顔

を
揃
え
て
い
る
。
こ
の
の
ち
、
西
頭
長
右
衛
門
も
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に
は
町
総
代
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
残
り
の
二
人
、
尾
崎
幸
祐
と
吉
積

健
二
は
隣
保
組
合
の
班
長
を
勤
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
六
人
と
も
町
の
有
力
者
と
い

え
る
。

　
七

月
一
〇
日
、
古
漢
町
の
依
頼
に
応
じ
、
島
田
伊
平
が
来
年
の
同
町
の
「
日
雇
棟

梁
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
七

月
一
二
日
、
当
年
の
山
笠
当
番
の
藏
本
町
か
ら
山
笠
台
と
そ
の
附
属
品
（
台
幕

や
大
弓
な
ど
）
を
二
五
〇
円
で
古
漢
町
が
買
収
す
る
こ
と
で
両
町
は
合
意
し
た
。

　
西

町
流
で
は
山
笠
を
構
成
す
る
主
要
部
位
の
う
ち
、
山
笠
棒
は
流
の
共
有
と
し
て

　
　
（
3
4
）

い

た
が
、
山
笠
台
は
当
番
町
の
所
有
で
、
受
取
町
が
附
属
品
も
含
め
て
こ
れ
を
買
い

取
る
形
で
毎
年
の
追
い
山
終
了
後
に
そ
の
受
け
渡
し
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の

額
は
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
二
町
間
の
話
し
合
い
で
決
め
ら
れ
て
い
た
。
山
笠

台
の
売
買
と
い
う
の
は
奇
妙
な
慣
例
に
み
え
る
が
、
一
つ
に
は
受
取
町
が
次
の
年
に

き
ち
ん
と
当
番
を
勤
め
ら
れ
る
だ
け
の
費
用
を
準
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
七

月
一
五
日
、
追
い
山
終
了
後
、
藏
本
町
お
よ
び
芥
屋
町
の
若
手
の
協
力
も
得
て
、

古
漢
町
は
山
笠
台
を
自
町
に
運
び
込
ん
だ
。

　
明
け
て
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
、
い
よ
い
よ
古
漢
町
の
山
笠
本
当
番
年
で
あ

る
。
同
年
の
祇
園
山
笠
関
係
事
項
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
細
か
く
議
論
す
る
余
裕
は
な

い
の

で
、
以
下
、
重
要
事
項
の
み
を
紹
介
す
る
。

　
一
月
＝
二
日
、
山
笠
建
設
に
つ
い
て
会
合
が
開
か
れ
、
あ
わ
せ
て
山
笠
役
員
が
選

定
さ
れ
た
（
表
1
0
）
。
た
だ
し
選
定
の
や
り
方
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
姓
名
な
い
し

表10昭和18（1943）年の古渓町の山笠役員

役　　　職 姓　　　名 付記事項

山笠建設委員長 泉栄次郎

山笠建設委員 西頭徳太郎 山笠会計

〃 川野又助 町総代

〃 西頭長右衛門

山笠取締 尾崎幸祐

〃 泉省太郎

〃 吉積健二

山笠衛生 今泉十郎

ク 泉次郎

山笠委員 泉愛助

〃 島田治平

ク 内田正男 就任

〃 庄野俊雄 解任

ク 幾度茂樹 ク

「山笠準備控帳」（「西頭資料」15－1）より作成

※「泉愛助」は「泉愛祐」の誤記で、「内田正男」は「内田正

　雄」の誤記。
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姓
を
み
る
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
言
及
し
た
人
物
か
そ
れ
と
同
姓
の
人
物
ば
か
り
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

表
店
の
世
帯
主
な
い
し
そ
の
子
弟
が
選
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
委
員
長
を
含
め
た
四
人
の
山
笠
建
設
委
員
の
う
ち
三
人
が
新
旧
の
町
総
代
で
あ
り
、

一
人
は

次
の

町
総
代
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
は
少
し
ま
え
に
列
挙
し
た
四
人
で
あ
る
。

山
笠
建
設
委
員
は
町
総
代
級
の
人
物
が
勤
め
る
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ

の

役
職
は
も
ち
ろ
ん
山
笠
当
番
町
が
山
笠
を
組
み
立
て
る
年
に
の
み
、
す
な
わ
ち
古

漢
町
の

場
合

は
山
笠
本
当
番
の
年
に
の
み
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
山
笠
委
員
に
は
就
任
者
一
名
と
解
任
者
二
名
が
い
る
こ
と
か
ら
、
本
当
番

年
以
前
か
ら
山
笠
委
員
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
残
り
二
名
は
留
任
者

と
い
う
こ
と
）
。
非
番
年
に
は
他
の
非
番
の
町
々
と
と
も
に
当
番
町
の
指
示
に
し
た

が
っ
て
山
昇
き
を
お
こ
な
う
の
で
、
祇
園
山
笠
経
営
専
任
の
役
職
で
あ
る
山
笠
委
員

は
非
番
年
に
も
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
山
笠
取
締

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
一
月
二
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
、
脱
力
）

町
穂
代
及
山
笠
取
締
両
名
、
櫛
田
神
社
ヨ
リ
ノ
招
キ
応
ジ
六
当
番
集
合
シ
、
其

ノ
節
、
山
笠
建
設
ノ
事
二
付
、
各
当
番
ノ
意
見
ヲ
開
陳
ス
。
当
町
穂
代
ノ
意
見

ト
シ
テ
、
山
笠
ハ
昇
山
ヲ
建
設
ス
ル
モ
飾
山
笠
ハ
時
局
ヲ
鑑
ミ
遠
慮
ス
ル
由
申

述
べ
テ
、
散
会
ス
。

　
六

山
笠
当
番
町
の
初
寄
合
に
お
い
て
、
川
野
又
助
が
当
年
の
祇
園
山
笠
で
は
昇
山

（昇

き
山
）
は
建
て
る
が
戦
時
下
な
の
で
飾
山
笠
（
飾
り
山
）
は
建
て
な
い
ほ
う
が

い

い

と
述
べ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。

　
幕
末
・
明
治
初
期
の
山
笠
は
柱
に
飾
り
物
を
た
く
さ
ん
取
り
付
け
、
高
さ
は
一
六

メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ん
で
い
た
。
し
か
し
明
治
時
代
に
は
各
種
電
線
が
博
多
中
に
張

り
巡
ら
さ
れ
、
増
え
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
切
断
し
な
い
よ
う
に
明
治
ご
二
　
（
一
八

九

八
）
年
か
ら
は
山
笠
の
柱
を
外
し
て
少
数
の
飾
り
物
を
山
笠
台
に
直
接
載
せ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
た
め
高
さ
は
五
メ
ー
ト
ル
に
も
満
た
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
こ

の

低
い
山
笠
は
「
昇
き
山
」
と
呼
ば
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
山
昇
き
に
使
わ
れ
て
い

る
。　

一
方
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
と
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
は
福
岡
警
察
署

が
山
昇
き
を
禁
じ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
出
来
た
ば
か
り
の
電
燈
線
と
市
内
路
面
電
車
架
空

線

を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
山
笠
当
番
町
で
は
前
者
の
年
に
は
六
町
共

同
で
櫛
田
神
社
境
内
に
一
本
、
後
者
の
年
に
は
当
番
町
ご
と
に
そ
の
町
内
の
街
路
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

一
本
、
柱
の
付
い
た
従
来
の
高
い
山
笠
を
鑑
賞
用
に
据
え
置
き
に
し
た
。
こ
れ
は

「
昇
き
山
」
と
区
別
し
て
「
飾
り
山
」
ま
た
は
「
据
え
山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
大
正
時
代
に
な
る
と
高
い
飾
り
物
と
低
い
飾
り
物
を
用
意
し
て
据
え
置
き
時
と
山

昇
き
時
で
飾
り
物
を
交
換
し
た
り
（
「
釣
り
山
」
と
い
う
）
、
高
い
飾
り
物
の
上
部
を

横

に
開
く
よ
う
に
作
っ
て
高
さ
を
調
節
し
た
り
（
「
開
き
山
」
と
い
う
）
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
釣
り
山
と
開
き
山
は
い
ず
れ
も
昇
き
山
と
飾
り
山
の
特
徴
を
兼
ね
合
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

せ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
か
り
に
「
兼
用
山
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

し
か
し
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
か
ら
は
、
昇
き
山
だ
け
を
建
て
る
山
笠
当
番
町

や
、
飾
り
山
だ
け
を
建
て
て
山
昇
き
は
お
こ
な
わ
な
い
山
笠
当
番
町
も
出
て
き
た
。

そ
の
た
め
こ
の
年
は
、
昇
き
山
三
本
だ
け
で
追
い
山
を
お
こ
な
う
と
い
う
異
常
事
態

に
陥
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
、
祇
園
山
笠
の
衰
退
が
目
に
み
え
る
も
の
に
な
っ
た
。

　
話
を
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
戻
す
。
加
勢
人
の
雇
用
費
も
か
な
り
の
額
に

な
る
が
、
し
か
し
豪
奢
な
飾
り
物
の
必
要
な
飾
り
山
な
い
し
兼
用
山
を
建
て
る
と
費

用
も
か
か
る
う
え
に
戦
時
下
な
の
に
い
か
に
も
賛
沢
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

そ
こ
で
川
野
は
、
昇
き
山
を
建
て
て
追
い
山
以
下
の
山
昇
き
は
お
こ
な
っ
て
も
、
飾

り
山
な
い
し
兼
用
山
は
建
て
な
い
ほ
う
が
い
い
、
と
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

六

月
一
一
日
、
「
山
笠
六
当
番
町
総
代
同
道
に
て
、
［
中
略
］
市
商
工
課
と
県
物
資

課

に
行
き
、
資
材
融
通
ヲ
願
出
ル
」
。
物
資
の
不
足
と
そ
の
供
給
の
統
制
の
た
め
、

山
笠
建
設
な
ど
に
必
要
な
資
材
が
行
政
の
協
力
な
し
で
は
集
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
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［近代博多における個別町の社会構造と祇園山笠経営］・一・宇野功一

表11昭和18（1943）年の古渓町の台上がり

山昇きの種類 前 後

10日　流昇き 瀬戸健司・泉省太郎・西頭光治 岡本允志・島田次平・柴田邦夫

11日　朝山 西頭昭三・西頭長右衛門・泉宏治 柴田睦夫・川野又助・吉積健一

〃　他流昇き① 瀬戸雄三・今泉十郎・泉恒次郎 水浦良樹・山浦伊太郎・岡本晴弘

〃　他流昇き② 島田次平・泉次郎・西頭昭三 瀬戸寛二・尾崎幸祐・庄野俊雄

12日　追い山馴らし① 泉省太郎・尾崎幸祐・泉愛祐 泉次郎・吉積健二・柴田睦夫

ク　追い山馴らし② 吉積健一・今泉十郎 島田次平・幾度茂樹

13日　他流昇き① 岡本允志・泉次郎・西頭光次 内田繁樹・内田正男・泉宏治

〃　他流昇き② 瀬戸健司・西頭徳太郎・西頭幸一 吉積隆二・泉愛祐・山浦悌次郎

14日　流昇き 岡本晴弘・泉愛祐・内田繁樹 泉恒次郎・内田正男・新免伝三郎

15日　追い山① 泉次郎・川野又助・西頭幸一 島田次平・泉省太郎・今泉十郎

〃　追い山② 西頭長右衛門・尾崎幸祐 吉積健二・内田正男

「山笠準備控帳」（「西頭資料」15－1）より作成

※①②は、当該山昇きにおいて古漢町の人間が二回台上がりを勤め、かつその人員を替えることを意味す

　る。

※典拠には、流昇きと朝山の順路は記されていない。両山昇きとも流内だけを巡行するものなので、今日と

　同様、通過町順にその町の人間が台上がりを勤める予定だったと思われる。町境から町境までが一区間

　なので、順路の区分を書く必要はなかったと考えられる。つまり古漢町の人間は、山笠が古漢町を通過す

　るときにのみ台上がりを勤める予定だったと思われる。

※他流昇きと追い山馴らしの順路は二分されて記されており、古漢町の人間以外は全く台上がりを勤めな

　いことが示されている。

※追い山の順路については最初の区間と最後の区間のみが記されており、そこで古漢町の人間が台上がり

　を勤めることが示されている。その間の順路は数分割されたうえで、区間ごとに非番の各町の人間が台

　上がりを勤める予定だったと思われる。

※「西頭光治」は「西頭光次」の誤記で、昭三氏の弟。読みは「みつじ」。

　
六

月
二
八
日
、
山
笠
建
設
の
作
業
場
を
浄
め
る
「
小
屋
入
リ
」
と
い
う
儀
礼
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
山
大
工
棟
梁
と
し
て
島
田
次
平
の
名
が
、
日
雇
棟
梁
と
し
て
島
田
伊

平
の
名
が
出
て
い
る
。

　
六
月
二
九
日
、
「
第
一
回
、
町
家
主
へ
寄
附
取
リ
ニ
行
ク
」
。
本
町
内
家
主
の
も
と

な

つ

て

い
た
o

た
。
現
実
問
題
と
し
て
、
飾
り
山
や
兼
用
山
を
建
て
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に

へ
寄

附
金
を
受
け
取
り
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
寄
附
金
は
積
立
金
と
は
別
で

あ
る
。
第
一
回
と
あ
る
の
で
祇
園
山
笠
の
開
始
直
前
と
開
催
期
間
中
に
何
回
か
集
め

る
予
定
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
二
回
目
以
降
の
記
述
は
な
い
。

　
七

月
に
入
る
と
、
二
日
に
山
笠
台
の
建
前
（
棟
上
げ
の
意
）
、
三
日
に
棒
締
め

（山
笠
棒
を
山
笠
台
に
縛
り
付
け
る
作
業
）
を
お
こ
な
っ
た
。
さ
ら
に
記
述
は
な
い

が
、
こ
の
あ
と
附
属
品
や
飾
り
物
の
取
り
付
け
も
当
然
お
こ
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
七
日
に
山
笠
建
設
は
完
了
し
た
と
あ
る
。

　
　
七
月
一
〇
日
、
「
町
年
寄
協
議
者
　
泉
栄
次
郎
・
西
頭
徳
太
郎
・
川
野
又
助
．

　
西
頭
長
右
衛

門
」
が
「
台
上
リ
ノ
話
合
」
い
を
し
た
（
表
1
1
）
。
山
笠
建
設
委
員

　
が
町
年
寄
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
彼
ら
が
町
内
の
台
上
が
り

　
の
人
員
の
決
定
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　
　
台
上
が
り
と
は
、
山
昇
き
の
指
揮
を
執
る
た
め
に
山
笠
台
の
前
部
（
前
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
ろ

　
表

と
い
う
）
と
後
部
（
後
ま
た
は
見
送
り
と
い
う
）
に
三
人
ず
つ
、
と
き
に
は

　
二

人
ず
つ
が
乗
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
乗
っ
て
い
る
人
物
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

　
台
上
が
り
は
山
昇
き
の
速
さ
と
安
全
に
も
っ
と
も
強
く
影
響
を
与
え
る
役
割
で
あ

　
る
た
め
責
任
重
大
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
名
誉
と
さ
れ
る
役
割
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
と
り
わ
け
追
い
山
の
さ
い
の
台
上
が
り
は
非
常
な
名
誉
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
決

　
定
に
さ
い
し
て
「
町
年
寄
ニ
テ
話
合
シ
タ
ル
事
ハ
異
存
ヲ
申
立
ヌ
事
」
も
確
認
さ

　
れ

た
。
台
上
が
り
に
た
い
す
る
各
山
昇
き
参
加
者
の
執
着
が
強
く
、
不
満
が
生
じ

　
や

す
か
っ
た
こ
と
を
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
表
1
1
の
台
上
が
り
の
姓
名
を
仔
細
に
み
る
と
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
一

　
月
の
「
改
正
別
途
積
立
金
」
や
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
後
半
の
常
会
に
お
け

　
る
表
店
世
帯
主
の
出
席
者
一
覧
に
出
て
き
た
姓
名
な
い
し
姓
ば
か
り
で
、
や
は
り

　
表
店
世
帯
主
な
い
し
そ
の
子
弟
が
こ
の
役
割
を
占
め
て
い
る
。

　
　
唯
一
の
例
外
に
み
え
る
の
は
新
免
伝
三
郎
で
あ
る
が
、
彼
は
今
泉
十
郎
の
親
族

　
で
、
当
時
は
今
泉
の
家
に
下
宿
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
（
内
田
恵
太
氏
談
）
。
表

　
店
世
帯
主
の
子
弟
に
準
じ
た
扱
い
を
受
け
た
と
い
え
る
。
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以
上
か

ら
、
山
笠
役
員
だ
け
で
な
く
台
上
が
り
も
表
店
居
住
者
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
七

月
一
一
日
、
古
漢
町
と
受
取
町
の
万
行
寺
前
町
と
の
間
で
話
し
合
い
が
も
た
れ
、

山
笠
台
と
そ
の
附
属
品
を
二
五
〇
円
で
譲
渡
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　
七

月
一
五
日
、
追
い
山
終
了
後
、
山
笠
台
な
ど
を
万
行
寺
前
町
に
引
き
渡
し
、
後

始
末
を
し
て
西
公
園
（
旧
福
岡
部
に
あ
り
）
の
荒
津
亭
で
町
内
の
打
ち
上
げ
を
し
た
。

　
翌
一
六
日
に
は
「
宮
地
嶽
神
社
へ
若
手
組
ガ
御
礼
参
リ
ニ
行
キ
、
中
年
組
・
年
寄

等
大
宰
府
二
御
礼
二
参
拝
」
し
た
。
こ
こ
で
の
年
寄
と
は
老
人
組
の
意
で
、
宮
地
嶽

神
社
と
は
福
岡
県
宗
像
郡
津
屋
崎
町
に
あ
る
も
の
、
大
宰
府
と
は
大
宰
府
天
満
宮
の

こ
と
で
あ
る
。

一
一節
　
山
笠
本
当
番
費
用
の
収
支

　
実
際
に
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
の
山
笠
本
当
番
に
ど
の
程
度
の
費
用
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

か
っ
た
の
か
は
、
「
昭
和
十
七
年
　
山
笠
諸
入
費
控
帳
　
五
番
山
笠
当
番
　
古
漢
町
」

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
笠
本
当
番
前
年
か
ら
本
当
番
年
に
か
け
て
の
き
わ
め

て

詳
細
な
支
出
記
録
で
あ
る
。
末
尾
に
は
、
簡
潔
に
要
約
さ
れ
た
支
出
金
の
ほ
か
、

大
雑
把
に
ま
と
め
ら
れ
た
収
入
金
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
末
尾
の
み
を
左
に
引
用

す
る
。

　
　
　
　
　
　
支
　
出
　
部

一

、
金
弐
千
五
百
三
十
七
円
〇
四
銭

一

、
〃
五
百
三
拾
九
円
也

〆
　
合
計
　
三
千
七
拾
六
円
〇
四
銭

　
　
　
外
二
　
三
百
十
八
円
七
十
四
銭
也

線
計
　
三
千
三
百
九
十
四
円
七
十
八
銭
也

収
　
入
　
金

五
番
山
笠
ノ
入
費
穂
〆

慰
労
費
総
〆

昭
和
十
七
年
支
出
纏
〆

一

、
壱
千
七
百
八
十
弐
円
七
十
弐
銭

一

、
壱
千
十
弐
円
也

一

、
五
百
三
十
三
円
三
十
銭

一

、
弐
百
五
十
円
也

一

、
壱
百
八
十
四
円
五
十
銭

〆

三
千
七

百
六
十
弐
円
五
十
弐
銭
也

電
燈
料
戻

リ
金
及
ビ
山
笠
稚
児
積
立
金
〆

　
昭
和
十
八
年
六
月
三
十
日
迄
の
分

寄
附
金
纏
〆

補
助
金
〆

山
笠
　
万
行
寺
前
町
売
却
金

山
笠
小
道
具
切
代
売
却
〆

町
内
ヨ
リ
受
取
手
拭
染
代
〆

差
引
残
金
計

一

、
金
　
三
百
六
十
七
円
七
十
四
銭
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
町
総
代
へ
相
渡
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
十
八
年
八
月
十
六
日

　
ま
ず
「
支
出
部
」
に
つ
い
て
、
末
尾
に
先
立
つ
記
述
も
交
え
な
が
ら
説
明
す
る
。

「
五
番
山
笠
ノ
入
費
線
〆
」
は
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
の
一
月
か
ら
祇
園
山
笠

終
了
時
ま
で
の
支
出
金
で
あ
る
。
「
慰
労
費
纏
〆
」
は
祇
園
山
笠
終
了
直
後
に
な
さ

れ

た
打
ち
上
げ
と
御
礼
参
り
に
要
し
た
支
出
金
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
一
七
（
一
九

四

二
）
年
に
支
出
さ
れ
た
山
笠
本
当
番
関
係
の
金
は
六
月
と
七
月
の
み
に
存
在
し
て

お
り
、
よ
っ
て
「
昭
和
十
七
年
支
出
総
〆
」
と
は
こ
の
両
月
分
の
支
出
金
を
指
し
て

い
る
。

　
次

に
「
収
入
金
」
の
各
費
目
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
電
燈
料
戻

り
金
（
電
燈
料
割
戻
金
に
同
じ
）
と
山
笠
・
稚
児
積
立
金
は
合
わ
せ
て

一
七

八
二

円
七
二
銭
と
あ
る
が
、
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
戻
り
金
と
積
立
金
が
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

そ
れ

い
く
ら
だ
っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
寄
附
金
に
つ
い
て
も
誰
が
い
く
ら
寄
附
し
た
の
か
、
具
体
的
に
は
確
認
で
き
な
い
。

本
町
内
家
主
か
ら
寄
附
金
を
得
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
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も
寄
附
金
を
出
し
た
人
間
は
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
補
助
金
の
合
計
は
五
三
三
円
三
〇
銭
で
あ
る
。
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
内

訳
は
櫛
田
神
社
か
ら
一
三
三
円
三
〇
銭
、
福
岡
市
か
ら
三
〇
〇
円
、
博
多
商
工
会
議

所
か
ら
一
〇
〇
円
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
同
額
の
補
助
金
が
各
山
笠
当
番
町
に
交
付
さ

れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
補
助
金
に
つ
い
て
は
そ
の
背
景
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
日
露
戦
争
後
の
日
本
の

好
況
は
短
期
間
し
か
続
か
ず
、
と
り
わ
け
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
に
恐
慌
が
起

こ
る
と
慢
性
的
な
不
況
に
転
じ
た
。
政
府
が
各
種
の
増
税
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
も
財

政
状
況

は
依
然
厳
し
く
、
そ
の
回
復
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
～
一
九
一

八
）
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
大
戦
景
気
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後

も
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
の
戦
後
恐
慌
を
始
め
と
し
て
た
び
た
び
恐
慌
が
起
こ
り
、

再
び
慢
性
的
な
不
況
が
続
い
た
。
昭
和
四
三
九
二
九
）
年
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は

ウ
ォ
ー
ル
街
で
の
株
価
の
暴
落
を
き
っ
か
け
に
世
界
恐
慌
が
起
こ
り
、
日
本
の
不
況

は
さ
ら
に
激
し
く
な
っ
た
。

　
博
多
で
も
明
治
末
期
か
ら
困
窮
者
が
増
え
て
山
笠
当
番
費
用
が
集
ま
り
づ
ら
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

り
、
山
笠
当
番
の
経
営
に
困
難
を
来
し
た
。
大
正
時
代
に
は
そ
れ
で
も
小
康
を
保
っ

て

い

た
が
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
以
降
は
末
期
的
な
症
状
を
呈
し
た
。
昭
和

八
、
九
（
一
九
三
三
、
四
）
年
の
ご
と
き
は
、
流
昇
き
を
お
こ
な
っ
た
流
は
あ
っ
た

が
追
い

山
は
中
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
あ
と
数
年
間
も
追
い
山
に
参
加
す
る
山

笠

は
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、
飾
り
山
ど
こ
ろ
か
い
か
な
る
形
式
の
山
笠
も
建
て
な
い

当
番
町
さ
え
あ
っ
た
。
加
勢
人
雇
用
費
も
山
笠
建
設
費
（
飾
り
物
の
製
作
費
と
山
笠

自
体
の
組
み
立
て
費
）
も
、
ま
す
ま
す
工
面
が
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
祇
園
山
笠

に
た
い
す
る
補
助
金
の
交
付
は
、
不
況
に
よ
る
町
々
の
経
済
力
の
低
下
と
い
う
事
態

を
受
け
て
始
ま
っ
た
。

　
櫛

田
神
社
か
ら
各
山
笠
当
番
町
に
た
い
す
る
補
助
金
の
交
付
は
大
正
一
五
（
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

二

六
）
年
に
始
ま
っ
た
。
同
年
五
月
の
博
多
財
産
区
の
解
散
に
と
も
な
い
、
同
財
産

区
で
は
そ
の
資
産
の
一
部
の
二
万
円
を
櫛
田
神
社
に
寄
附
し
、
同
社
で
は
「
其
利
子

金

ノ
内
ヨ
リ
未
来
永
遠
毎
年
金
八
百
円
也
ヲ
六
当
番
町
へ
山
笠
建
設
補
助
費
ト
シ
テ

交
椌
す
る
こ
と
に
し
た
・
六
当
番
町
に
た
い
し
て
合
わ
せ
て
八
〇
〇
円
す
な
わ

ち
各
当
番
町
に
は
一
三
三
円
三
三
銭
の
交
付
と
な
る
が
、
端
数
が
出
る
の
で
実
際
の

交
付
額
は
毎
年
微
妙
に
変
わ
り
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
は
一
三
三
円
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

銭
ず
つ
が
交
付
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
昭
和
＝
一
（
一
九
三
七
）
年
に
な
る
と
、
同
年
の
西
町
流
山
笠
当
番
釜
屋
町
の
前

町
総
代
柴
藤
柳
多
が
祇
園
山
笠
の
衰
退
に
危
機
感
を
募
ら
せ
、
猛
運
動
を
展
開
し
た
。

　
彼
は
ま
ず
旧
博
多
部
選
出
の
福
岡
市
会
議
員
た
ち
を
説
得
し
、
そ
の
結
果
、
三
月

二
五

日
の
市
会
で
満
場
一
致
で
山
笠
建
設
補
助
金
交
付
が
決
議
さ
れ
た
。
福
岡
市
か

ら
毎
年
一
八
〇
〇
円
の
補
助
金
が
山
笠
当
番
町
に
交
付
（
一
当
番
に
三
〇
〇
円
）
さ

れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
彼
は
博
多
商
工
会
議
所
に
た
い
し
、

山
笠
ハ
観
光
及
産
業
奨
励
、
大
都
市
繁
栄
増
長
二
重
大
ナ
ル
意
義
ト
関
聯
ア
ル

ヲ
力
説
シ
、
ソ
ノ
援
助
方
ヲ
申
請
シ
タ
ル
処
、
［
中
略
］
金
六
百
円
也
ヲ
六
当

番
二
（
一
当
番
壱
百
円
宛
）
補
助
交
付

さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
櫛
田
神
社
か
ら
の
補
助
金
が
有
名
無
実

と
化
し
て
い
る
現
状
（
同
社
か
ら
受
領
し
た
補
助
金
を
、
山
笠
当
番
町
が
同
社
の
修

繕
費
や
同
社
へ
の
奉
納
金
と
し
て
返
却
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
）
を
批
判
し
、

こ
の
補
助
金
は
当
番
町
が
山
笠
建
設
の
た
め
に
当
然
使
う
べ
き
こ
と
を
六
当
番
町
へ

説
い
た
。
そ
し
て
彼
は
櫛
田
神
社
と
「
数
度
交
渉
ノ
末
、
今
後
ハ
一
番
山
笠
当
番
ガ

交
附
金
八
百
円
ヲ
受
取
リ
各
六
当
番
へ
交
附
ス
ル
事
」
を
再
確
認
し
た
。

　
昇
き
山
の
登
場
で
山
昇
き
の
さ
い
に
山
笠
が
各
種
電
線
を
切
断
す
る
虞
は
ほ
と
ん

ど
な
く
な
り
、
ま
た
祇
園
山
笠
の
衰
退
は
著
し
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
福
岡
市
の

観
光
材
と
し
て
祇
園
山
笠
を
盛
り
立
て
よ
う
と
の
意
図
で
、
福
岡
市
と
地
元
財
界
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

山
笠
建
設
に
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
え
る
。

　
こ
れ
で
山
笠
当
番
費
用
に
い
く
ら
か
余
裕
が
で
き
た
た
め
、
こ
の
年
の
祇
園
山
笠
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で

は
石
堂
町
流
の
当
番
町
の
み
は
飾
り
山
を
建
て
た
が
、
残
る
五
当
番
町
で
は
「
飾

付
昇
山
」
す
な
わ
ち
兼
用
山
を
建
て
て
数
年
ぶ
り
に
本
格
的
な
追
い
山
を
お
こ
な
っ

た
。
以
後
、
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
ま
で
、
右
の
三
種
の
補
助
金
が
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
（
4
7
）

交
付
さ
れ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
補
助
金
の
交
付
が
始
ま
っ
た
の
も
束
の
間
、
日
中
戦
争
と
そ
れ
に

続
く
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
男
手
は
不
足
し
、
国
民
は
耐
乏
生
活
を
強
い
ら
れ
、
祭

礼

に
多
額
の
金
を
か
け
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
奉
納
神
事
と
い
う
こ

と
で
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
ま
で
は
細
々
と
祇
園
山
笠
は
継
続
さ
れ
た
が
、
昭

和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
六
月
一
九
日
の
空
襲
で
つ
い
に
中
断
と
な
り
、
復
興
し
た

の
は

昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
話

を
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
戻
し
、
「
収
入
金
」
の
残
り
の
費
目
を
み
て

い

く
。
古
渓
町
は
追
い
山
終
了
後
、
万
行
寺
前
町
へ
山
笠
台
と
そ
の
附
属
品
（
両
者

合

わ
せ
て
、
た
ん
に
「
山
笠
」
と
あ
る
）
を
二
五
〇
円
で
売
却
し
た
。

　
↓
方
、
山
笠
小
道
具
類
を
切
り
売
り
し
た
収
益
と
、
町
内
の
男
性
に
配
ら
れ
た
祇

園
山
笠
用
の
手
拭
の
染
め
代
（
町
内
の
男
性
が
支
払
っ
た
）
と
を
合
わ
せ
た
額
は
一

八
四
円
五
〇
銭
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
、
自
町
の
一
般
山
昇
き
参
加
者
用
（
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

り
非
山
笠
役
員
用
）
の
手
拭
で
あ
る
。

　
人
形
を
始
め
と
す
る
山
笠
の
飾
り
物
は
祇
園
山
笠
終
了
後
、
北
部
九
州
の
他
の
祭

礼
で

出
さ
れ
る
山
笠
の
飾
り
物
に
転
用
す
る
た
め
そ
の
関
係
者
に
売
却
さ
れ
た
り

〔福
間
　
一
九
八
九
〕
、
縁
起
物
と
し
て
博
多
の
商
家
な
ど
に
売
却
さ
れ
た
り
す
る
慣

例
が
あ
る
。
山
笠
小
道
具
類
の
売
却
と
い
う
の
は
こ
の
慣
例
を
指
す
。
ま
た
、
祇
園

山
笠
で
は
手
拭
を
重
要
な
携
行
品
と
す
る
傾
向
が
遅
く
と
も
幕
末
に
は
み
ら
れ
、
今

日
に
至
る
ま
で
意
匠
を
凝
ら
し
た
各
種
の
手
拭
が
毎
年
新
調
さ
れ
て
い
る
。

③
要
約

本
稿
の
目
的
は
、
近
代
の
博
多
に
お
い
て
あ
る
特
定
の
町
が
総
体
と
し
て
ど
の
よ

う
な
機
能
と
構
造
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
祇
園
山
笠
を
経
営
し
て
い
た
か
、
と
い
う

点
を
可
能
な
か
ぎ
り
詳
細
に
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
終
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
提
示
の
中
心
で
あ
っ
た
昭
和
一
〇
年
代
の
古
漢
町
の
様
相
を
簡
潔
に
要
約

し
、
結
び
と
す
る
。

　
昭
和
一
〇
年
代
の
古
漢
町
で
は
地
主
で
あ
れ
地
借
で
あ
れ
店
借
で
あ
れ
、
表
店
に

居
住
す
る
世
帯
の
主
が
山
笠
本
当
番
費
用
（
お
よ
び
稚
児
当
番
費
用
）
を
負
担
す
る

と
と
も
に
、
山
笠
本
当
番
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
二
つ
の
祭
礼
当
番
費

用
だ
け
で
は
な
く
、
町
費
・
税
金
・
給
水
料
・
電
燈
料
・
衛
生
費
と
い
っ
た
、
町
に

た
い
す
る
各
種
の
金
銭
負
担
も
果
た
し
て
い
た
。
衛
生
費
は
昭
和
一
三
（
一
九
三

八
）
年
五
月
か
ら
裏
店
の
世
帯
主
に
も
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
全

体

と
し
て
、
町
に
た
い
し
て
金
銭
負
担
の
義
務
を
厳
格
に
負
っ
て
い
た
の
が
表
店
の

世
帯
主
だ

け
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
。

　
よ
う
す
る
に
表
店
に
居
住
で
き
る
こ
と
が
町
に
た
い
し
て
金
銭
を
負
担
で
き
る
証

拠
と
み
な
さ
れ
、
町
に
た
い
す
る
責
任
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
町
の
正
式

な
構
成
員
は
表
店
の
世
帯
主
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
だ
け
が
町
の
寄
合

に
出
席
し
町
役
員
や
あ
る
い
は
町
内
会
・
隣
組
の
役
員
を
選
挙
す
る
権
利
を
有
し
て

い

た
。
山
笠
役
員
や
台
上
が
り
を
勤
め
ら
れ
る
の
も
彼
ら
と
彼
ら
の
子
弟
に
限
ら
れ

て

い
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
都
市
で
は
、
営
業
活
動
が
で
き
る
と
い
う
理
由
で
道

路

に
面
し
た
表
店
の
価
値
が
高
か
っ
た
。
博
多
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
一

九
世
紀
中
期
の
片
土
居
町
で
は
、
地
主
・
地
借
・
店
借
の
別
な
く
表
店
居
住
の
世
帯

主
が
山
笠
当
番
費
用
の
負
担
と
山
笠
当
番
運
営
へ
の
参
加
を
平
等
に
認
め
ら
れ
て
い

た
〔
宇
野
　
二
〇
〇
五
〕
。
古
漢
町
で
は
昭
和
一
〇
年
代
に
至
っ
て
も
な
お
、
こ
れ

と
酷
似
し
た
形
で
表
店
居
住
の
優
越
が
残
っ
て
い
た
と
結
論
で
き
る
。

　

こ
の
優
越
に
は
開
放
性
が
伴
っ
て
い
た
点
は
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
他
町

か

ら
の
転
入
者
で
も
自
町
の
裏
貸
家
か
ら
の
転
居
者
で
も
、
ひ
と
た
び
表
店
に
入
れ

ば

町
の
正
式
な
構
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
町
の
正
式
な
構
成
員
を
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表
店
世
帯
主
と
す
る
以
上
、
町
の
維
持
と
運
営
の
た
め
に
は
そ
の
人
数
を
で
き
る
だ

け
一
定
に
保
つ
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
原
則
的
に
は
準
世
帯
は
表
店
世
帯
よ
り
貧
し
く
、
転
出
入
も
容
易
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
町
が
そ
の
世
帯
主
に
金
銭
の
負
担
を
求
め
た
り
町
の
運
営
へ

の
参
加
を
認
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
難
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
注

目
す
べ
き
は
、
表
店
で
の
居
住
を
重
視
す
る
傾
向
は
日
中
戦
争
開
始
以
後
の
戦

時
体
制
の
強
化
に
よ
っ
て
も
さ
ほ
ど
変
化
を
来
さ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
国
策
を
短

期
間
に
町
内
の
全
住
民
に
浸
透
さ
せ
て
彼
ら
を
戦
争
遂
行
に
積
極
的
に
動
員
さ
せ
る

た
め
、
町
内
会
・
隣
組
に
裏
店
や
借
間
の
世
帯
主
も
組
み
込
む
と
い
う
形
で
、
古
漢

町
で
は
町
内
の
全
戸
が
ひ
と
ま
ず
は
平
等
に
組
織
化
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
町
の

必

要
か
ら
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
内
務
省
の
指
示
と
い
う
上
か
ら
の

改
変
で
あ
っ
た
う
え
、
戦
時
体
制
へ
の
動
員
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
場
面
で
は
表
店

世
帯
と
準
世
帯
と
の
間
の
平
等
を
実
現
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
末
期
以
降
の
日
本
で
は
、
一
時
的
な
好
況
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、

慢
性
的
な
不
況
が
続
い
て
い
た
。
博
多
に
お
い
て
も
山
笠
当
番
費
用
を
集
め
る
こ
と

は

徐
々
に
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
博
多
の
祭
礼
集
団
（
七
流
と
そ
の
構

成
町
）
で
は
福
岡
市
や
博
多
商
工
会
議
所
と
い
っ
た
「
外
部
」
に
も
金
銭
を
頼
る
こ

と
で
祇
園
山
笠
の
維
持
を
図
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
戦
後
に
顕
著
に
な

る
「
福
岡
市
民
の
祭
り
」
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
日
中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
の
激
化
に
と
も
な
い
、
山
笠
当
番
費
用
は
さ
ら

に
不
足
し
、
物
資
も
不
足
し
て
い
っ
た
。
山
昇
き
参
加
者
で
あ
る
男
手
も
不
足
し
て

い
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
古
漢
町
は
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
の
山

笠
本
当
番
を
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ

の

の

ち
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
六
月
一
九
日
の
空
襲
で
旧
博
多
部
は
そ
の

六
割
が
焼
失

し
た
。
全
焼
し
た
古
漢
町
に
至
っ
て
は
、
焼
け
出
さ
れ
た
住
民
た
ち
に

よ
っ
て
町
の
維
持
は
不
可
能
と
判
断
さ
れ
た
。
七
月
一
二
日
に
は
「
空
襲
罹
災
二
依

リ
」
「
古
漢
町
解
散
」
が
決
議
さ
れ
、
一
五
日
に
は
残
っ
て
い
・
た
町
費
と
支
那
事
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

特
別
町
費
が
処
分
さ
れ
、
町
の
活
動
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

終
戦
後
、
古
漢
町
は
他
の
町
々
と
同
じ
く
復
興
の
た
め
の
苦
闘
を
始
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。

註（
1
）
　
博
多
に
は
こ
の
ほ
か
厨
子
町
流
（
図
師
町
流
と
も
書
く
。
近
代
に
は
櫛
田
流
と
通
称
）
と

　

新
町
流
（
幕
末
に
岡
流
と
浜
流
に
分
離
）
、
お
よ
び
明
治
後
期
の
博
多
湾
の
埋
立
工
事
に
よ
っ

　
　
て
誕
生
し
た
築
港
流
が
あ
る
。
土
居
町
流
・
洲
崎
町
流
・
石
堂
町
流
・
厨
子
町
流
に
つ
い
て

　

は
、
「
町
」
を
省
い
て
「
土
居
流
」
の
よ
う
に
書
く
こ
と
も
多
い
。
な
お
呉
服
町
流
は
市
小
路

　

町
流
と
も
い
い
、
洲
崎
町
流
は
須
崎
町
流
と
も
書
く
。

（
2
）
　
魚
町
流
は
昭
和
三
九
（
一
九
六
四
）
年
五
月
に
能
当
番
を
櫛
田
神
社
に
返
上
し
、
祇
園
山

　

笠
か

ら
完
全
に
退
い
た
。
そ
の
た
め
こ
の
年
か
ら
櫛
田
神
社
が
能
を
奉
納
す
る
と
い
う
、
変

　

則
的
な
方
式
が
続
い
て
い
る
。

（
3
）
　
福
岡
市
総
合
図
書
館
寄
託
資
料
。
古
漢
町
の
西
頭
昭
三
氏
（
一
九
二
八
～
二
〇
〇
四
）
が

　

同
館
に
寄
託
し
た
も
の
。
こ
の
資
料
の
概
要
と
同
氏
に
つ
い
て
は
〔
福
岡
市
総
合
図
書
館
文

　

書
資
料
課
編
　
二
〇
〇
二
　
七
、
二
七
〕
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
近
代
の
博
多
の
裏
長
屋
に
つ
い
て
は
〔
福
岡
市
教
育
委
員
会
文
化
課
編
　
一
九
九
〇
　
六

　

〇
～
六
五
、
一
九
六
～
一
九
七
〕
に
具
体
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
つ
ま
り
博
多
部
か
ら
計
一
〇
一
人
の
議
員
が
選
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
町
数
が
一
〇
〇
か

　

ら
一
〇
一
に
増
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
増
え
た
一
町
が
ど
こ
の
町
に

　

当
た
る
の
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
6
）
　
『
石
城
志
』
で
は
報
光
寺
は
藏
本
番
（
藏
本
町
の
前
名
）
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
〔
津

　

田
・
津
田
　
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
　
巻
之
二
、
巻
之
五
〕
、
誤
り
で
あ
る
。
報
光
寺
は
終

　

戦

直
後
の
福
岡
市
に
よ
る
区
画
整
理
で
廃
さ
れ
た
。
な
お
博
多
滞
在
中
の
古
漢
宗
陳
の
動
向

　
　
に
つ
い
て
は
〔
伊
藤
　
一
九
九
八
〕
に
詳
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ち
ゅ
う
ま
ち

（
7
）
　
一
〇
〇
町
か
ら
俳
優
街
の
寺
中
町
と
遊
女
街
の
柳
町
の
二
町
を
除
い
た
九
八
町
。
こ
の
二

　

町
は
ど
の
流
に
も
属
し
て
い
な
か
っ
た
。

（8
）
　
「
地
券
墓
誌
」
（
「
西
頭
資
料
」
二
）
。

（
9
）
　
順
に
「
西
頭
資
料
」
五
お
よ
び
六
。
資
料
名
称
は
い
ず
れ
も
目
録
ど
お
り
で
あ
る
が
〔
福

　

岡
市
総
合
図
書
館
文
書
資
料
課
編
　
二
〇
〇
二
　
二
八
〕
、
実
際
の
資
料
に
は
い
ず
れ
も
「
現

　

在
」
で
は
な
く
「
現
住
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
、
町
名
変
更
が
実
施
さ
れ
た
。
ま
ず
「
○
○
町
上
」
は
「
上
○

　

○

町
」
と
な
り
、
中
・
下
の
町
も
同
様
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
○
○
小
路
町
」
は
「
○
○
小

　

路
」
と
、
「
○
○
番
」
は
「
○
○
町
」
と
な
っ
た
〔
落
石
　
…
九
六
一
　
一
一
五
四
〕
。
た
と
え
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ば

「鰯

町
下
」
は
「
下
鰯
町
」
と
、
「
対
馬
小
路
町
下
」
は
「
下
対
馬
小
路
」
と
、
「
奈
良
屋

　

番
」
は
「
奈
良
屋
町
」
と
変
わ
っ
た
。
ま
た
金
屋
町
横
町
は
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
に

　

横
町
と
改
称
さ
れ
た
。

（
1
1
）
　
こ
の
町
は
明
治
三
五
二
九
〇
二
）
年
五
月
の
成
立
。
千
年
町
と
も
書
く
。

（
1
2
）
　
「
（
仮
）
古
漢
町
関
係
書
類
綴
」
（
「
西
頭
資
料
」
一
九
）
。

（
1
3
）
　
「
（
仮
）
決
算
及
び
算
用
書
」
（
「
西
頭
資
料
」
一
〇
）
。

（
1
4
）
　
「
山
笠
準
備
控
帳
」
（
「
西
頭
資
料
一
五
ー
一
」
）
の
表
紙
見
返
し
の
貼
付
資
料
に
よ
る
。

（
1
5
）
　
「
昭
和
拾
年
第
七
月
吉
辰
　
町
規
約
及
ビ
別
途
積
立
規
約
」
（
「
西
頭
資
料
」
＝
一
）
中
の

　
　
「
昭
和
拾
五
年
十
月
什
蹟
聞
須
賀
神
社
御
神
幸
」
と
い
う
記
事
の
冒
頭
に
「
町
総
代
　
西
頭
徳
太

　

郎
／
取
締
役
　
川
野
吉
平
／
全
　
西
頭
長
右
衛
門
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
取
締
役
は
山
笠

　

取
締
役
で

は
な
く
、
祇
園
社
の
御
神
幸
に
た
い
す
る
寄
附
金
集
め
の
取
締
役
で
あ
る
。
町
内

　
　
の
特
定
の
共
同
事
業
に
か
ん
し
て
、
必
要
に
お
う
じ
て
取
締
役
を
設
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（1
6
）
　
「
西
頭
資
料
」
　
一
二
。

（
1
7
）
　
松
難
子
は
室
町
時
代
に
京
都
か
ら
伝
わ
っ
た
正
月
の
奉
祝
儀
礼
で
、
祇
園
山
笠
と
な
ら
ぶ

　
　
博
多
の
二
大
祭
礼
で
あ
る
。
藩
政
期
に
は
正
月
一
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
、
博
多
か
ら
福
禄

　
　
寿
・
恵
比
須
（
男
女
二
柱
）
・
大
黒
天
の
各
仮
装
行
列
と
稚
児
舞
の
一
団
を
仕
立
て
て
福
岡

　
　
城
で
藩
主
を
参
賀
し
た
の
ち
、
福
岡
・
博
多
で
祝
言
を
触
れ
歩
い
た
。

　
　

福
禄
寿
・
恵
比
須
・
大
黒
天
の
仮
装
行
列
を
運
営
す
る
の
は
、
毎
年
替
わ
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ

　
　
魚
町
流
・
石
堂
町
流
・
洲
崎
町
流
で
あ
っ
た
。
各
流
で
は
一
年
交
替
の
当
番
町
制
度
が
採
ら

　

　
れ
、
当
番
町
が
運
営
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
明
治
以
降
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
営
す
る

　
　
仮

装
行
列
に
ち
な
ん
で
こ
の
三
流
は
そ
れ
ぞ
れ
福
神
流
・
恵
比
須
流
・
大
黒
流
と
通
称
さ
れ

　

　
て
い
る
。
一
方
、
稚
児
舞
の
一
団
は
東
町
流
・
呉
服
町
流
・
西
町
流
・
土
居
町
流
が
一
年
交

　
　
替
で

こ
れ
を
運
営
し
て
い
た
。
各
流
で
は
一
回
交
代
の
当
番
町
制
度
が
採
ら
れ
、
当
番
町
が

　
　
運

営
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
余
興
と
し
て
、
各
当
番
町
以
外
の
町
々
は
定
ま
っ

　
　
た
形
式
を
も
た
な
い
練
り
物
を
数
多
く
出
し
た
。
こ
れ
を
「
通
り
物
」
と
い
う
〔
宇
野
　
一

　
　
九
九
九
〕
。

　
　

　
通
り
物
は
明
治
時
代
に
な
る
と
肥
大
し
、
「
ど
ん
た
く
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

　
　
し
て
本
来
の
松
難
子
で
あ
る
三
福
神
の
仮
装
行
列
と
稚
児
舞
は
ど
ん
た
く
の
一
部
の
よ
う
な

　
　
形

に
な
っ
た
。
ま
た
開
催
日
程
も
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
た
。
大
正
四
（
一
九
二
五
）
年
か
ら

　

　

は
四
月
三
〇
日
と
五
月
一
日
の
二
日
間
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
年
に
よ
っ
て
は
日
程

　
　
が
少
し
変
わ
っ
た
り
中
止
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
原
則
的
に
は
こ
の
日
程
で
昭

　
　
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
ま
で
実
施
さ
れ
た
。
日
中
戦
争
の
長
期
化
を
受
け
て
そ
の
翌
年
か

　
　
ら
中
止
さ
れ
、
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
五
月
二
四
日
に
博
多
復
興
祭
の
一
環
と
し
て
復

　
　
興

さ
れ
た
〔
井
上
　
一
九
八
四
　
一
～
七
六
。
福
岡
市
民
の
祭
り
振
興
会
編
　
一
九
九
二
〕
。

（
1
8
）
　
「
西
頭
資
料
し
九
。

（
1
9
∀
　
博
多
で
は
、
転
入
者
が
町
に
た
い
し
て
納
め
る
挨
拶
の
金
を
見
知
金
と
い
う
。
戦
後
、
こ

　
　
の
慣
習
は
廃
れ
た
。

（
2
0
）
　
「
西
頭
資
料
」
一
三
。

（
2
1
）
　
こ
の
一
覧
の
欄
外
に
は
「
下
三
・
七
〇
　
上
六
・
四
三
　
計
一
〇
・
二
二
」
と
い
う
後
年

　

　
の
加
筆
が
あ
る
。
納
税
組
合
別
に
積
立
金
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
転

　
　
出
入
や
空
家
へ
の
入
居
な
ど
が
重
な
っ
て
一
〇
円
丁
度
に
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
一

　
　
〇
円
を
目
安
と
し
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
。

（
2
2
）
　
「
西
頭
資
料
」
二
二
。

（
2
3
）
　
「
西
頭
資
料
」
一
四
。

（
2
4
）
　
副
町
総
代
と
い
う
役
職
は
「
昭
和
拾
年
第
七
月
吉
辰
　
町
規
約
及
ビ
別
途
積
立
規
約
」

　
　
（
「
西
頭
資
料
」
一
二
）
に
は
み
え
な
い
。
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
七
月
以
降
に
設
け
ら

　
　
れ
た
役
職
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
5
）
　
金
光
教
大
浜
小
教
会
所
は
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
六
月
一
九
日
の
空
襲
で
焼
失
し
、

　
　
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
に
大
浜
町
四
丁
目
に
再
建
さ
れ
た
。

（
2
6
）
　
「
昭
和
十
二
年
十
月
　
支
那
事
変
特
別
町
費
」
（
「
西
頭
資
料
」
一
三
）
に
よ
れ
ば
、
「
岩

　
　
城
」
は
表
店
世
帯
主
と
し
て
他
の
二
一
人
と
と
も
に
特
別
町
費
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
「
昭
和
拾
年
第
七
月
吉
辰
　
町
規
約
及
ビ
別
途
積
立
規
約
」
（
「
西
頭
資
料
」
一

　
　
二
）
中
の
記
事
で
は
、
「
日
切
計
算
」
に
も
「
古
漢
町
別
途
積
立
規
約
」
に
も
「
改
正
別
途
積

　
　
立

金
」
に
も
「
岩
城
」
と
い
う
姓
は
全
く
出
て
い
な
い
。
日
切
掛
金
も
積
立
金
も
課
せ
ら
れ

　
　
て

い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
昭
和
拾
五
年
十
月
什
賦
田
須
賀
神
社
御
神
幸
」
の
み

　
　

に
は
、
右
の
「
岩
城
」
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
「
岩
城
ヱ
イ
」
が
祇
園
社
の
御
神
幸
に
た

　
　
い
す
る
寄
附
者
と
し
て
他
の
二
二
人
と
と
も
に
姓
名
が
出
て
い
る
（
表
9
を
参
照
）
。

　
　
　
さ
ら
に
岩
城
ヱ
イ
は
「
昭
和
十
九
年
四
月
　
納
税
計
算
帳
　
古
漢
町
」
（
「
西
頭
資
料
」
一

　
　
八
）
に
よ
る
と
、
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
四
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
は
毎
月
分
、
日
切

　
　
掛
金

を
納
入
し
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
六
月
一
九
日
の
空
襲
の
あ
と

　
　
は
「
市
内
吉
塚
駅
前
　
信
養
館
内
」
に
身
を
寄
せ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
町
に
た
い
す
る
彼
女
の
金
銭
負
担
の
あ
り
方
は
奇
妙
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
臨
時
常
会
に
も
、

　
　
た

ま
た
ま
欠
席
し
た
だ
け
な
の
か
、
選
挙
権
が
な
か
っ
た
の
か
、
と
も
か
く
出
席
し
て
い
な

　
　
い
。

（
2
7
）
　
原
文
の
年
月
日
は
「
昭
和
十
五
年
二
月
十
四
日
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
書
き
誤
り
で
あ
る
。

　
　

こ
の
直
前
の
常
会
は
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
一
月
一
五
日
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
「
昭
和

　
　
一
五
年
度
決
算
報
告
」
な
ど
が
な
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
8
）
　
「
昭
和
十
七
年
　
山
笠
諸
入
費
控
帳
　
五
番
山
笠
当
番
　
古
漢
町
」
（
「
西
頭
資
料
」
一
六
1

　
　
一
）
。

（
2
9
）
　
遠
城
は
詳
し
い
時
期
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、
近
代
に
西
町
流
に
来
て
い
た
加
勢
町
と
し
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て

岡
流
の
祇
園
町
（
上
下
の
別
は
不
明
）
と
櫛
田
流
の
今
熊
町
を
挙
げ
て
い
る
〔
遠
城
　
一

　
　
九
九

二
　
三

七
〕
。
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
井
二
受
授
手
続
申
合
規
則
　
続
」
（
「
櫛
田
神

　
　
社
文

書
」
一
〇
三
九
ー
二
）
に
よ
る
と
、
祇
園
町
は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
か
ら
西
町

　
　
流

に
加
勢
に
来
た
が
、
西
町
流
で
は
昭
和
二
（
］
九
二
七
）
年
七
月
一
二
日
に
こ
れ
を
断
る

　
　

こ
と
を
決
議
し
た
。
す
る
と
、
こ
こ
で
た
ん
に
「
加
勢
町
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
今
熊
町

　
　
の

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
確
認
が
取
れ
な
か
っ
た
。
加
勢
町
が
来
て
い

　
　
た
こ
と
自
体
を
ど
な
た
も
記
憶
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
な
お
、
本
稿
で
言
及
す
る
「
櫛
田
神
社
文
書
」
と
「
櫛
田
神
社
文
書
（
2
）
」
は
す
べ
て
福

　
　
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
「
昭
和
十
七
年
　
山
笠
諸
入
費
控
帳
　
五
番
山
笠
当
番
　
古
漢
町
」
（
「
西
頭
資
料
」
ニ
ハ
ー

　
　
一
）
。

（
3
1
）
　
山
笠
当
番
の
催
合
に
お
い
て
、
本
当
番
と
半
当
番
の
関
係
が
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
も
の

　
　
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
藩
政
期
の
奈
良
屋
番
と
奥
小
路
町
で
は
、
奈
良
屋
番
が

　
　
常
に
本
当
番
を
勤
め
て
奥
小
路
町
は
こ
れ
に
従
属
す
る
形
で
あ
っ
た
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録

　
　
作
成
委
員
会
編
　
一
九
七
五
　
五
一
～
五
二
〕
。

（
3
2
）
　
「
西
頭
資
料
」
一
五
－
一
。

（
3
3
）
　
「
昭
和
十
九
年
四
月
　
納
税
計
算
帳
　
古
漢
町
」
（
「
西
頭
資
料
」
…
八
）
。

（
3
4
）
　
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
井
二
受
授
手
続
申
合
規
則
」
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
三
九
ー

　
　
一
）
。

（
3
5
）
　
表
1
0
に
出
て
い
る
人
物
の
う
ち
四
人
に
つ
い
て
は
生
年
月
日
が
知
ら
れ
て
い
る
。
左
に
記

　
　
し
て
お
く
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編
　
一
九
七
五
　
二
四
〕
。

　
　
　
　
西
頭
長
右
衛
門
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
一
月
三
〇
日

　
　
　

吉
積
健
二
　
　
　
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
九
月
一
〇
日

　
　
　

泉
省
太
郎
　
　
明
治
三
七
（
］
九
〇
四
）
年
一
月
一
五
日

　
　
　

泉
　
次
郎
　
　
　
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
八
月
一
七
日

　
　
生
年
か
ら
み
て
昭
和
一
八
二
九
四
三
）
年
に
は
い
ず
れ
も
中
年
組
に
属
し
て
い
た
と
思
わ

　
　
れ
、
山
笠
本
当
番
運
営
に
必
要
な
経
験
を
充
分
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
6
）
　
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
場
合
、
石
堂
町
流
は
能
奉
納
担
当
、
魚
町
流
は
祇
園
山
笠

　
　
に
不
参
加
だ
っ
た
の
で
、
建
て
ら
れ
た
山
笠
は
計
五
本
と
な
っ
た
。

（
3
7
）
　
近
代
に
お
け
る
山
笠
の
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
町
々
の
経
済
力
の
低
下
と
合
わ
せ
て

　
　
別
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
山
昇
き
に
は
速
さ
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
安
全
面
と
体
力
面
か
ら
若
者
組
ま
た
は
中
年

　

組
の

人

間
が
台
上
が
り
を
勤
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
し
朝
山
で
は
長
老
格
の
人
間
が

　
　
台
上
が
り
す
る
の
が
慣
例
で
、
こ
の
と
き
当
番
町
で
は
子
供
の
成
長
と
健
康
を
願
っ
て
子
供

　
　
を
台
上
が
り
に
加
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
朝
山
の
速
さ
は
や
や
遅
い
。

（
3
9
）
　
「
西
頭
資
料
」
一
六
－
一
。

（
4
0
）
余
談
だ
が
、
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
の
六
番
山
笠
当
番
妙
楽
寺
町
（
洲
崎
町
流
）
が

　
　
作
成

し
た
「
山
笠
決
算
報
告
書
（
十
二
月
現
在
）
」
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
石
橋
源
一
郎
資
料

　
　
（
追
加
分
）
」
二
〇
一
二
）
に
は
、
山
笠
積
立
金
が
一
〇
＝
円
二
七
銭
、
電
燈
料
戻
り
金
が

　
　
一
一
二
円
九
六
銭
と
あ
り
、
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
は
「
十
四
年
一
月
ヨ
リ
十
二
月
マ
デ
」

　
　
の

分

と
註
記
さ
れ
て
い
る
。
妙
楽
寺
町
で
は
、
電
燈
料
戻
り
金
に
つ
い
て
は
山
笠
当
番
年
の

　
　
分
の
み

を
山
笠
当
番
費
用
に
加
え
た
の
で
あ
る
。
昭
和
一
八
（
一
八
四
三
）
年
に
山
笠
本
当

　
　
番
を
勤
め
た
古
漢
町
が
八
年
間
に
わ
た
っ
て
電
燈
料
戻
り
金
を
積
立
金
に
加
え
て
い
た
の
と

　
　
は
、
利
用
の
仕
方
が
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
。

（
4
1
）
　
た
と
え
ば
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
井
二
受
授
手
続
申
合
規
則
　
続
」
（
「
櫛
田
神
社
文

　
　
書
」
一
〇
三
九
ー
二
）
に
よ
る
と
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
三
月
に
開
か
れ
た
西
町
流
各

　
　
町
総
代
の

会
合
の
結
果
、
同
年
の
祇
園
山
笠
よ
り
非
番
の
各
町
は
当
番
町
に
五
〇
円
ず
つ
山

　
　
笠
建
設
費
を
渡
す
こ
と
が
決
ま
っ
た
（
古
漢
町
と
芥
屋
町
は
合
同
で
五
〇
円
を
渡
す
）
。
当
番

　
　
町
は
こ
れ
に
一
〇
〇
円
を
加
え
て
山
笠
を
建
設
し
、
そ
の
他
の
諸
費
用
は
当
番
町
が
そ
の
全

　
　
額

を
負
担
す
る
こ
と
も
決
ま
っ
た
。
当
番
町
だ
け
で
は
当
番
費
用
を
集
め
る
こ
と
が
困
難
に

　
　
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
こ
の
や
り
方
は
当
番
年
に
他
町
か
ら
援
助
金
を
も
ら

　
　
い
、
非
番
年
に
は
数
年
続
け
て
当
番
町
に
援
助
金
を
渡
す
と
い
う
も
の
な
の
で
、
長
い
目
で

　
　
み

れ
ば
損
も
な
い
か
わ
り
に
得
も
な
い
。
そ
こ
で
「
西
町
流
共
同
山
笠
積
金
領
収
簿
」
（
「
櫛

　
　
田
神
社
文
書
」
一
〇
五
〇
ー
一
）
を
み
る
と
、
大
正
二
二
（
一
九
二
四
）
年
一
月
の
西
町
流

　
　
各
町
総
代
の
新
年
宴
会
の
席
で
、
当
年
よ
り
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
記
さ
れ

　
　
て
い
る
。
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
右
の
理
由
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は

　
　
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
4
2
）
博
多
財
産
区
と
は
、
文
政
一
三
（
一
八
三
〇
）
年
に
櫛
田
神
社
へ
寄
附
さ
れ
た
備
荒
貯
蓄

　
　
米
に
始
ま
る
備
荒
貯
蓄
制
度
が
市
政
施
行
に
と
も
な
い
博
多
財
産
区
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
な
っ
た
も
の
。
福
岡
市
参
事
会
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
実
際
の
運
営
に
は
選
挙
で
選
ば
れ
た

　
　
財
産
区
会
議
員
が
当
た
り
、
寄
附
金
と
そ
の
利
子
で
運
営
さ
れ
た
。
大
正
時
代
に
入
っ
て
福

　
　
岡
市
の
緊
急
救
済
策
な
ど
が
整
備
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
次
第
に
利
用
さ
れ
な
く
な
り
、
大

　
　
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
五
月
に
資
産
を
処
分
し
て
解
散
し
た
。

（
4
3
）
　
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
井
二
受
授
手
続
申
合
規
則
　
続
」
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
三

　
　
九
ー
二
）
。

（
4
4
）
　
「
山
笠
決
算
報
告
書
（
十
二
月
現
在
）
」
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
、
「
石
橋
源
一
郎
資
料
（
追
加

　

分
）
」
二
〇
一
二
）
に
よ
る
と
、
昭
和
］
四
（
一
九
三
九
）
年
に
は
＝
三
二
円
ず
つ
が
交
付
さ

　
　
れ
た
。

（
4
5
）
　
以
下
、
こ
の
年
の
話
は
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
井
二
受
授
手
続
申
合
規
則
続
」

　
　
（
「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
三
九
ー
二
）
に
よ
る
。
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（
4
6
）
　
落
石
栄
吉
は
福
岡
市
か
ら
の
補
助
金
は
各
当
番
町
に
五
〇
〇
円
、
博
多
商
工
会
議
所
か
ら

　
　
の
補
助
金
は
そ
の
半
額
と
し
て
い
る
が
〔
落
石
　
一
九
六
］
　
三
〇
八
〕
、
す
で
に
み
た
と
お

　
　
り
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

（
4
7
）
　
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
は
六
月
一
九
日
の
大
空
襲
で
祇
園
山
笠
の
実
施
が
不
可
能
と

　
　
な
り
、
補
助
金
の
交
付
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
4
8
）
　
「
（
仮
）
領
収
証
綴
」
（
「
西
頭
資
料
」
七
ー
四
）
に
よ
る
と
、
古
漢
町
は
大
正
］
四
（
一
九

　
　
二
五
）
年
の
山
笠
本
当
番
の
さ
い
、
西
町
流
全
町
の
山
笠
役
員
用
の
手
拭
を
作
り
、
さ
ら
に

　

自
町
の
一
般
山
昇
き
参
加
者
用
に
七
〇
筋
の
手
拭
を
作
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
町
総
代

　
　
（
一
一
筋
）
・
取
締
（
三
〇
筋
）
・
衛
生
（
二
三
筋
）
ご
と
に
異
な
る
種
類
の
手
拭
を
作
っ
て

　
　
い
る
。

　
　
　
「
昭
和
十
七
年
　
山
笠
諸
入
費
控
帳
　
五
番
山
笠
当
番
　
古
漢
町
」
（
「
西
頭
資
料
」
一
六
1

　
　
一
）
の
支
出
細
目
に
よ
る
と
、
昭
和
一
八
（
一
九
四
一
三
年
の
山
笠
本
当
番
の
さ
い
に
は
、

　
　
「
流
手
拭
染
代
」
と
し
て
二
〇
円
が
、
「
手
拭
染
代
」
と
し
て
五
円
が
支
出
さ
れ
て
い
る
（
布

　
　
代

に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
）
。
前
者
が
流
内
全
町
の
山
笠
役
員
用
の
手
拭
で
、
後
者
が

　
　
自
町
の
一
般
山
昇
き
参
加
者
用
の
手
拭
で
あ
ろ
う
。
今
日
と
同
様
、
役
員
用
の
手
拭
い
の
ほ

　
　
う
が
凝
っ
た
染
め
方
を
し
て
い
て
高
価
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
以
上
か
ら
、
大
正
期
と
昭
和
前
期
の
西
町
流
で
は
流
内
全
町
の
山
笠
役
員
用
の
手
拭
は
当

　
　
番
町
（
な
い
し
本
当
番
町
）
が
作
り
、
一
般
山
昇
き
参
加
者
用
の
手
拭
は
町
ご
と
に
作
っ
て

　
　
い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
「
西
町
流
役
員
名
簿
」
（
「
櫛
田
神
社
文
書
（
2
）
」
八
五
五
）
に
よ
る
と
、
昭
和

　
　
一
八
二
九
四
三
）
年
七
月
に
万
行
寺
前
町
が
古
漢
町
に
た
い
し
て
山
笠
役
員
用
の
手
拭
の

　
　
代
金
の

全
額

（布
代
・
染
め
代
込
み
）
と
し
て
四
九
円
一
〇
銭
を
支
払
っ
て
い
る
。
し
か
し

　
　
こ
の
費
目
は
「
収
入
金
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
書
き
漏
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
、
あ

　
　
る
い
は
た
と
え
ば
山
笠
台
と
そ
の
附
属
品
の
代
金
二
五
〇
円
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
と
も

　
　
考
え
ら
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
支
払
い
に
も
や
は
り
受
取
町

　
　
が
次
の
年
に
き
ち
ん
と
当
番
を
勤
め
ら
れ
る
だ
け
の
費
用
を
準
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確

　
　
認
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
4
9
）
　
「
昭
和
十
九
年
四
月
　
納
税
計
算
帳
　
古
漢
町
」
（
「
西
頭
資
料
」
↓
八
）
。

引
用
お
よ
び
参
照
文
献

※

丸
括
弧
内
に
記
し
た
年
は
、
そ
の
文
献
の
成
稿
年
も
し
く
は
初
版
発
行
年
で
あ
る
。

伊
藤
幸
司
　
一
九
九
八
　
「
古
渓
宗
陳
と
天
正
期
の
博
多
」
『
博
多
研
究
会
誌
』

井
上
精
三
　
一
九
入
四
　
『
ど
ん
た
く
・
山
笠
・
放
生
会
』
葦
書
房

六

井
上
精
三
　
一
九
八
七
　
『
博
多
郷
土
史
事
典
』
葦
書
房

今
泉
健
三
編
　
一
九
一
九
　
『
福
岡
市
商
工
人
名
録
　
（
初
版
∀
』
博
多
商
業
会
議
所

宇
野

功
一
　
一
九
九
八
　
「
都
市
祭
礼
の
起
源
説
話
の
生
成
と
祭
礼
の
「
不
変
性
」
の
確
立
　
　
幕

　
末
以
降
の
博
多
祇
園
山
笠
に
お
け
る
革
新
と
伝
統
　
　
」
『
西
日
本
宗
教
学
雑
誌
』
二
〇

宇
野
功
一
　
一
九
九
九
　
「
近
世
博
多
松
難
子
に
お
け
る
儀
礼
の
政
治
性
」
『
日
本
民
俗
学
』
二
一
九

宇
野
功
一
　
二
〇
〇
五
　
「
近
世
博
多
祇
園
山
笠
に
お
け
る
当
番
町
制
度
と
当
番
費
用
徴
収
法
」

　
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
二
一

岡
本
佐
一
郎
　
一
九
二
四
『
福
岡
市
々
民
録
』
福
岡
市
住
宅
調
査
会

落
石
栄
吉
　
一
九
六
一
　
『
博
多
祇
園
山
笠
史
談
』
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会

遠
城
明
雄
　
一
九
九
二
　
「
都
市
空
間
に
お
け
る
「
共
同
性
」
と
そ
の
変
容
　
　
一
九
一
〇
～
一
九

　
三
〇
年
代
の
福
岡
市
博
多
部
　
　
」
『
人
文
地
理
』
四
四
ー
三

竹
内
理
三
他
編
　
一
九
九
一
　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
第
四
〇
巻
　
福
岡
県
』
角
川
書
店

武
野
要
子
　
二
〇
〇
四
　
「
博
多
八
丁
兵
衛
に
つ
い
て
　
　
故
・
西
頭
昭
三
氏
の
死
を
悼
む
　
　
」

　
『
海
路
』
一

津
田
元
顧
・
津
田
元
貫

長

田
義
彦
編

長
田
義
彦
編

長
田
義
彦
編

長
田
義
彦
編

長

田
義
彦
編

博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編

福
岡
市
教
育
委
員
会
文
化
課
編

福
岡
市
総
合
図
書
館
文
書
資
料
課
編

　
福
岡
市
総
合
図
書
館
文
書
資
料
課

福
岡
市
民
の
祭
り
振
興
会
編
　
一
九
九
二

福
岡
市
役
所
編
　
一
八
九
一
　
『
福
岡
市
誌
　
全
』

福
岡
市
役
所
編
（
推
定
）
　
一
九
二
九
（
推
定
）

　
人
名
簿
抄
本
』
福
岡
市
役
所
（
推
定
）

福
岡
市
役
所
編
　
一
九
五
九
　
『
福
岡
市
史

福
岡
市
役
所
編
　
一
九
六
五
　
『
福
岡
市
史

福
間
裕
爾
　
一
九
八
九

三

原
恕
平
編
　
一
九
八
〇
（
一
八
八
〇
）

山
崎
藤
四
郎
編
　
一
九
七
三
（
一
八
九
〇
）

吉
富
増
太
郎
編
　
一
九
四
〇

　
　
　
　
一
九
七
七
（
一
七
六
五
）

一
九

二
二
　
『
福
岡
市
商
工
人
名
録

一
九

二
四
　
『
福
岡
市
商
工
人
名
録

一
九
二
七
　
『
福
岡
市
商
工
人
名
録

一
九

三

二
　
『
福
岡
市
商
工
人
名
録

一
九

三

五
　
『
福
岡
市
商
工
人
名
録

　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
七

五

　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
二 『福

岡
市
の
町
家
』

　
『
石
城
志
』
九
州
公
論
社

第
二
版
』
博
多
商
業
会
議
所

第
三
版
』
博
多
商
業
会
議
所

第
四
版
』
博
多
商
業
会
議
所

第
六
版
』
博
多
商
工
会
議
所

第
七
版
』
博
多
商
工
会
議
所

『博
多
山
笠
記
録
』
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会

　
　
　
　
　

福
岡
市
教
育
委
員
会
文
化
課

『平
成
一
三
年
度
　
古
文
書
資
料
目
録
　
七
』

『博
多
ど
ん
た
く
読
本
』
福
岡
市
民
の
祭
り
振
興
会

　
　

積
善
館

　
　
　
『
昭
和
四
年
四
月
選
挙
　
福
岡
市
会
議
員
選
挙

　
　
　
　
　
　
　

第
一
巻
　
明
治
編
』
福
岡
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

第
三
巻
　
昭
和
編
前
編
（
上
ご
福
岡
市
役
所

「
博
多
祇
園
山
笠
と
そ
の
周
辺
」
『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
二
ニ
ー
四

　
　
　
　
　
　
　
『
筑
前
国
福
岡
区
地
誌
』
文
献
出
版

　
　
　
　
　
　
　
　
『
石
城
遺
聞
（
上
・
下
巻
合
本
ご
名
著
出
版

　
　
『
福
岡
市
商
工
人
名
録
　
第
九
版
』
博
多
商
工
会
議
所
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付
記

　
本

稿
は
、
財
団
法
人
日
本
科
学
協
会
に
よ
る
平
成
一
六
年
度
笹
川
科
学
研
究
助
成
に
よ
る
研
究

成
果
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

　
本
稿

は
古
渓
町
関
係
者
の
皆
様
の
御
協
力
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
で
御
氏
名
を

挙
げ

た
柴
田
睦
夫
氏
・
柴
田
邦
夫
氏
・
泉
宏
治
氏
・
内
田
恵
太
氏
・
吉
積
久
幸
氏
・
青
柳
賭
鼓
伸

氏
・
西
頭
敬
一
郎
氏
は
も
と
よ
り
、
多
く
の
方
々
か
ら
御
協
力
を
賜
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

る
。

　
　
　
　
　
　

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
科
学
研
究
費
支
援
研
究
員
）

（二
〇
〇
五
年
五
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
五
日
審
査
終
了
）
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The　Social　Stnlcture　and　theαoη一】㎞a此asa　Management　of　aαoロin

Hakata　Du血g　the　Modem　Period：The　Case　of　Kokei－machi

UNo　Kouiti

　　　This　paper　describes　in　detail　the　social　structure　of　Kokei－machi，　one　of　the¢吻μallowed　to　par－

ticipate　in　theαoκ一】㌦勿αんαsαfestival　in　Hakata　during　the　Modern　period，　and　its　management　of　the

festival．　Due　to　the　existence　of　an　abundance　of　historical　materials　dating仕om　1935　to　1945，　the　pri－

mary　fbcus　of　this　paper　is　on　this　period．

　　　There　existed　huge　social　disparity　in　Kokei－machi　between　the　households　that　lived　on　the　o吻oτθ一

4励αfacing　the　roads　and　the　quasi－households　that　lived　elsewhere，　that　is，　on　theμη4ακαor　in

rented　accommodations．　Only　o勿o’θ4αηαh皿seholds　were　able　to　take　part　in¢加μmeetings　and　in

the　election　of　6加彿of6cials．　Also，　it　was　only　the　o勿oτθ4α〃αhouseholds　that　paid　charges，　such　as

τ吻μrates，　charges　for　putting　on　festivals　and　sanitation　charges．　They　alone　were　regarded　as　of丘cial

members　of　theτ〃oμ．

　　　In　1940，　during　the　prolongadon　of　the　Sino－Japanese　War，　o吻〃一妬続α‘and励σ〃晋耽Were　es－

tablished　in　Kokei－machi．　At　that　time，　quasi－households　were　added　to　both　organizations　in　accor－

dance　with　the　policy　of　the　Interior　Ministry．　However，　with　heads　of　quasi－households　unable　to　par－

ticipate　ill　the　election　of　of丘cials　for　both　organizations，　the　dominance　of　the　o吻o’θイ∫α〃αremained　in一

伍ct．

　　　The　dominance　of　the　o勿oノ閲α妬was　clearly　illustrated　when，　in　1943，　Kokei－machi　took　on　the

role　of　being　responsible　for　the　yα〃2α〃αsαfor　theαo％一】砺卿α藺sαfestival．αoμmembers　involved　in

organizing　the　festival　that　year　were　either　o勿oオθ一4αηαhousehold　heads　or　their　sons．　Moreover，

those　who　assumed　the　role　of　4αi一α幽γゴ，　considered　the　highest　honor　in　the　festival，　were　also　either

only　o〃20『ε4ακαhousehold　heads　or　their　sons．

　　　The　staging　of　the　Gio〃－yO〃2αカα∫αhad　become　dif五cult　due　to廿1e　con丘nuadon　of　a　chronic　de－

pression　in　Japan　that　had　begun　at　the　end　of　the　Meiji　period（1868－1912），　causing　a　decline　in　the

economic　strength　ofτカoμin　Hakata　as　in　the　rest　of　the　country．　By　the　early　Shouwa　period（1926－

1945），theτカo％of　Hakata　had　got　Fukuoka　City　and　Iocal　financial　circles　to　o旋r　grants　fbr　theαoκ一

y吻α〃α∫α．However，　the　escalation　of　the　Pac通c　War　caused　a　shortage　in　both　commodides　and

manpower，　making　the　holding　of　the　Gioκ一γ0吻αゐαsαeven　more　d面cult．　It　was　at　such　a　time　that　it

became　the　turn　of　Kokei－machi　to　take　charge　of　the　yα勿磁α∫α．
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